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(
一
)

安

全

保

障

の

形

態

安
全
保
障

の
形
態
が

一
般
的
普
遍
的
な
る
も
の
と
局
地
的
若
く
は
部
分
的
な

る
も
の
と
に
区
別

せ
ら
る
＼
こ
と
の

必
要
は
、
此
の
問
題
が
最
初
に
國
際
法
団
体

の
政
治
的
法
律
的
關
心
と
な

つ
π
當
時
か
ら
認

め
ら
れ
て
來
π
所
で
あ

う
(
一
)、共

の
結
果
多
く
の

一
般
的
安
全
保
障
條
約
と
特
殊
的
安
全
保
障
條
約
と
が
成
立
す
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。

然

る
に
最
近
に
至

つ
て
此

の
問
題
は
欧
羅

巴
に
於
け
る
國
際
政
局
の
推
移
に
件

つ
て
再
び
共

の
現
實
的
意
義
を
明

か

に
し
、
安
全
保
障
法
上
に
於
け
る
其
の
現
實
的
意
義
を
明
か
に
し
、
安
全
保
障
法
上
に
於
け
る
其

の
理
論
的
価
値

を

問
題
と
す
る
に
至
つ
π
。
例

へ
ば
昭
和
十
年
二
月
二
十

一
日

バ
ヲ
登
聯
合
逓
信
に
從

へ
ば
英
佛
雨
國
の
首
相
並
に
外

相

の
會
談
商
議

の
結
果
に
基
く

ロ
ン
ド

ン
聲
明
を
中
軸
と
し
て
、
全
欧
羅
巴
に
於
け
る
李
和
確
立
の
廣
大
な

る
外
交

折
衝

の
開
始
せ
ら

る
＼
に
至

つ
カ

こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
(
昭
和
十
年
二
月
二
十
三
日
東
朝
所
載
)
。
若
し
此

の
聯

合
通
信
の
傳
ふ
る
所
が
眞
實

で
あ

る
と
す
れ
ば
、
此
の
聲
明
に
依

つ
て
豫
想
せ
ら
る
＼
新

亭
和
機
構
は
安
全
保
障

の

形
態

の
問
題
に
關
し
て
頗
る
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
加
之
、
既
に

一
九
三
二
年
以
來
小
協
商
規
約
、
バ

ル
カ

ン
規
約
、

ロ
君
マ
議
定
書
等
に
基
く
地
域
的
協
定

の
方
法
に
依
る
安
全
保
障

の
形
態
は
、
大
載
以
後
成
立
し
π

其

の
全
部
的
若
く
は

一
般
的
保
障

の
形
態
と
共
に
著
し
く
國
際
政
局
の
表
面
に
現
れ
實
際
的
關

心
を
強
く
し

つ
㌧
あ

安
全
保
障

の
地
域
的
協
驚

(
大
澤

)

(
第
五
巻

第

二
襲

一
八
玉
)

菖



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

一
八
六
)

四

る
。
從

つ
て
安

全
保
障

の
形
態

の
問
題

は

、
今

や
其

の

一
π

る
地
域
的

保
障

の
観
点

に
於

て
も

極

め
て
重

要

な

る
意

義

を
有

す

る
に
至

つ
π

も

の
と
認

め
な

け
れ

ば
な
ら

な

い
の
で
あ

る
(
二
)。

(
一
)

安
全
保
障
の
問
題
は
既
に
第
一
回
海
牙
李
和
會
議
の
際
に
も
、
仲
裁
裁
判
制
度
の
確
立
を
中
心
と
し
て
問
題
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
其
の

國
際
法
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
問
題
の
一
と
し
て
取
扱
は
れ
る
様
に
な
つ
た
の
は
主
と
し
て
大
験
を
韓
機
と
し
て
穿
あ
る
。
地
域
的
協
定
の
形

式
に
於
て
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
李
和
條
約
の
成
立
以
前
よ
り
論
究
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
其
の
結
果
と
し
て
英
、
米
、
佛
三
國
の
問
に
相
互
援
助
の
保
障

條
約
案
が
起
草
審
議
せ
ら
れ
、
一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
署
名
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

此
の
條
約
案
に
從
へ
ば
、
若
し
佛
蘭
西
國
が
挑
登
す
る
こ
と
な

く
し
て
獨
逸
國
よ
り
攻
撃
を
受
け
た
る
場
合
に
於
て
は
、
英
米
二
國
は
直
ち
に
佛
國
を
援
助
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ

・る
。
從
つ
て

「挑
登
せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
爲
」
の
概
念
は
決
し
て
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
に
の
み
特
有
な
も
の
で
は
な
く
、
既
に
此
の
時
に
於
て
問
題

と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

(
二
)

三
個
の
安
全
保
障
の
地
域
的
協
定
に
關
し
て
は
、
昭
和
十
年
一
月
十
五
日

「外
交
時
報
」
第
七
十
三
巻
第
二
號
に
所
載
の
鋼
稿

「安
全
保
障

の
二
形
態
」
参
照
。

然

る
に

上
述

せ

る
英
佛

二
國

の

ロ
ン
ド

ン
に
於

け

る
新

し
き

安
全

保
障

の
方
式

に
關

し

て
爲

さ
れ

泥

る
聲

明

は

、

其

の
目

的
が
ロ
カ
ル

ノ
相

互
保

障
條

約
を
基

調

と

し
安

全
保
障

、
相

互
援

助
を
目

的

と
す

る
局

地

的
協
約

を
集

め

て

大
成
す

る
に
在

る

こ
と

を
指
示

し
て

ゐ
る
。
特

に

ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
政
府

が
西

欧
ロ
カ
ル

ノ
條

約

並

に

ダ

ニ
ュ
ー
ブ
不
干

渉
協

約
と

同
時

に
東
欧
ロ
カ
ル

ノ
條

約

の
成
立

を
要
求

す

る

こ
と
熱

心

で
あ

る
と

の
報
導

は
、

安

全
保
障

の
地

域
的

協

定

の
問

題

を
安

全
保
障

の

一
般
的
組

織

と
結
合

す

る

こ
と

を
豫

想
せ

し
む

る
も

の
が

あ

る
。

英
佛
両
国

政
府

は
猫



逸

、
波
蘭
両
国

政
府

を
読
得

し

て
東

欧
ロ
カ
ル

ノ
條

約

の
成

立

を
可
能

な
ら

し

め
、
之

に
依

つ

て
全
欧

羅

巴
を
網

羅

す

る

不
侵
略

相

互
援

助
條

約

機
構

の
完
成

を
所
期

し
て

ゐ
る
竜

の

＼
如

く

で
あ

る

(三
)。

(三
)

最
近
敷
年
に
於
て
特
に
安
全
保
障
の
地
域
的
協
定
の
噌
加
し
た
こ
と
は
著
し
い
事
實
で
あ
る
。
然
し
、
其
を
以
つ
て
直
ち
に
一
般
的
集
合
的

形
態
に
対
す
る
不
信
用
で
あ
る
と
結
論
す
る
の
は
伺
ほ
早
急
に
失
す
る
。
寧
ろ
多
く
の
場
合
に
於
て
斯
か
る
地
域
的
協
定
は
、
一
般
的
條
約
へ
の

前
段
階
と
し
て
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
鮎
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

斯
く

の
如
く
欧
羅
巴
特
に
東
部
欧
羅
巴
の
政
治
的
形
勢

は
、

一
時
猫
波
二
國

の
反
対

に
依

つ
て
共

の
拠
棄
を
さ

へ

屡

々
傳

へ
ら
れ
た
東
欧
ロ
カ
ル

ノ
條
約
締
結

の
機
蓮
を
再
び
新
た
に
醸
成
し

つ
＼
あ
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
佛
國
外

相
ラ
ず

ー
ル
氏

の

ロ
ー
マ
訪
問
竜
、
引
き
績

い
て
の

ロ
ン
ド

ン
訪
問
も
、
此
の
安
全
保
障

の
新
機
構
に
対
す

る
豫
備

工
作
の
見

地
に
於
て
爲
さ
れ
π
も
の
と
考

へ
ら
れ
な

い
で
は
な

い
。
且

つ
杢
欧
羅
巴
を
包
含

す
べ
き
欧
羅
巴
安
全
規

約
に
關
し
て
は
、
從
來
既
に
相
當
具
禮
的
な
る
準
備

、
努
力
が
行
は
れ

て
居
り
、
國
際
聯
盟
を
中
心
と
す

る
軍
備
縮

少
會
議
に
於
て
も
、
之
に
關
す

る
具
膿
的
提
案
が
爲
さ
れ

て
論
議

の
対
象

を
爲
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る

(四
)。
故
に
所

謂

「
ロ
カ
ル

ノ
の
精
神

」
の
高
調
が
眞
摯
に
行
は
れ
、
且

つ
考
慮
せ
ら
れ
、
英
、
佛
、
猫
、
伊
、
露
、
波
等
の
諸
國

を
続

つ
て
最
近
の
國
際
政
局
の
最
も
重
大
な

る
關
心
事
と
な
う
つ
＼
あ
る
今

日
、
世
界
が
其

の
安
全
保
障

の
問
題
に

關
し
て
如
何
な
る
現
實

の
政
治
的
法
律
的
機
構
を
有
し
、
且

つ
之
に
対
し

て
如
何
な
る
將
來
の
目
途
乃
至
傾
向
を
有

す
る
か
の
黙
を
槍
討
す
る
こ
と
は
、
國
際
法
団
体

に
於
け
る
安
全
保
障
法
の
統

一
的
研
究
の
上
か
ら
論
じ
て
頗
る
重

安
全
保
障

の
地
域

的
協
定

(
大
澤
)

(第

五
巻

第
}二
號

一
八
七
)

五



安
全
保
障

の
地

域
的
憾
定

(
大
澤

)

(
第
玉
巻

第

二
雛

一
八
八
)

六

要
な
る

一
の
主
題
を
構
成
す
る
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

戯
。
特
に
各
安
全
保
障
機
構

の
現
實
に
於
け
る
有
敷
性

の
問
題

は
、
其
の
形
態

の
如
何
と
密
接
な
る
關
聯

を
有
す
る
が
故
に
、
最
初

一
般
的
に
安
全
保
障

に
於
け
る
保
障
形

態

の
問
題
を
考
察
し
、
次

い
で
地
域
的
協
定
中
最
も
重
要
な
る
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
を
中
心
と
し

て
成
立
し
、
且

つ
今

日
新
し
き
東
欧
ロ
カ
ル

ノ
條
約
案

の
基
礎
た
ら

む
と
す
る
旨
が
傳

へ
ら
れ

つ
＼
あ

る
。
ロ
カ
ル
ノ

の
安
全
保
障
機
構

及
び
其
の
諸
原
則
を
槍
討
し
、
所
謂

【、
ロ
カ
ル
ノ
の
精
神

L
が
何
を
指
示
す
る
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
安
全
保

障
の

一
般
的
性
質
と
其
の
特
殊
的
形
態
と
を
理
解
し
、
安
全
保
障
法
上
に
於
け
る
其

の
地
位
を
把
握
す
る
爲
め
に
、

極
め
て
必
要
な
る
前
提
を
爲
す
も
の
で
あ
る
。

(
四
)

此
の
鮎
に
關
し
て
は
一
九
三
三
年
三
月
四
日
及
び
七
日
軍
備
縮
少
會
議
の
政
漕
委
員
會
に
於
て
採
決
せ
ら
わ
た
る
殴
羅
巴
大
陸
援
助
條
約
の

原
則
及
び
安
全
保
障
委
員
會
が
一
般
委
員
會
に
対
し
て
討
議
の
基
礎
と
し
て
提
出
し
た
る
欧
羅
巴
安
全
規
約
E
u
r
o
p
e
a
n
 
S
e
c
u
r
i
t
y
 
P
a
c
t

を
参

照
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
今
鼓
に
詳
論
の
暇
を
有
し
な
い
。

一
般
的
に
論
ず
れ
ば
安
全
保
障
の
形
態
は
、
世
界
大
戦
を
轄
機

と
し
て
著
し
き
縫
化
を
経
験
し
た
と
云

へ
る
。
そ

れ

は

一
方
に
於
て
は
、
國
際
法
団
体

の
法
律
的
組
織
が
次
第
に
輩

固
に
形
成

せ
ら
れ
補
完
せ
ら
れ

つ
＼
あ

る
事
實
と

件

つ
て

ゐ
る
。
既
に
海
牙
の
諸
會
議
に
於

て
も
、
仲
裁

々
判

の
義
務
的
性
質
の
承
認
が
論
議

の
中
心
と
な

つ
た
。
然

し
當
時

の
國
際
情
勢

は
、
其

の

一
般
的
組
織

に
依
つ
て
國
際
法
団
体

の
安
全
保
障

の
問
題
を
法
律
的
に
解
決
す
る
こ

と
を
未
だ
許
容
し
難

い
多
く

の
事
由
を
示
し
て

ゐ
た

(
五
)。
從

つ
て
各
國
家
の
安
全
に
關
し
て
は
、
仲
裁

々
判
制
度



を
通

し

て

の
集
合

的
保
障

の
方
法

は
採

用

せ
ら
れ

得
な

か

つ
た

の
で
あ

る
。
然

る
に

此

の
國
際

的

形
勢

は
漸

次
推
移

し

て
、
途

に
大

戦
後

の
諸

平
和
條
約

に
至

つ
て
著

し
き

轄
回

を
示

す
に
至

つ
た

。
國
際

連
帯

の
観
念

と
事
實

と
が

、

大

戦

を
轄
機

と

し

て
著

し
く
考

慮

せ
ら

る

㌦
に

至

つ
た

の
で
あ

る
。
且

つ
そ
れ

は
必
然

的

に
安

全
保

障

の
形
態

に
も

影
響

を

及
ぼ

し
、
新

し
き

多
く

の
要

素
が
加

へ
ら

る

＼
に
至

つ
た
。
就

中

、
其

の
主
要

な

る
も

の

＼

一
は
、
國
際

法

團
體

共

も

の

＼
秩
序

と
安

全
と

の
意
識
が

集

合
的
形
態

に
於

け
る
防

止
機

能

の
発
達

を
促

し
た

こ
と

で
あ

る

(
六
)。

そ
れ

は
安

全
保
障

の
爲

め
に
集

合
的

干
渉

の
方
法

を
組

織
し

、

一
方
に
於

て
諸

國
家

の
安

全
を

確

保
す

る
と

共
に

、

他

の

一
方

に
於

て
國
際

法
秩
序

に
於

け

る
安
全

の
問

題

を
提
出

し
た

(七
)。

(
五
)

其
に
も
拘
ら
ず
、
國
際
法
団
体
の
法
律
的
組
織
の
輩
化
に
対
し
て
有
す
る
海
牙
諸
會
議
の
成
果
は
不
當
に
低
く
評
価
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
積
極
的
な
る
國
際
紛
争
平
和
的
虚
理
に
關
し
て
も
著
し
き
成
績
を
示
し
て
居
り
、
特
に
職
璽
法
の
領
域
に
於
て
は
重
要
な
る
成
果
を

墨
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
を
一
概
に
失
敗
と
評
す
る
の
は
當
ら
な
い
。
尚
ほ
海
牙
諸
會
議
の
成
果
に
關
し
て
は
W
a
d
t
h
e
r
 
 
S
c
h
i
i
c
k
i
n
g
,
 
D
a
s

W
e
r
k
 
v
o
 
H
a
a
g
,
 
5
 
B
d
e
.
 
1
9
1
2
輸
l
f
r
e
d
 
H
.
 
F
r
i
e
d
,
 
D
i
e
 
z
w
e
i
t
e
r
 
H
a
a
g
e
r
 
K
o
n
f
e
r
e
n
z
,
 
i
h
r
e
 
A
r
b
e
i
t
e
n
,
 
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
 
a
n
d
 
B
e
d
e
u
t
-

u
n
g
,
 
1
9
0
7
.

参
照
。

(
六
)
P
a
u
l
 
B
a
r
a
n
d
o
n
,
 
D
a
s
 
K
r
i
e
g
s
v
e
r
h
i
i
t
u
n
g
s
r
e
c
h
t
 
d
e
s
 
V
o
l
k
e
r
b
u
n
d
e
s
,
 
1
9
3
3
,
 
S
.
 
3
3
-
1
0
1
.

(
七
)

山
田

三
良
教

授
還
暦
説
賀
論
文
集
所
載
拙
稿

「
國
際
法

に
於
け

る
集

合
的
干
渉

の
意
義
」

及
び

立
作

太
郎
教
授
還
暦
説
賀
論
文
集
所

載
拙
稿

「
安
全
保
障

の
爲

め
の
集
合
的
干
渉
」
参
照
。

元
よ
う
安
全
保
障
を
中
心
と
し
て
蝕
に
其

の
機
能
が
問
題
と
せ
ら
る
＼
集
合
的
干
渉
は
、
全
く
新
し
き
観
念
と
制

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

一
八
九
)

七



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

一
九
〇
)

八

度
と
し
て
考
察

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

澱
。
そ
れ
は
從
來

の
國
際
法
に
於
て
認

め
ら
れ
π
る
多
く

の
集
合
的
干
渉
の

事
例
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
制
度

で
あ

る
。
そ
れ
ら

の
干
渉
に
共
蓮
な
る
不
合
理
的
な
る
要
素
は
其
処

で
は
殆

ん
ど
拠
棄

せ
ら
れ
て
、
反
対
に
新
し
き
内
容
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
大
戦
以
後
の
新

し
き
國
際
的
情
勢
が
主
と
し
て
其

の
防
止
的
機
能

の
適
用
を
必
要
と
し
た
集
合
的
干
渉

の
本
質

は
、
各
國
家

の
領
域
の
保
全
及
び
其

の
現
實

の
政
治
的

独
立

を
尊
重

し
確
保
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、
國
際
法
団
体

の
秩
序
と
安
全
と
を
保
障
せ
む
と
意
圖
し
て
ゐ
る
黙
に
存

す
る
。

そ
れ
は
特
殊
な
る

國
家
叉
は
諸
國
家

の
利
益

の
爲

め
に

恣
意
的
に
他
國
家
の

内
政
に
介
入
し
控
る
干
渉
と

は
、
全
く
共

の
意
義
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
而
し
て
共

の
機
能
は
、
安
全
の
脅
か
さ
る
＼
國
家
に
対
し

て
援

助

を
提
供
す
る
こ
と
を
保
障
義
務
と
し
て
確
立
し
、
其
に
基

い
て
國
際
法
団
体

の
卒
和
を
輩
化
す
る
こ
と
に
於
て
成
立

す
る
。
故
に
其
の
機
能

は
、
專
ら
防
止
的
、
豫
防
的
干
渉
の
形
態
を
探

つ
て
現
れ

る
。
大
載
以
來
発
達

し
π
安
全
保

障
の
形
態
は
、
從
つ
て
二
重

の
も
の
を
包
含
す
る
。
そ
れ
は
軍
に

一
の
形
態

よ
わ
他

の
形
態

へ
の
軍
純
な
る
推
移
で

は
な

い
。
或

は
國
際
聯
盟
其
他

大
戦
以
後
成

立
し
た
る
諸
多

の
大
政
治
的
條
約
の
規
定
を
根
擦
と
し
て
、
國
際
法
團

膿
を
組
織
す
る
成
員
π
る
各
國
家
の
安
全
の
保
障

は
各
國
家
に
依
る
自
助
的
方
法
よ
ウ
集
合
的
方
法
に
移

つ
π

こ
と

を
認
め
・
嚢

以
後
の
塞

保
障
諸
働
約
の
集
禽

性
箏

強
調
す
る
學
者
轟

く
な

い

(八
)・
然
し
そ
れ
は
・
大

戦
以
前
に
於
て
は
安
全
保
障
の
形
態
が
単
一
國
家
に
依
る
自
衛
権
に
依
る
防
禦
的
戦
争
の
方
法
を
探
用
し
、
從
つ
て



實
際
に
於

て
攻
撃
的
戦
争

と
防
禦
的
戦
争

と
の
区
別
が
極
め

噛て
困
難
な
も
の
と
せ
ら
れ
た
と
の
結
論
を
全
部
的
に
肯

定
す
る
理
由
と
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る

(九
)。
特
に
大
戦
以
後
の
安
全
保
障

の
形
態
を
、
專
ら
集
合
的
干
渉
の
黙
に

の
み
求
め
よ
う
と
す

る
の
は

(十
)、
正
確
を
歓
く
も
の
で
あ
る
。
集
合
的
保
障

の
傍
に
、
単
一

國
家
の
独
自

の
行
動

に
依
る
安
全

の
保
障

は
國
際
法
も
亦
之
を
愈
重
し
、
其
の
磯
動

の
重
要
な
る
意
義
を
認
め
て
ゐ
る
。
其

は
各
國
家

の

最
も
重
要
な
る
権
利
で
あ
今
、集
合
的
干
渉
は
決
し
て
之
に
代
替
す
る
も
の
で
は
な

い
。
加
之
、條
約
が
集
合
的
保
障

と
自
助
的
救
濟

と
の
問
に
成
立
す
る
順
序
関
係

に
就

い
て
、
明
確
な
る
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
場
合

さ

へ
存
在
す
る
。

例

へ
ば
國
際
紛
争

平
和
的
処
理

講
定
書

(
所
謂
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ
講
定
書
)
の
報
告
に
於
て
は
、
國
際
團
體

の
援
助
を
要
す

る
國
家

は
先
づ
自
己
の
有
す
る
手
段
を
蓋
し
て
防
禦
に
當
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
國
家
の
援
助
は
自
助
的
方
法
の

後
に
於

て
始
め
て
期
待
し
得
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
の
は
、
上
述

の
主
張
の
支
持
し
…難
き

こ
と
を
論
謹
す
る
も

の
で
あ

る
。

(
八
)
C
.
 
G
.
 
F
e
n
w
i
c
k
,
 
T
h
e
 
l
e
g
a
l
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
(
T
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
L
a
w
,

1
9
2
6
.
 
p
.
 
 
1
0
8
-
1
I
I
.
)

政
府

の
態
度

に
も

一
般
的
條
約

を
尊
重

す
る
傾
向

が
強
く
現
れ

て
ゐ
た

こ
と
は
、
例

へ
ば

一
九

二
三
年

の
相
互
援
助
條
約

案

に
対
す

る
英
國
政
府

の
態
度

に
徴

し
て
も
認

め
れ
ら

る
。

此

の
場
合

に
同
政
府
は
安

全
保
障

に
關
し

て
も
特
殊
な
る
局

地
的
協
約

の
形
態
を
採

る
こ
と
を
拒
否
し

て
、

普
遍
的
條
約

に
基
く
安
全
保
障

の
形
態
を
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

此
等

の
鮎
に
關
し

て
は
M
i
n
u
t
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
T
h
i
r
d

C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
R
e
c
o
r
d
s
 
o
f
 
t
h
e
 
F
o
u
r
t
h
 
A
s
s
e
m
b
l
y
,
 
L
e
a
g
u
e
 
o
f
 
N
a
t
i
o
n
s
.
 
1
9
2
3
,
 
P
.
 
1
 
S
-
I
o
o

参
照
。

安
全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤

)

(第

五
巻

第

二
號

二

九

一
)

九



妻
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

一
九
二
)

一
〇

(
九
)
F
e
n
w
i
c
k
 
o
p
 
c
i
t
 
p
 
1
0
9
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
に
依
つ
て
全
く
新
た
な
る
事
態
が
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
此
等
の
條
約
は
一
九
〇
七
年

以
來
の
安
全
保
障
の
個
別
的
條
約
の
辿
つ
た
軌
溢
を
同
じ
く
踏
襲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
関
係
に
關
し
て
は
C
h
a
r
l
e
s
 
C
h
e
n
e
y
 
H
e
y
d
e
,

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
 
o
f
 
c
o
n
e
i
l
i
a
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
(
T
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
L
a
w
,
 
1
9
2
6
,
 
p
.
 
 
1
0
3
-
1
o
8
)

参

照
。

(十
)
特
に
調
停
の
手
段
は
場
合
に
依
っ
て
は
準
仲
裁
的
の
作
用
を
菅
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
は
集
合
的
干
渉
の
観
念
と
は
寧
ろ
別
個
の
も
の
で
あ
つ

た
。
強
制
的
要
素
よ
り
も
勘
解
的
要
素
が
勝
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

一
般
的
條
約
を
基
礎
と
す
る
安
全
保
障
の
集
合
的
形
態
は
、
基
礎
主
膿

よ
今
考
察
し
た
る
安
全
保
障
の
問
題
で
あ

る
。
然

る
に
其

の
保
障
形
態
は
、
國
家
の
積
極
的
行
爲
と
清
極
的
行
爲
と
を
豫
想
し
て
ゐ
る
。
其

の
各
が
事
情
に
從

つ
て
要
求
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
安
全
保
障
の
形
態
の
最
も
重
要
な

る
も
の
は
、
安
全
の
静
的
保
障
と
し

て
の
現
状
維
持
と
、
特
定
の
保
障
客
禮
に
対
す

る
不
可
侵
義
務

の
承
認

で
あ

る
。
勿
論
現
状
の
維
持
は
、
通
常

の
事

態
に
於
て
は
不
作
爲
に
於
て
成
立
す
る
消
極
的
の
も
の
で
あ
る
が

、
場
合
に
依

つ
て
は
保
障
國
の
積
極
的
行
爲
を
必

要
と
す
る
こ
と
が
勘
く
な

い
。
現
状
維
持

の
義
務

は
、
事
態

の
鍵
更
を
阻
止
し
確
定
の
法
律
状
態
を
維
持
す
る
爲

め

に
必
要
な
る
総

て
の
行
動
を
豫
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此

の
種
の
義
務
を
設
定
し
た
る

一
般
的
條
約
と
し
て

は
、
國
際
聯
盟
規
約
第

一
〇
條
の
規
定
、

ヂ
ュ
ネ

蓄
ヴ
議
定
書
第

二
條
及
び

第
八
條
等
を
墨
ぐ
る
こ
と
を
得
る
。
前

者
に
於
て
は
、
聯
盟
國
の
領
土
の
保
全
と
現
在
の
政
治
的
独
立

と
が
保
障

の
目
的
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
各
聯
盟
國
は



之

を

尊

重

し

、

且

つ

外

部

よ

り

の

侵

略

に
対
し

て

之

を

擁

護

す

る

こ

と

を

約

束

し

て

ゐ

る

の

で

あ

る

。

後

者

に

於

て

は

、

載

争

に

訴

へ
ざ

る

約

束

と

他

國

に
対
す

る

侵

略

の

脅

威

を

構

成

す

る

こ

と

あ

る

べ

き

行

爲

に

出

で

ざ

る

こ

と

の

約

束

と

を

包

含

し

て

ゐ

る

(
十

一
)。

(
十

一
)

聯
盟
規
約
第

一
〇
條

の
安
全
保
障
法

の
上
に
有

す
る
意
義

は
、

其

の
現
状
維
持
と
不
可
侵
と
を
義

務
と
す
る
と
共
に
、
侵
略

の
問
題

を
國

際
法

上
の
概
念
と
し

て
表

面
に
齎

し
た
貼
に
求

め
ら

る
べ
き

で
あ

る
。

從

つ
て
此

の
規
定

は
或

る
意
味
に
於

て
は
、
安
全
保
障

の
中
心
問

題
を
取

扱

つ
て
ゐ

る
と
云

へ
る
。

勿
論

そ
れ

は
、
當
該
國
家

の
意
思

に
反
し

て
の
領
土

の
減
少
叉
は
政
治
的
独
立

の
制
限

の
禁
止
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
散
に
此

の
尊
重
義
務
R
e
s
p
e
k
t
p
f
l
i
c
h
t

は
、
絶
対

的
な

る
静
的
法
律
状
態

の
維
持
と
同

一
に
解

す
る
を
要
し
な

い
。
例

へ
ば
バ
ー
ク
は
第

一

〇
條

を
解
釈

し

て
、
そ
れ
が
創
定
せ
ら
れ
た

る
政
治
的
状
態

の
固

定
化
を
目
的
と
す

る
と
爲

す
の
は
不
當
で
あ
る
と
論

じ
て
ゐ

る
。
J
.
 
C
.
 
B
a
a
k
,

D
e
r
 
I
n
h
a
l
t
 
d
e
s
 
m
o
d
e
r
n
e
n
 
V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
s
 
a
n
d
 
d
e
r
 
U
r
s
p
r
u
n
g
 
d
e
s
 
A
r
t
i
k
e
l
s
 
I
o
 
d
e
r
 
V
o
l
k
e
r
b
u
n
d
s
a
t
z
u
n
g
,
 
1
9
2
6
.
 
S
.
 
1
1
5
.

然

る
に
安
全
保
障
の
目
的
は
特
定

の
事
態
の
下
に
於
て
は
、
特
殊

の
利
害
関
係

を
有
す
る
比
較
的
少
歎

の
國
家
問

の
條
約
に
依

つ
て

一
層
有
敷
に
實
現
せ
ら
れ
得

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
楓
。
而
し
て
此

の
場
合
に
は
、
普

通
は
地
域
的
に
限
定
せ
ら
る
＼
諸
國
家
及
び
特
殊

の
政
治
的
利
害
関
係

あ
る
諸
國
家

の
墾
加
に
依

る
安
全
保
障
の
特

殊
的
形
態
が
採
用
せ
ら

る
＼
に
至
る
の
で
あ
る
。

正
確
に
論
ず
れ
ば
、
安
全
保
障

の
地
域
的
協
定
に
は
、
地
理
的
に

隣
接
す
る
諸
國
家
の
み
を
其
の
締
約
當
事
國
と
す
る
も
の
と
、
其
締
約
國
の
全
部
が
必
ず
し
も
、
地
域
的
に
隣
接
し

な

い
で
只
だ
重
大
な
る
特
殊
の
政
治
的
利
害
関
係

を
有
す
る
事
實
に
基

い
て
之
に
墾
加
す
る
場
合

と
の
二
種
を
区
別

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

}
力
三
)

一
一



安
全
保
障
の
地
域
的
橘
定

(大
澤
)

(
綾
が五
巻

第
三
號

一
免
四
)

一
二

す

る

こ
と
を

必
要
と

す

る

(十
二
)。

然

し
其

の
親

れ
た

る
を
問

は
ず

此
等

の
特
殊
的

安

全
保
障

條
約

は

、
限
定

せ
ら

れ

た

る
特

定

の
地
域

に
關

し

て
共

の
安

全

を
保
障

す

る

こ
と
を
直

接

の
目
的

と
し

、
間
接

に

は

其

の
安

全

の
輩

化

に

依

つ
て
、

一
般

的

平
和

の
確
保

に
貢
献

す

る

こ
と

を
期

し
て

ゐ
る
。
從

つ
て
安

全
保

障

の
地
域

的

協
定

は
、
特

定

の

地
域
を
中

心

と
し

て
各
締

約
國

の
領
域

の
現
状

維
持

を
意

圖

す

る
特
殊

の
範
疇

に
属

す

る
集

合

保
障

で
あ

る
と

云

へ

る
o(十

二
)

一
九
三
三
年
二
月

一
六
日
の
小
協
商
規
約

一
九
三
四
年
二
月
九
日
の
バ
ル
カ
ン
規
約

一
九
三
四
年
三
月

一
七
目
の
ロ
ー
マ
議
定
書

更
に
一
九
二
五
年

一
〇
月
一
六
日
の
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約

等
は
、
総
て
地
域
的
協
定
と
し
て
の
安
全
保
障
を
直
接
の
目
的
と
し
て
ゐ
る
條
約
で
あ
る
。
締
約
國
の
中
に
は
或
は
隣

接
國
た
る
も
の
と
、
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
包
含
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
其
の
各
協
定
が
特
殊
の
安
全
保
障
目
的
の
達
成
を
通
し
て
、
更
に
廣
き
一
般

的
安
全
の
確
立
に
寄
與
す
る
こ
と
を
期
し
て
ゐ
る
。
一
般
化
の
問
題
は
そ
こ
で
は
共
通
の
事
項
と
な
つ
て
ゐ
る
。
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
の
此
の
一
般

化
の
傾
向
に
關
し
て
は

参
照
。

安

全
保
障

の
地

域
的
協

定

の
重

要
な

る
意
義

は
、
其

が
直

接

に

は
特
殊

地

域

の
平
和
維
持

を

目
的

と
し

な
が
ら

、

間

接

に
は
廣

く

一
般

的
な

る
安

全
保
障

の
確

立
に
寄

與

す

る
こ
と
大
な

る
黙

に
於

て
認

め
ら
れ

る
。
或

は
、
そ
れ

は

局

地
的

目
的

を
有

す

る
條
約

の

一
般

化

へ
の
段

階

で
あ

る
と
も
考

へ
得
ら

れ

る
。
既

に
ロ
カ
ル

ノ
諸
條

約

の
直

後

に

於

て

さ

へ
、
其

の
基
本
観

念

及

び
原
則

の

一
般
的

平

和

の
確

立

の
上

に
有
敷

な

る
事
實
が

認

あ

ら
れ

ique

Pacte de la Petite E
ntente

Protocole de R
om

e

Pate  B
alkan-

T
raites

(A
ccords) de L

ocarns

Paul B
arandon, op. cit. S. 22, 82,82-83

" I'esprit de



L
o
c
a
r
n
o
"

は
其
後

の
安
全
保
樟
講
條
約

の
努
力
の
指
導
的
観
念
を
形
成
す
る
に
至

つ
た
の
で
あ

る
。
特
に

一
九
二
七

年
九
月
二
四
日
の
第
八
回
國
際
聯
盟
総
會

は
、
総
て
の
攻
撃
的
戦
争

は
禁

止
せ
ら
れ
、
且
つ
爾
後
も
禁
止
せ
ら
る
＼

旨
を
宣
言
す
る
と
共
に
、
第
三
委
員
會

の
報
告
を
基
礎
と
し
て
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
原
則
を

一
般
條
約
化
す
る
に
就

い
て
、
有
敷
な
る
決
議
を
行

つ
た

(十
三
)。

此
の
第
五
決
議

は
主
と
し
て
次

の
三
黙
に
関
係

し
て
居
り
、

一
般
的
安

全
と
地
方
的
安
全
と
の
密
接
な
る
關
聯
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
且
つ
此

の
地
域
的
協
定
を
基
礎
と
す
る

一
般
的

安
全
保
障
機
構

の
確
立
を
、
人
は
屡

々

「
ロ
カ
ル
ノ

籏
張
」
の
名
を
以

つ
て
呼
ん
で
ゐ
る

(十
四
)。

故
に
安
全
保
障

に
於
け

る
形
態

の
問
題

は
現
實

の
國
際
法
の
問
題
と
し
て
は
、
其

の

一
般
的
保
障
と
如
何
な

る
關
聯
に
立

つ
か
の
黙

を
最
も
重
要
な

る
観
点

と
し
て
論
究

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
而
し
て
第
五
決
議

は
此
の
關
聯
を
明
か
に

指
示
し
て
、
各
保
障
方
法
の
進
む
べ
き
方
向
を
規
定
し
た
の
で
あ

る
。
三
個
の
黙
と
は
次

の
如
き
も
の
で
あ
る
。

(
一
)

聯
盟
國
と
非
聯

盟
國
と
の
問

の
協
定
を
包
含
す
る
特
殊
的
協
約
叉
は
集
合
的
協
約
を
基
礎
と
す
る
仲
裁
裁

到
制
度

の
旗
張

(
二
)

軍
備
縮
少
會
議
準
備
委
員
會

の
事
業
特
に
共

の
技
術
的
事
業
の
促
進
に
努

力
す
る
こ
と
を
聯
盟
理
事
會

に

奨
憩
す
る
こ
と

(
三
)

地
理
的
共
他

の
條
件
を
顧
慮
し
て
諸
國
家
の
異
る
集
群
に
必
要
な
る
仲
裁
裁
判

協
定
及
び
保
障
を
駿
達
せ

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

箪
二
麟

一
九
五
)

一
三



安
全
保
障

の
地
域

的
協
定

(
大
澤
)

(
第

五
巻

第

二
號

】
九
六
)

一
四

し

む

る

に

適

す

る

研

究

、

調

査

、

準

備

を

目

的

と

す

る

新

し

き

一
の

委

員

會

を

創

設

す

る

こ

と

を

理

事

會

に

要

求

す

る

こ

と
(
十

三
)
L
e
a
g
u
e
 
o
f
 
N
a
t
i
o
n
s
 
O
f
f
i
c
i
a
l
 
J
o
u
r
n
a
l
,
 
R
e
c
o
r
d
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
i
g
h
t
h
 
O
r
d
i
n
a
r
y
 
S
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
,
 
T
e
x
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
s
,

1
9
2
7
,
 
p
.
 
1
7
7
-
1
7
8
.

此
の
決
議

に
基

い
て
創

設
せ
ら
れ

た
委
員
會
が
即
ち
安

全
保
障
委
員
會

(
仲
裁
及
安
全
委
員
會
)

で
あ

る
。
其

の
任
務
は
、

國
際

軍
備
縮
少
協
定

に
於

て
各
國
軍
備

の
標

準
を
可
能
な
る
最
低
程
度
に
決
定
す
る
爲

め
に

必
要
な

る
仲
裁
裁

判
並
に
安
全

の
保
障
を
諸
國
家

に

與

へ
得

べ
き
措
置

の
研
究
を
途
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

而
し

て
右

の
措
置
は
、
次

の
如
き
四
個

の
態
様

に
於

て
行
は
る
べ
き
も

の
と
決
議

せ
ら
れ

た
。

ω

仲
裁
裁
判

及
び
安
全

に
關

す
る
特
定
叉

は
共
同
の
協
定

を
促
進

し
、

一
般
化
し
、
且

つ
整
理
す

る
聯
盟

の
活
動

に
依

る

こ
と

②
各
聯

盟

國

を
し
て
聯

盟
規
約

の
各
條
よ
り
成
る
義
務
を
履
行
せ

し
む

る
爲

め
聯

盟
の
諸
機
關
が
使

用
し
得
べ
き
方
法

の
體
系

的
準
備
を
行

ふ
こ
と

③
規

約

の
義
務
を
害

さ
せ
ざ
る
地

域
的
の
安
全
保
障
條
約

を
地

理
的
其

の
他

の
條
件

を
顧
慮

し
て
締
結
す

る
こ
と

㈲
特
定

の
地
方

に
於
け

る
紛
争

に

關

す
る
理
事
會

の
決
定
及
び
勧
告
を
支
持
す

る
爲

め
に
各

國

の
採

り
得

べ
き
措
置
を
理
事
會

に
通
告

せ
し
む
る

こ
と
之

で
あ

る
。

(
十
四

)

例

へ
ば

ル
イ
ヂ
・
ス
ト
ゥ
ル
ッ
オ

の
如

き
は
斯
く

の
如
き
決
議

に
基

い
て
の
保
障
方
法

の

一
般

化
を

、
"
l
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
L
o
c
a
r
n
o
"

と
呼
ん

で
ゐ

る
。
L
u
i
g
i
 
S
t
u
r
z
o
,
 
L
a
 
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
f
e
 
e
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
g
u
e
r
r
e
,
 
1
9
3
o
,
 
p
.
 
1
1
5
.

(
二
)

地
域
的
協
定
と
し
て
の
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

安
全
保
障

の

一
般
的
普
遍
的
形
態
と
し
て
最
も
顯
著
な
る
も

の
は
、

一
九

二
四
年

一
〇
月
二
日
の
國
際
紛
争

平
和

的
腱
理
議
定
書

(
所
謂
ヂ
ュ
ネ

ー
ヴ
講
定
書

)
で
あ
る
。
勿
論

同
議
定
書
は
主
と
し

て
英
國
の
反
対

に
依
つ
て
、
完
全



に
効
力

を
登
揮
す
る
こ
と
な
く
し
て
拠
棄
せ
ら
れ
禿
が
爲

め
に
、
今

日
現
實

に
効
力

を
有
す
る
現
行
の
條
約

で
は
な

い
。
然
し
安
全
保
障
法
の
畿
達

の
見
地
よ
う
考
慮
す
れ
ば
、
其

の
提
供
し
π
る
保
障
原
則
は
共

の
後
の
多
く

の
安
全

保
障
條
約
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
、
理
論
的
に
は
今

日
に
於
て
も
尚
ほ

、
極

め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
文
書

で

あ
る

(+
五
)。

然
し
我
々
は
今
鼓

で
同
議
定
書

の
内
容
を
分
析
し
て
其

の
提
供
す
る
安
全
保
障

の
諸
方
法
を
論
究
す

る
暇
を
有
し
な

い
。
只
だ
此

の
條
約
が

一
般
的
方
法
に
依
,9
安
全
保
障

の

一
定
型
と
し
て
頗
る
特
徴
あ
る
内
容
を
有

し
、
共

の
地
域
的
協
定
に
対
す

る
関
係

に
於
て
も
亦
、
…幾
多
の
考
慮
す
べ
き
重
要
な
問
題
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
示
す
る
の
み
に
止
め
る
。
且
つ
屡
々
引
用
せ
ら
る
＼
此
の

一
般
的
保
障
條
約
が
、
地
域
的
協
定

の
内
容
を

槍
討
す
る
に
際
し
て
共

の

一
般
的
保
障
形
態
と
の
關
聯
を
明
か
に
し
、
其

の
地
位
を
理
解
す
る
に
就

い
て
も
必
要
な

黙

か
ら
、
之
に
言
及
し
た
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
特
に
所
謂
莱
因

協
定

(
西
部
協
定
)
は
、
ヂ
ュ

ネ

ー
ヴ
議
定
書
と
類
似

の
黙
多
く
、
見
方
に
依
つ
て
は
後
者
が

一
般
的
形
態
に
於
て
組
織
せ
む
と
試
み
控
諸
原
則

の

主
要
な
る
も
の
を
、
締
約
國
及
び
関
係

地
域
を
限
定
し
た

る
局
地
的
協
約
と
し
て
實
現
し
て
ゐ
る
と
も
考

へ
ら
れ
る

か
ら

で
あ
る
。

勿
論
そ
れ
は
若
干
の
黙
に
關
し
て
は
、

後
述
す
る
所
に
依

つ
て
明
か
な
る
如
く
、
ロ
カ
ル

ノ
條
約

と
は
著
し
く
異

る
原
則
を
も
探
用
し
て
ゐ
る
。
然
し
其

の
保
障
に
關
す
る
根
本
観
念
に
於
て
は
、
二
者
に
共
通
な
る

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
到
底
否
定
し
得
な

い
。
そ
れ

は
國
際
法
上
の
安
全
保
障
の
機
構
に
対
し

て
、
客
観
主
義

の

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

繋
二
號

晶
九
七
)

一
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

↓
九
八
)

=
ハ

原
則

を
導

入

せ
む
と
試

み

て

ゐ
る
黙

で
あ

る
。
而

し

て
此

の
黙

に
、
此
等

の
安

全
保
障
條

約
が

將
來

の
國
際

法
團
體

の
安

全

の
問

題

に
対
し

て
有

す

る
最

も
重
要

な
關
聯

が
認

め
ら

れ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
の
で
あ

る
。

(十
五
)

同
議
定
書
が
其
の
最
初
の
形
式
に
於
て
は
各
國
家
に
依
つ
て
採
用
せ
ら
れ
ず
、
從
つ
て
直
接
の
實
際
的
効
果
の
存
し
な
か
つ
た
事
實
に
基

い
て
其
の
価
値
を
低
く
評
価
す
る
こ
と
の
不
當
な
る
こ
と
は
、
勿
論
で
あ
る
。
其
は
ウ
=
ー
ベ
ル
グ
が
其
の
「
ヂ
ュネ
ー
ヴ
議
定
書
」
の
中
に
於
て

論
じ
て
ゐ
る
如
く
、
其
の
重
要
な
る
意
義
は
、
其
が
將
來
の
義
務
的
仲
裁
裁
判
と
密
接
な
る
關
聯
に
立
っ
貼
に
於
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
り
、
此
の
観
點
に
於
て
考
察
す
る
時
に
同
議
定
書
の
國
際
法
特
に
安
全
保
障
法
に
於
け
る
地
位
が
始
め
て
正
當
に
把
握
せ
ら
る
Σ
に
至

る
の
で
あ
る
。
H
a
n
s
 
W
e
h
b
e
r
g
,
 
L
e
 
P
r
o
t
o
c
o
l
e
 
d
e
 
 
G
e
n
e
v
e
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
C
o
u
r
s
 
d
e
 
L
a
 
H
a
y
e
,
 
T
.
 
V
I
I
.
 
1
9
2
5
,
 
p
.
 
1
4
0
-
1
4
1
.
)

ロ
カ
ル
ノ

諸
條
約

の
安
全
保
障

の
上
に
有

す
る
意
義
を
正
確
に
理
解
す
る
爲

め
に
は
、
我

々
は
最
初
に
共
の
條
文

に
根
旗
し
て
、
其

の
提
供
す
る
保
障

の
原
則
と
方
法
と
を
攻
究
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
九

二
五

年

一
〇
月

一
六
日
ロ
カ
ル

ノ
に
於
て
成
立
し
た
る
諸
條
約
は
、
全
體

に
於

て
其

の
数
八
で
あ
う
、
更
に
國
際
聯
盟
規

約
第

一
六
條
に
關
す
る
解
釈

宣
言
書
が
共
同
通
牒
の
形
式
に
於

て
附
属
し
て
ゐ
る
。
ロ
カ
ル

ノ
の
諸
條
約
は
第

一
に

ロ
カ
ル
ノ

會
議
最
終
議
定
書
と
第
二
に
之
に
附
属
す
る
五
個

の
條
約
、
第
三
に
之
と
関
係

あ

る
二
個

の
條
約
の
三
種

に
分
ち
得
る
。
而

し
て
其

の
地
域
的
関
係

を
中
心
と
し
て
論
ず
れ
ば
、
凡
そ
次

の
如
き
三
個

の
範
疇
に
分
ち
得

る
の

で
あ
る
。

第

一
は
附
属
書
A
を
構
成
す
る
獨
逸

國
、
白
耳
義
國
、

佛
蘭
西
國
、

グ

レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
國
及
び
伊
太
利
國
問



の
相
互
保
障
條
約
(
T
r
e
a
t
y
 
o
f
 
M
u
t
u
a
l
 
G
u
a
r
a
n
t
e
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
G
e
r
m
a
u
y
,
 
B
e
l
g
i
u
m
,
 
F
r
a
n
c
e
,
 
G
r
e
a
t
 
B
r
i
t
a
i
n
 
a
n
d

I
t
a
l
y
,
 
d
o
n
e
 
a
t
 
L
o
c
a
r
n
o
,
 
O
c
t
o
b
e
r
 
 
1
6
,
 
1
9
2
5

)

で
あ
め
、
逼
常
ロ
カ
ル

ノ
條
約
と
稽
せ
ら
る
＼
場
合

に
は
此
の
相

互
保
障
條
約
を
意
味

す
る
こ
と
が
屡

々
で
あ
る
。

第

二
は
四
個

の
仲
裁

々
到
條
約

で
あ
う
、
更
に
次

の
如
く
に
分
た
れ
る
:
:
:

1
獨
逸

國

の
西
部
國
境
に
關
す
る
諸
條
約

σり
獨
逸

國
、
白
耳
義
國
問

の
仲
裁

々
到
條
約

(
附
属
書

B
)

働
獨
逸

國
、
佛
蘭
西
國
間
の
仲
裁
々
到
條
約

(
附
屍
書

C
)

Ⅱ
獨
逸

國
の
東
部
國
境
に
關
す
る
講
條
約

σD
獨
逸

國
、
波
蘭
國
問
の
仲
裁
々
到
條
約

(
附
属
書

D
)

②
獨
逸

國
、
チ

エ
ッ
コ
・
ス
ロ
ブ
キ
ァ
國
間
の
仲
裁

々
到
條
約

(
附
属
書

E
)

第
三
は
佛
蘭
西
國
と
波
蘭
國
及
び
チ

エ
ッ
コ
・
ス

ロ
ゲ
キ
ァ
と
の
問
の
二
個

の
相
互
保
障
條
約
で
あ
る
。

の

佛
蘭
西
國
と
波
蘭
國
と
の
問

の
相
互
保
障
條
約

②

佛
蘭
西
と
チ

エ
ッ
コ
・
ス
ロ
ヴ
キ
ア
國
と

の
問
の
相
互
保
障
條
約

此
等
の
條
約
の
外
に
國
際
聯
盟
規
約
第

一
六
條
に
關
し
て
獨
逸

國
に
宛
て
ら
れ
た
る
共
同
通
牒
C
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
n
o
t
e

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

一
九
九
)

一
七



安
全
保
仙噂
の
地
域
的
協
定

(
大
湿
丁〉

・

含
箪
五
巷

い箪
二
擁
.

二
Q
Q

>

一
八

が

附

属

書

と

し

て

附

加

せ

ら

れ

て

ゐ

る

(
十

六
)
Q

(
十
六
)

此
等

の
條
約

及
び
共
同
通
牒

は
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
 
T
r
a
i
t
e
s
 
(
S
o
c
i
e
t
e
 
d
e
s
 
N
a
t
i
o
n
s
)
 
v
o
l
.
L
I
V
 
1
9
2
6
-
1
9
2
7
.
 
p
.
 
2
8
9

以
下
に
登
録

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。

斯
く
の
如
く

一
般
に
ロ
カ
ル

ノ
條
約
と
樗
せ
ら
る
＼
も
の
は
決
し
て
単
一

の
條
約
で
は
な

い
。
(
一
)
最
終
講
定
書

の
外
に
は
(
二
)
一
個

の
五
國
問
の
相
互
保
障
條
約
と
、
(
三
)
四
個
の
二
國
問
の
仲
裁
裁
判

條
約
と
、
(
四
)
二
個
の
二

國
問

の
相
互
保
障
條
約
と
、
(
五
)
解
釈
宣
言
を
含

む

一
個

の
共
同
通
牒
の
九
個
の
重
要
な

る
國
際
協
定
乃
至
文
書

を

包
含
す
る
鬼
大
な
條
約
集
成
で
あ
る
。
然

し
以
上
の
中
に
於
て
最
も
重
要
な

る
地
位
を
占

む
る
も
の
は
、
附
属
書
A

即
ち
莱
因

地
方
の
安
全
を
主
と
す
る
が
故
に
普
通
に
莱
西
協
定
若
く
は
西
部
協
定
と
呼
は
る
＼
五
國
問
の
相
互
保
障

條
約
で
あ
る
。
他
の
講
條
約
は
総
て
之
を
中
心
と
し
、
之
と
關
聯
し
て
、
西
部
欧
羅
巴
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
に

協
同
し
て
ゐ
る
と
樗
し

て
差
支
な

い
の
で
あ

る
。

先
づ
此
等

の
條
約

の
保
障
客
膿
を
総
観
す
る
に
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
は
其
の
目
的
と
す
る
所
に
關

し
て
凡
そ
三
個

を
区
別
す
る
こ
と
を
得

る
。
其
の
(
一
)
は
獨
逸

國
の
西
部
國
境
を
地
域
を
地
域
的
に
限
定
し
て
保
障

せ
む
と
す

る
安

全
保
障
條
約
で
あ
り
、
之
に
は
莱
因

協
定
及
び
二
個

の
仲
裁
裁
判

條
約
が
包
含
せ
ら
れ

る
。
其

の
(
二
)
は
獨
逸

國
の

東
部
國
境
を
中

心
と
す
る
地
域
的
協
定

で
あ
う
、
二
個

の
仲
裁
裁
判
條
約
を
包
含
す
る
。
共

の
(
三
)
は
佛
蘭
西
を
中



心
と

す

る
二
個

の
相
互

保
障

條
約

で
あ

ム
、
前

二
者

と

は
稽
趣

を
異

に
し

て

ゐ
る
、

即
ち
佛
蘭

西

と
其

等

の
國
家

と

が

上
述

せ

る
獨
逸

國

の
関
係

せ
る
諸
條

約

の
違

反

の
場

合

に
於

て
、
相

互
に
援

助

を
供
與

す

る

こ
と
を

目
的

と
し

て

居

り
、

稽
從
來

の
政
治

的
軍

事
的

同
盟
條

約

と
共
通

の
観

念

を
包
含

す

る
も

の
で
あ

る

(十
七
)。

(十
七
)
P
r
o
t
o
c
o
l
e
 
f
i
n
a
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
d
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
 
T
r
a
i
t
e
s
,
 
V
o
l
.
 
L
W
.
 
1
9
2
6
-
1
9
2
7
.
 
p
.
 
2
9
6
-
2
9
8
.
-

最
終
㎜議
定
書
が

ロ
カ
ル

ノ
會
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
且
つ
相
互
に
關
聯
す
る
も
の
と
認
め
た
條
約
案
は
、
上
蓮
せ
る
附
厨
書
A
乃
至
E
の
五
條
約
で
あ
る
。
而
し

て
佛
蘭
西
國
を
中
心
と
す
る
二
個
の
粗
互
保
障
條
約
に
關
し
て
は
、
佛
蘭
西
外
務
大
臣
は
佛
蘭
西
國
、
波
蘭
國
、
チ
エ
ッ
コ
・
ス
ロ
ブ
キ
ア
國
が
前

記
仲
裁
裁
判
諸
條
約
案
に
次
い
で
同
條
約
の
利
益
を
相
互
に
確
保
す
る
爲
め
の
協
定
案
を
ロ
カ
ル
ノ
に
於
て
均
し
く
決
足
し
た
る
こ
と
を
報
告
し

た
り
と
記
述
し
て
、
其
の
事
實
を
確
認
し
て
ゐ
る
。
故
に
正
確
に
は
同
議
定
書
の
附
属
書
た
る
五
個
の
條
約
、
最
終
議
定
書
及
び
附
属
書
F
た
る

共
同
通
牒
の
七
個
の
國
際
文
書
と
、
佛
蘭
西
其
他
二
國
関
係
の
二
條
約
と
が
實
質
的
に
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
の
内
容
を
権
威
し
て
ゐ
る
も
の
と
認
む

べ
き
で
あ
る
。

我
々
は
先
づ
、斯
く
の
如
き
組
織
を
有
す
る
ロ
カ
ル
ノ

諸
條
約
の
保
障
目
的
が
何
で
あ
る
か
を
、
関
係
條
文
に
根
嫉

し
て
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
臓
。
ロ
カ
ル

ノ
會
議
の
最
終
議
定
書
に
依
れ
ば
、
其

の
目
的
に
は
二
個
の
も
の
を
歎

へ

・
得

る
。
即
ち
其

の

一
は
、
各
國
民
を
し
て
戦
争

の
災
蝸
を
免
れ
し
む
る
の
方
法
を
共
同
の
合
意
に
依
蚕
組
織
す
る
こ

と
で
あ
O
、
他

の

一
は
、
諸
國
家
中

の
或
る
國
の
問
に
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き

一
切
の
紛
争

に
対
し

て
、
平
和
的
庭

理
方
法
を
設
く
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
上
述

せ
る
諸
條
約

の
實
施
が
諸
國
民

の
間
に
精
神

的
安
堵
を
齎
す
に
資
す
る

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
〇
一
)

一
九



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
〇
二
)

ご
0

こ
と
大
で
あ

る
と
共
に
、
人
民

の
利
益

と
威
情

と
に
基

い
て
多
く
の
政
治
的
及
び
経
済

的
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を

著
し
く
容
易
な
ら
し
め
、
叉
欧
羅
巴
の
卒
和
及
び
安
全
を
輩
固
な
ら
し
む
る
こ
と
を
意
圖
し
た
の
で
あ

る
。
而
し
て

地
域
的
協
定
と
し
て
の
ロ
カ
ル

ノ
條
約
は
此
等

二
個

の
目
的

の
實
現
の
爲

め
に
、
從
來
國
際
紛
争

の
中
心
た
う
し
特

殊
的
地
域
に
適
切
な
る
安
全
保
障

の
方
法
と
し
て
締
結

せ
ら
れ
、
上
述
せ
る
諸
條
約
を
最
終
議
定
書

の
附
属
書
と
し

て
有
す

る
に
至
つ
π
の
で
あ
る
。

第

一
に
、
我
々
は
ロ
カ
ル

ノ
最
終
議
定
書
附
属
書
中
、
最
も
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
附
属
書

A
即
ち
五
國
問
の

相
互
保
障
條
約
の
規
定
に
基

い
て
、
其

の
提
供
す
る
安
全
保
障

の
方
法
を
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら

臓
。
莱
因

協
定
は

獨
逸

國

の
西
部
國
境
を
中
心
と
す
る
安
全
保
障
條
約

で
あ
う
、
其

の
五
締
約
國
は
、
法
律
上

二
個

の
異

る
地
位
に
置

か
れ

て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
該
地
域
に
対
し

て
直
接
地
理
的
関
係

を
有

す
る
國
家
と
、
政
治
的
関
係

の
み
し
か
有

し
な

い
國
家
と
は
、
其

の
地
域
の
安
全
保
障

に
關
し
て
異
る
責
任
、
異
る
義
務
を
有
し
、
從

つ
て
異
る
法
律
上

の
地

位
に
立
π
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。
此
の
地
域
に
於

て
最
竜
重
大
、
且
つ
複
雑
な
利
害
関
係

を
有
す
る
國

家
は
、
云
ふ
迄
竜
な
く
濁
、
佛
、
白

の
三
國

で
あ

る
。
此
等
の
國
家
は
、
相
互
に
國
境
を
接
し
て
ゐ
る
。
且

つ
其

の

過
去
の
歴
史
は
、
此
の
地
域
を
中
心
と
し
て
、
複
雑
な

る
政
治
的
、
軍
事
的
関
係

を
展
開
し
た

の
で
あ
る
。
國
際
紛

孚
は
屡

々
之
を
中

心
と
し
て
登
生
し
、
若
く
は
登
生
の
危
険

を
有
し
た
。
而
し
て
此
の
客
観
的
事
實
は
、
三
國
の
安



全
保
障
條
約
に
対
す

る
地
位
に
、
至
大
の
関
係

を
有
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
共

の
不
可
侵
、
保
全
に
対
す

る
關

心
は
、
各
國
土
ハ極

め
て
大
で
あ

る
。
從

つ
て
其

の
安
全
を
保
障
す
る
に
就

い
て
、
此
等

の
三
國
が
圭
要
な
る
地
位
に

立

つ
こ
と
は
事
理
極
め
て
正
當
で
あ
う
、
理
解

し
易

い
所

で
あ
る
。
然
ら
ば
何
故
英
伊
二
國
が
、
直
接
に
は
國
境
關

係
な
き
、
此
の
地
域

の
安
全
保
障
條
約
に
共
同
保
障
國
と
し
て
墾
加
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
?
英
國
が
特
定

の
時
期

に
於

て

一
般
的
保
障
の
方
法
を
探
用

せ
む
と
し
だ
こ
と
は
、
上
述
し
た
所
に
依

つ
て
明
か
で
あ
る
。
此

の
事
實
に
も

拘

ら
ず
、
ヂ
ュ
ネ

ー
ヴ
議
定
書

は
圭
と
し
て
英
國

の
反
対

に
基

い
て
拠
棄

せ
ら

る
＼
に
至

つ
た
の
で
あ
る

(+
八
)。
從

つ
て
英
國
は
當
時
、
西
部
欧
羅
巴
に
於
け
る
卒
和
の
確
保

せ
ら

る
＼
こ
と
に
關

し
て
は
、
多
大
の
責
任
と
關

心
と
を

有
す
る
地
位
に
在

つ
π
。
且

つ
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
目
的
と
す
る
安
全
保
障
は
、
軍
に
接
壌
國
の
み
に
利
害
関
係

あ

る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、

一
般
に
全
欧
羅
巴
の
亭
和
と
密
接
の
關
聯
に
立

つ
こ
と
は
、
例

へ
ば
世
界
大
載
の
登
生

と
自
耳
義
保
障
條
約
と
の
関
係

の
み
を
考
慮
し
て
も
明
瞭

で
あ
る
。
英
國
政
府
が
三
國
問
の
政
治
的
関
係

の
安
定
を

熟
心
に
希
望
す
る
の
は
、
此
の
二
重
の
事
由
が
存
在
す
る
か
ら

で
あ
る
。
而
し
て
英
伊
二
國
の
共
同
参
加
に
依

つ
て

其

の
保
障
が
、
局
地
的
協
約
に
対
し

て

一
般
的
保
障
と
共
通
な
る
要
素
を
供
與
す

る
結
果
と
な

つ
π
の
で
あ

る
。
伊

太
利
に
關
し

て
も
亦
、
略
之
と
同
様
の
こ
と
が
云

ひ
得
ら

る
＼
で
あ
ら
う
。
西
部
欧
羅
巴
の
準
和
が
確
保
せ
ら
れ
共

の
領
域
上
の
現
状
が
維
持
せ
ら

る
＼
こ
と
の
必
要
は
、

ヴ
ェ
ル
ず
イ
ユ
卒
和
條
約
に
於

て
は
必
ず
し
も

領
域
的
に
は

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
〇
三
》

二
一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(
第
五
巻

第
三
難

二
〇
四
)

ニ
ニ

右
利

な

地
位
を
占

め
得

な

か

つ
π
伊
太
利

に
対
し

て
も
亦

同
様

で
あ

る
。
西
部

欧
羅

巴
、
特

に

猫
佛

間

の
李

和
が
破

る
＼

こ
と

は
、
伊

太
利

に
対
し

て
も
亦

大
な

る
脅
威

控
ら

ざ

る
を
得

な

い
関
係

が

あ

る
。
何

と

な

れ
ば

、
そ
れ

は
直

ち

に
中

央
厭

羅

巴

へ
も

波
及

し

て
、其

の
安

全
を
脅

か
し
、

ダ

ニ
ュ
}
ブ
諸

國
家

と
伊
太

利

と

の
関
係

に
影

響
を

及
ぼ

し
、
終

に

バ

ル
ヵ

ソ
及

び
地
中

海

に
対
す

る
其

の
政
策

の
途

行
を

も
阻

止
す

る
危
険

を
多
分

に

包
藏

す

る

か
ら

で
あ

る
。

加
之

、
伊

太
利

は
大

戦
後

の
國
内
的
復

興

に
対
し

て
も

、
其

の
社
会
運
動

の
推

移
に

依

つ

て

一
時

阻

止
せ
ら

る

＼
傾

向

に
在

つ
た

の

で
あ

る
か
ら

、
共

の
秩
序

の
脅

か

さ

る

＼
こ
と

に
対
し

て

は
常

に
極
度

の
警

戒

を
怠
ら

な

か

つ

カ

。
特

に

フ

ァ

シ
ス

モ
政
権

の
諸

計
書
諸

事
業

は
、
國
家

秩
序
が

國
際

政
局

の
影
響

を
受

け

て

動
接

す

る
こ
と
を
到

底

許
容

し
得

な

か

つ
た

。
斯
く

の
如
く

英
伊

二
國

は
、
西
部

欧

羅

巴
の
安

全
と
自

國

の
安

全

と

を
、

不
可
分

の
関
係

に
於

て
結
合

し
完

の

で
あ

る
。
故

に
ロ
カ
ル

ノ
諸
條

約

は
此

の
意

味
に
於
て

、

全
欧
羅

巴
安

全

保
障
機

構

の
最
も

重

要

な

る
部

分

を
構

成
し

な

け
れ
ば
な

ら
な

か

つ
カ

の
で
あ

る
。

(十
八
)

英
國
の
態
度
は
、

一
九
二
三
年
の
相
互
援
助
條
約
案
の
當
時
と
ヂ
ュネ
ー
ヴ
議
定
書
及
び
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約

の
常
時
と
に
於
て
は
、

必
ず

し
も
同

一
で
は
な
か
っ
た
。
前
の
場
合
に
於
て
は
、
特
殊
的
局
地
的
協
約
の
方
法
よ
り
も
、
寧
ろ
普
遍
的
條
約
の
形
式
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
常
時
に
於
て
は
、
斯
く
の
如
き
一
般
的
性
質
の
保
障
條
約
に
依
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
、
特
に
其
の
信
頼
の
程

度
の
著
し
く
異
る
諸
國
家
を
も
合
め
て
義
務
的
仲
裁
裁
判
制
度
を
操
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
張
く
反
勤
し
た
の
で
あ
る
。
英
國
は
斯
か
る
一

般
條
約
よ
り
も
、
寧
ろ
一
九
二
三
年
の
相
互
援
助
條
約
の
形
態
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。



ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
は
此
の
意
味
に
於
て
、

一
九

二
三
年

の
相
互
援
助
條
約
と
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
と
の

中
問
に
立

ち
、
其

の
異

る
方
法
を
綜
合
す
る
地
位
に
在

つ
π
。
特
に

一
九

二
三
年
の
相
互
援
助
條
約
に
於
け
る
が
如
く
専
ら
載

勝
國
の
み
を
包
含
す
る
條
約
が
、
信
頼
と
相
互
依
存
と
を
基
調
と
す
べ
き
安
全
保
保
障
の
爲

め
に
最
善

の
方
法
で
な

い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
特
定

地
域
の
安
杢
は
、
其
の
地
域
に
対
し

て
最
竜
重
大
な

る
関
係

を
有
す
る
國
家
を
除
外

し
て
は
、
到
底
之
を
實
現
す
る
に
不
可
能

で
あ

る
。

ヂ
ュ
ネ

ー
ヴ
議
定
書

も
、
獨
逸

を
未
だ
聯
盟
國
と
し
て
有

せ
ざ

惹
當
時

で
あ

つ
控
か
ら
、
共

の
提
供
す
る
保
障
に
は
、
重
大
な
る
散
陥
が
存
し
控
の
で
あ

る
。
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
が

前
二
者

の
中
間
的
地
位
を
占
め
且

つ
二
重
の
性
質
を
有

す
る
に
至

つ
カ
の
は
、
主
と
し
て
此
の
事
由
に
基
く
。
此

の

黙
に
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
、
特

に
共

の
莱
因

協
定

の
有
す
る
最
も
重
大
な
特
質
が
窺
は
れ
る
。
そ
れ

は
從
來
の
同
盟
條

約
等
と
は
異

つ
て
、
安
全
保
障

の
問
題
を
利
害
関
係

國
家
中

の

一
方
の
諸
國
家

の
み
に
委
す
こ
と
を
し
な
か
つ
た
。

却

つ
て
、
西
部
欧
羅
巴
の
卒
和
と
秩
序
と
の
維
持

せ
ら
る
＼
こ
と
に
対
し

て
直
接
重
要
な
関
係

を
有
す
る
総

て
の
國

家
を
包
含
す
る
局
地
的
却
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
、
合
理
的
で
あ
う
必
要
で
あ
る
と
主
張

せ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
而

し
て
此

の
黙
に
、

同
協
定
が

一
方
に
於
て
は
相
互
援
助
條
約
案
と
異

る
と
共
に
、

他

の

一
方
に
於

て
は
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ

議
定
書
と
も
亦
著
し
く
異

る
特
徴
が
認

め
ら
れ

る
。
そ
れ

は
欧
羅

巴
に
於
て
屡

々
紛
争

の
中
心
と
な

つ
た
地
域
に
於

け
る
李
和
を
、
集
合
的
基
礎
に
於
け
る
援

助
保
障

の
形
式
に
依

つ
て
確
保
す
る
の
必
要
を
認
め
、
其

の
實
現
の
手
段

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
ご
號

二
〇
五
)

二
三



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
〇
六
)

二
四

と
し
て
猫
、
佛

、
白
、
伊
、
英

の
五
國
に
依

る
安
全
保
障
條
約

の
締
結
を
企
圖
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
此
等
の
條
約

は
、
此

の
地
域
に
關
し
て
世
界
大
戦

の
災
禍
を
被

つ
た
諸
國
民

の
抱
壊
す
る
安
全
及
び
防
衛

の
希
望
を
満
足
せ
し
む

る
こ
と
を
主
要
な
る
目
的
と
な
し
、
其

の
手
段
と
し
て
提
供
せ
ら
る
＼
保
障

は
、

一
切

の
関
係

署
名
國
に
対
し

て
は

、
國
際
聯
盟
規
約
及
び
右
諸
國
家
問

の
現
行
諸
條
約
の
範
囲

内
に
於
け
る
補
充
的
保
障
た
る
性
質
を
有
す

る
こ
と
が

宣
言
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る

(十
九
)。
ロ
カ
ル

ノ
講
條
約
が
獨
逸

を
主
要
な
る
締
約
國

の

一
に
加

へ
た
こ
と
は
、
安
全

保
障

の
基
礎

た
る
連
帯
に
於
て
從
前

の
諸
安
全
保
障
條
約
と
根
本
的
に
異

る
黙
で
あ

つ
た
。
例

へ
ば

、

一
九
二
三
年

の
相
互
援

助
條
約
案

に
於

て
は
、
其

の
設
定
し
た
る
連
帯
は
部
分
的
で
あ
り
、
寧
ろ
古
き
攻
守
同
盟
的

の
報
復

の
観

念
を
基
礎
と
し
て
ゐ
た
。

叉
ヂ

ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書

に
於

け
る
署
名
國
中
に
は
獨
逸

が
加

つ
て

ゐ
な
か

つ
た

黙

か
ら
見

て
同
議
定
書

の
設
定
す
る
連
帯
も
亦
、
西
部
欧
羅
巴
に
於
け
る
安
全
保
障

の
上
か
ら
論
ず
れ
ば
、

一
方
的
連
帯
た
る

性
質
を
有
し
て
ゐ
た
。
然

る
に
ロ
カ
ル

ノ
講
條
約

は
、
國
際
聯
盟
と
密
接
な
關
聯

を
有
す
る
事
實
に
も
拘
ら
ず
、
形

式
上
は
共

の
外
部
に
於

て
成
立
し
た
る
独
立

の
條
約
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
黙
に
於
て
も
他

の
條
約
と
は
異
る
同
講

條
約
の
特
殊
な
る
地
位
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
十

九
)
P
e
a
m
b
u
l
e
 
d
u
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
1
'
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
,
 
l
a
 
G
r
a
n
d
e
-
B
r
e
t
a
g
n
e
 
e
t
 
1
'

I
t
a
l
i
e
,
 
f
a
i
t
 
a
 
L
o
c
a
r
n
o
 
l
e
 
1
6
 
O
c
t
o
b
r
e
 
1
9
2
5
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
T
r
a
i
t
e
s
,
 
v
o
l
 
L
I
V
,
 
1
9
2
6
-
1
9
2
7
,
 
p
.
 
2
9
0
)
.



ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
特
に
其

の
最
も
重
要
な
る
菓
因
協
定

は

(
二
十
)、

從
來
動
も
す
れ
ば
佛
、
自
二
國
の
假
想
敵
と

し
て
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
獨
逸

を
土
ハ同
保
障
國
の

一
に
加

へ
た
。
そ
れ

は
從
來
の
多
く

の
軍
事
的
政
治
的
同
盟
條
約
と

は
、
其

の
形
式
を
も
實
質
を
も
著
し
く
異
に
し
て
ゐ
る
。
後
述
す
る
如
く
、
共
同

の
責
務
と
し
て
の
保
障
義
務

は
、

此

の
條
約
を
諸
平
和
條
約
と
の
関
係

に
於
て
重
要
な
る
地
位

に
置

い
た
。
條
約
の
地
位
は
、
獨
逸

に
対
し

て
の
対
立

的
協
商

の
方
法
よ
ウ
、
獨
逸

と

の
土
ハ
同
保
障
條
約
の
義
務
に
鍵

つ
た

の
で
あ
る
。
此

の
黙
に
,

一
方
に
於
て
佛
蘭
西

の
正
當
な
る
安
全
保
障
に
対
す

る

要
求
を
貫
徹
せ
し
む
る
と
共
に
、

他

の

一
方
に
於

て
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
平
和
條
約
に

依
る
諸
義
務
特
に
獨
逸

と
國
際
聯
盟
と

の
関
係

を
中
心
と
し

て
の
茱
因
協
定
の
建
設
的
意
義
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る

(
二
十
一
)。

(
二
十
)
莱
因
協
定
は
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
の
中
軸
で
あ
る
。
他
の
諸
條
約
は
之
を
中
心
と
し
て
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ポ
リ
テ
ィ
ス
は
之
を
其
の

「
體
系の
椹
柚
」
l
e
 
p
i
v
o
t
 
d
u
 
 
s
y
s
t
e
m
e

と
呼
ん
で
ゐ
る
。
P
o
l
i
t
i
s
,
 
L
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
d
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
(
R
e
v
u
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
d
e

l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
a
r
e
e
.
 
1
9
2
5
.
 
t
.
 
V
I
.
 
P
.
 
7
1
9
.

(
二
十

一
)

英
國
政
府

の
意
圖
す

る
所
は

ω
獨
逸

國
を

も
包
含
す

る
纏

て
の
利
害
関
係

國
家

の
参
加

に
て
依

て

此

の
條
約

が
締
結

せ
ら
れ
、
從

て
特

定

の

一
國

に
対
す

る
プ

ロ
ヅ
ク
の
形
成
を
目
的
と
す
る
條
約

で
な

い
事
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
共

に
、
口
同
條
約
と
聯
盟
規
約

と
を
関
係

せ

し

め
・
そ
れ
が
聯
盟

の
外
部
に
於

て
締
結

せ
ら
る
る
独
立

の
條
約

た

る
に
拘

ら
ず
聯
盟

の

全
活
動

と
政
策
と
を
支
配

す

る
諸
原
則
の
下
に
服

せ
し

め
ら

る
Σ
こ
と
を
要
す
る
と
去
ふ

二
鮎
で
あ

つ
た
、
此
の
鮎

に
於

て
ロ
カ
ル

ノ
莱
因
協
定

と
聯
盟
規
約
と

の
密

接
な

る
關
聯

が
可
能
と
せ
ら
れ

る

。

安
全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤

)

(
第

五
巷

第

二
號

二
〇

七
)

二
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
浬
一)

(第
五
巻

第
二
號

二
〇
八
)

二
六

第

一
の
保
障
態

様

茉

因
協
定

の
保

障
目

的

は
條

約

に
從

へ
ば

、
猫

、佛

、
白
問

の
領
域

の
現
状
維
持

を
目

的

と
す

る
不
侵
略

及

び
條
約

の
違

反
あ

る
場
合

の
相

互
援

助
義
務

の
二
大

原
則
を
中

心
と

し

て
達

成

せ
ら

る

べ
き

も

の
と
規

定

せ
ら

れ

て

ゐ
る
。

而

し

て
其

の
不
可
侵

は
、
圭
と

し

て
領

域
に
対
す

る
現
状
維

持
s
t
a
t
u
s
 
q
u
o
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l

の
形
態

を
採

る

(
二
十
二
)。

從

つ
て
之

に
基
く
諸

義
務

は
、
國
際
法

に
於

け

る
現
状

を
尊
重

し

、其

の
保

全
を
目

的
と

す

る
義

務

と
し

て
現
れ

る
。

之
れ

は
現
状

の
不
法

不
當

な

る
縫
更

を
排
除

す

る

こ
と

で
あ

わ
、
專

ら
静
的

状
態

に
於

け

る
安

全

の
保
障

で
あ

る
。

莱
因

協
定

は
此

の
不
可

侵
義

務

の
対
象

と
し

て
、

二
個

の
も

の
を
基

げ

て

ゐ
る
。
共

の

(
一
)

は
獨
逸

西

部

國
境
尊

重

の
義
務

で
あ

り
、

其

の

(
二
)
は
莱
因

武
装

解
除

地
帯

の
不
可

侵
義

務

で
あ

る

(
二
十
三
)。

(
二
十
二
)

現
歌
の
維
持
は
、
必
ず
し
も
領
域
に
の
み
關
す
る
も
の
で
は
な
い
。
其
の
政
治
的
独
立
に
対
す
る
不
可
侵
を
も
包
含
し
得
る
。
叉
そ
れ

は
、
不
作
爲
の
み
に
依
っ
て
現
る
エ
も
の
で
は
な
い
。
現
歌
維
持
の
爲
め
の
積
極
的
行
爲
が
豫
想
せ
ら
れ
る
。

(
二
十
三
)
莱
因

協
定
第

一條
は
、
ω
に
開
し
て
は

一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
於
て
署
名
せ
ら
れ
た
る
平
和
條
約
に
依
り
、
叉
は

同
條
約
の
實
施
に
依
り
て
定
め
ら
れ
た
る
獨
逸
國
、
白
耳
義
國
間
及
び
獨
逸
國
佛
蘭
西
國
問
の
國
境
を
基
礎
と
す
る
領
土
上
の
現
歌
維
持
を
、
其

の
日口
と
し
て
は
、
武
装
解
除
地
脊
に
關
す
る
右
條
約
第
四
二
條
及
び
第
四
三
條
の
規
定
の
蓮
守
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
A
r
t
.
 
 
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e

m
u
t
u
e
l
l
e
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2

.

要
す
る
に
、
現
在

の
関
係

國
領
域
に
關
す
る
現
状
の
維
持
を
義
務
と
し
て
設
定
し
た
る
莱
因

協
定
第

一
條

の
規
定



は
、
同
條
約
の
中
核
を
形
成
す
る
重
要
な
規
定

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
此
の
領
域
に
關
す
る
不
可
侵

の
義
務

の
相

互
的
承
認
に
依

つ
て
、
莱
因

地
方
即
ち
猫
、
佛
、
白
三
國
の
國
境
地
方
の
現
状
が
維
持

せ
ら
れ
、
輩
固
な

る
安
全
保

障

の
方
法
が
可
能
と
せ
ら
れ
た
か
ら

で
あ

る
。
故
に
此
の
規
定
に
依

つ
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
平
和
條
約

の
領
域
規
定
中

の
猫
、
佛
、
白
三
國
に
関
係

す
る
も
の
は
著
し
く
輩
化
せ
ら
れ
、
強
大
な
保
障
を
有

す
る
に
至
つ
た
。
且
つ
此

の
不

可
侵
の
原
則
の
宣
明
に
依

つ
て
、
ロ
カ
ル

ノ
條
約
は
、
共

の
特
殊
的
補
充
的
條
約
た
る
性
質
を
明
確
に
指
示
し
た
。

故
に
ゼ

シ
ョ
ツ
プ
は
此
の
原
則
を
莱
因

協
定
の
主
要
機
構
で
あ
る
と
呼
ん
で
ゐ
る

(
二
十
四
)。

(二
十
四
)
彼
は
第
一
條
の
規
定
は
同
條
約
の
t
h
e
 
m
a
i
n
 
S
c
h
e
m
e

で
あ
る
と
稽
し
て
其
の
原
則
の
重
大
な
る
儂
値
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
W
.

B
i
s
s
c
h
o
p
,
 
T
h
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
P
a
c
t
 
(
T
h
e
 
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
o
f
 
G
r
o
t
i
u
s
 
S
o
c
i
e
t
y
,
 
1
9
2
6
,
 
V
o
l
.
 
X
I
.
 
p
.
 
 
9
5

・

各
別
及
び
共
同
保
障
の
封
策

は
、

條
約
の
規
定
に
從

へ
ば

(
一
)
國
境
の
現
朕
維
持

(
二
)
該
國
境
の
不
可
侵

(
三
)
武
装
解
除
地
帯
に
關
す
る
規
定

の
遵
守
の
三
を
包
含
す
る
。

即
ち
此
の
場
合

に
総
て
の
締
.約
國
は
、

保
障

せ

ら

る
＼
対
象

と
の
関
係

に
於

て
は
、
決
し
て
平
等
で
は
な
く
、
二
群
の
國
家

は
各
異

る
法
律
的
地
位
に
立

つ
。
(
一
)

及
び

(
二
)
の
事
項
に
關
し
て
は
、
締
約
國
中
猫
、
佛
、
白
三
國
は
同

一
の
法
律
的
地
位
に
立
つ
て
共

の
現
歌
維
持

に
努

め
、
且
つ
其
の
國
境
不
可
侵
に
關
す
る
不
作
爲
義
務
を
負
担

し
て
ゐ
る
。
然
る
に

(
三
)
に
対
し

て
は
獨
逸

國

が

ヴ
ジ

サ
イ
ユ
平
和
條
約
に
依
つ
て
課

せ
ら
れ
た
る
特
殊

の
義
務
で
あ
る
関
係

上
、

消
極
的
國
際
地
域
の
義
務
國

安

全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大

澤
)

(
第
五
春

第

二
號

二
〇

九
)

二
七



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
一
〇
)

二
八

は
獨
逸

一
國
の
み
で
あ
う
、
佛

、
白
二
國
は
斯
か
る
法
律
状
態
の
維
持
せ
ら
る
＼
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
認
め
ら

れ
て
ゐ
る
。

而
し
て
莱
因

協
定
第

一
條

は
、

此
の
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
條
約
に
依
つ
て
設
定

せ
ら
れ
た
る
特
殊
地
位
を
維

持
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
共
同
保
障
の
義
務
を
設
定
し
た
の
で
あ

る
。
特
に
英
、
伊

二
國
の
保
障
義
務
の
内
容
は
、

上
述
三
國
の
そ
れ
と
は
法
律
上
著
し
く
異

つ
て
ゐ
る
。
其

の
地
域
に
關
す
る
作
爲
不
作
爲

の
義
務
が
二
國
に
対
し

て

直
接
に
要
求
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
は
な

い
。
二
國
は
、
軍
に
三
國
問
に
斯
か
る
法
律
状
態

の
維
持

せ
ら
る
＼
こ
と
を

保
障
す

る
の
み
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
事
物

の
普
通
の
状
態
に
於
て
は
、
此
の
國
境
に
關
す
る
規
定
に
対
す

る
違

反
行
爲
を
英
、
伊
二
國
が
行
ふ

こ
と
を
想
像
し
得
な

い
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
猫
、
佛
、
白
三
國
の
保
障
義

務

の
内
容

は
英
、
伊
二
國

の
そ
れ
に
比
し
て
著
し
く
加
重

せ
ら
れ
て
居

う
、
三
國
は
此
の
黙

に
關

し
て
保
障

の
主
動

的
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ

る
黙
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
共

の
連
帯
は
二
重

で
あ
う
、
各
締
約
國

は
歎
個
の
異
る
保
障
客
膿
を
保
障
す
る
地
位
に
置

か
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る

(
二
十
五
)。

(
二
十
五
)

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
の
如
き
は
、
此
の
場
合
は
二
種
の
保
障
を
有
す
る
定
型
的
事
例
で
あ
る
と
稽
し
て
ゐ
る
。
K
.
 
S
t
r
u
p
p
,
 
D
a
s
 
W
e
r
k
 
v
o
n

L
o
c
a
r
n
o
,
 
1
9
2
6
,
 
S
.
 
 
I
o
3
.
-
A
r
t
.
 
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
.

然
ら
ば
此
の
保
障
義
務

は
如
何
な
る
態
様
に
於

て
履
行
せ
ら

る
べ
き
で
あ

る
か
?
條
約

は

「
各
別
に
及
び
共
同
に

保
障
す
べ
し
」
(
G
a
r
a
n
t
i
s
s
e
n
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t

)
と
規
定

し
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
庭
に
保



障
対
象

及
び
保
障
態
様

の
二
個

の
問
題
が
展
開
す
る
。
保
障
対
象

の
単
一

で
な

い
こ
と
に
關
し
て
は
上
述
し
た
。
此

の
異
る
保
障
の
客
膿
に
対
し

て
、
各
別
に
及
び
共
同
に
保
障
す
る
義
務
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
各
締
約
國
は
、
條

約
の
規
定
に
從

つ

て
保
障
義
務
を
単
独

的
に
も
負
憺
す

る
と
共
に
、

共
同
動
作

に
依
つ

て

も
亦
之
を
保
障
し
な
け

れ
ば
な
ら
顧
。
上
述
せ
る
三
個

の
保
障
対
象

に
対
し

て
は
、
保
障
義
務
は
各
別
に
且
つ
共
同
に
履

行
せ
ら
る
＼
の
で

あ

る
。
而

し
て
莱
因

協
定

の
保
障
規
定

の
特
殊
性
は
、
此

の
黙
に
著
し
く
現
れ
て
ゐ
る
。
法
律
上
は
、
條
文
の
指
示

す
る
如
く
各
締
約
國
は
相
互
に
保
障
國
で
あ

る
と
共
に
、
被
保
障
國
で
あ
る
。
然
し
莱
因

地
方
の
特
殊
な
る
地
理
的

軍
事
的
條
件
に
從

つ
て
、
實
際
上
被
保
障
國
π
る
資
格

の
強
く
現
る
＼
の
は
、
猫
、
佛
、
白

の
三
國

で
あ

る
。
此
等

三
國
の
被
保
障
國
と
し
て
の

地
位
に
は
、

少
く
と
も
法
律
上
は
ヴ
ヱ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
四
二
條
及
び
第
四
三
條
の
特

殊
義
務
を
除
け
ば
、
著

し
く
異

る
黙
を
有

し
な

い
。
然

る
に
英
、
伊
二
國
は
、
被
保
障
國
控
る
こ
と
よ
り
も
、
寧
ろ

能
動
的
な

る
保
障
國
と
し
て
の
地
位
を
強
く
指
示
し
て
居
6
、
且
つ
此

の
黙
に
重
黙
が
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

條

文
上
は
各
締
約
國
の
保
障
態
様
は
、

「
各
別
に
及
び
共
同
に
保
障
す
べ
し
」
と
あ

つ
て
、

一
鷹
は
李
等
の
如
く
考

へ
ら
れ

る
。
然
し
そ
れ
は
常
に
、
莱
因

協
定
第

二
條
以
下
の
規
定
す
る
所

に
從

つ
て
保
障
せ
ら
る
＼
こ
と
を
要
す
る

の
で
あ
る

(
二
+
六
)。

從

つ
て
叉
、

其

の
保
障
が
即
時
で
あ
り
、
絶
対

に
義
務
的

で
あ
る
か
、
或

は
任
意
的

で
あ
り

時
期
に
關
し
て
も
即
時

で
な
く
し
て
相
當

の
考
慮
準
備
の
期
間
の
後
に
行
は
れ
得

る
か
等

の
黙
は
、
場
合

に
依

つ
て

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

一二

一
)

二
九



安

全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第

五
巷

第

二
號

一二

二
)

三
〇

異

う

得

る

の

で

あ

る

(
二
十
七
)
。

(
二
十
六
)

保

障
が
如
何

な
る
態
様

に
於

て
行

は
る
L
か

は
第

二
條
以
下

の
規
定

に
依

っ
て
定

る
の
で
あ
る
。

(
二
十

七
)
P
o
l
i
t
i
s
,
 
L
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
d
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
(
R
e
v
u
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
d
e
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
 
c
o
m
p
a
r
e
e
,
 
1
9
2
5
,
 
p
.
 
7
2
1
-
7
2
2
.
)

故
に
若
し
假
に
莱
因

協
定
第

一
條
の
保
障
義
務
に
違
反
す
る
場
合

に
於
て
は
後
述
す
べ
き
同
條
約
第
四
條

の
規
定

と
は
独
立

に
他

の
諸
國
は
第

一
條

の
規
定

す
る
所
に
從

つ
て
或
は
輩
猫
に
或

は
共
同
に
援
助
す
る
爲

め
に
行
動
す
る

こ
と
を
要
す
る
と

の
見
解

は

(二
十
八
)、

條
約
全
體

の
関
係

よ
り
考
慮
し
て

疑
問
の
絵
地
あ

る
も

の
と
云
は
な
け
れ

ば
な
ら

臓
。
保
障
態
様
は
第

二
條
以
下
の
規
定
に
從

つ
て
常
に
特
定

の
方
法
を
蓮
じ

て
の
み
定
ま

る
も

の
と
認

め
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と
共
に
、
其
の
登
動
の
態
様
も
亦
決
し
て
同

一
で
は
な

い
。
第

一
條

の
違
反
の
場
合
に
第
四
條
と

は
独
立

な

る
援
助
方
法
の
適
用
せ
ら
る
＼
こ
と
を
認
め
る
と
す
る
の
は
、
條

文
全
體

の
關
聯
上
困
難

た
る
を
免
れ
な

い

。(
二
十
八
)

シ
ュ
ト
ル
ッ
ブ
は
例

へ
ば
獨
逸

が
陸
上
、

海
上
又
は
空
中

よ
り
佛
蘭

西
を
攻
撃
す

る
か

叉
は

武
装
解
除
地
帯

へ
侵
入
す

る
こ
と
あ
る
べ

き
場
合

の
事
態

に
就

い
て

論
じ

、

此

の
場
合
に
は
第
四
條

と
は
独
立

に
第

一
條

の

明
確
な

る
規
定

に
基

き
英
吉
利
及
び
伊
太
利

二
國
は
他
の
共

同
保
障
國

の
行
動
を
考
慮
す

る
こ
と
な
く
、

各

自
に
又
共
同

に
援
助

の
行
爲

に
出
つ

る
義
務
を
負
憺
す

る
も

の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し

て
ゐ
る
。

S
t
r
u
p
p
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
1
0
4
.

然
し
此

の
見
解

は
、
第

一
條

と
第
四
條

と

の
關
聯

上
支
持
す

る
に
困
難
で
あ
る
。

第

一
條

の

保

障

義

務

を

完

全

に

履

行

す

る

爲

め

に

は

、

締

約

國

中

其

の

地

域

に
対
し

て

特

別

の
関
係

を

有

す

る

國



家

の
或

る
特

殊

の
行
動
が

必
要

と
し

て
要
求

せ
ら
れ

な

け
れ
ば

な
ら

楓
。
策

國
協
定

は
此

の
黙

に
關

し

て
は
、
攻
撃

的
戦
争

の

一
般

的
禁

止

の
方
法

を
採
用

し

て

ゐ
る
。
而

し
て
條
約

の
明

文
上

此

の
義

務
を
課

せ

ら
れ

て

ゐ
る
も

の
は

総

て

の
締
約

國

で

は
な

く
、

主

と
し

て
獨
逸

國

と
白
耳
義

國

及

び
獨
逸

國

と
佛
蘭

西

國
間

の
関
係

に
限
ら
れ

て

ゐ
る

こ
と
に
注
意

す

る

こ
と

を
要

す

る

(
二
十
九
)。

條

文
上

は
英

伊
両
国

は
軍

に
此

の

不
侵

略
義
務

の
履

行
を
保

障

し
、

特
定

の
場

合
に
之

に
対
し

て
援

助

を
提
供

す

る
義
務

を
有

す

る
に
過

ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

(
二
十
九
)

然
し
此
の
こ
と
は
、
英
伊
二
國
の
関
係
に
於
て
は
不
侵
略
義
務
が
全
然
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
地
域
的
協
定
と

し
て
攻
撃
的
戦
争
の
一
般
的
禁
止
が
ロ
カ
ル
ノ
條
約
の
某
礎
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
の
で
あ
り
、
其
の
限
り
に
於
て
英
伊
二
國
も
亦

其
の
禁
止
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
の
義
務
は
現
状
維
持
及
び
領
域
の
不
可
侵
に
対
す

る
総
ら
ゆ

る
侵
害

の
排
除

の
形
式
を
取
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
猫

逸
國
及
び
白
耳
義
國
虹
に
獨
逸

國
及
び
佛
蘭
西
國
は
、
軌
れ

の

一
方
よ
う
も
攻
撃

叉
は
侵
入
を
爲
さ
ず
、
且
つ
如
何

な

る
場
合

に
於

て
も
戦
争

に
訴

へ
ざ
る
こ
と
を
義
務
と
し

て
相
互
に
約
束
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

く
三
十
)。

(
三
十

)
A
r
t
.
 
 
2
 
a
l
i
n
e
a
 
I
,
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
.

斯
く

の
如
く
莱
因

協
定
に
於
て
猫
、
佛
、
自
三
國
間
に

一
般
的
に
禁
止
せ
ら
れ
た

る
行
爲

は
、
攻
撃

、侵
入
及
び
載

争

の
三
で
あ

る
。
故
に
領
域
に
關
し
て
も
単
に

國
境
地
方

の
不
可
侵

の
み
な
ら
ず
、
如
何
な

る
場
合

に
於
て
も
攻
撃

安
全
保
障
め
地
域
的
協
定

く
大
澤
)

(
第
薩
念

第
二
鱗

『二

竺
)

輔一=



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

輔二

四
)

三
二

戦
争
に
訴

へ
ざ
る
こ
と
を
義
務
と
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
特
定
の
事
情

の
存
在
す
る
場
合
に
於
て
は
、
戦
争
に
訴

へ

ざ
る
こ
と
に
關
す

る
此
の
義
務
は
存
在

せ
ざ
る
に
至

る
。
條
約
は
共
の
場
合

と
し
て
次
の
如
き
三
個
の
事
態
を
列
記

し

て
ゐ
る

(
三
十
一
)。

(
三
十
一
)
條
文
上
は
第
二
條
第
一
項
は
単
に
職
璽
に
訴
へ
ざ
る
こ
と
」
規
定
し
て
ゐ
る
。
然
し
第
二
條
第
二
項
と
の
関
係
上
そ
れ
は
攻
撃
的
戦
争

を
專
ら
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
明
か
で
あ
る
.
尚
ほ
ポ
リ
テ
ィ
ス
は
此
の
場
合
を
四
個
の
例
外
を
三
個
の
範
疇
に
分
類
し
て
説
明
し
て
ゐ
る

條
文
上
は
三
個
の
場
合
と
し
て
獅
立
の
項
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
P
o
l
i
t
i
s
,
 
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
7
1
9
-
7
2
0
.

第

一

正
當
防
衛
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合

第

二

國
際
聯
盟
規
約
第

一
六
條

の
適
用
に
依
り
行
動
す
る
場
合

第

三

國
際
聯
盟

の
総
會
若
く
は
理
事
會

の
決
講

に
依
う
又
は
國
際
聯
盟
規
約
第

一
五
條
第
七
項

の
適
用
に
依
う

行
動
す
る
場
合

第

一
の
防
禦
的
戦
争

を
包
含
す
る
例
外
を
許
容
し
た
る
こ
と
は
、
國
際
法
に
於

け
る
攻
撃
的
戦
争
と
防
禦
的
戦
争

と
の
区
別
が
支
持

せ
ら
れ
、
之
に
対
す

る
法
律
的
効
果

の
著
し
く
異
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
上
述

せ
る
如
き
二
者
の
問

の
区
別
が
實
際
に
於

て
消
滅
す
る
に
至

る
と
の
見
解

は
、
莱
因

協
定
に
關
す

る
限
う
は
肯
定
す

る
に
困
難
で
あ

る
。
寧
ろ
此
の
場
合

に
於

て
も
正
當
防
衛
に
依
る
戦
争

の
國
際
法
上
の
重
要
な
る
権
利
た
る
こ
と
が



確
認

せ
ら
れ

、

只
だ
其

の
客
観

的
基
準

の
問

題
が

展
開

せ
し

め
ら
れ

て

ゐ
る
に
過

ぎ
な

い
の
で

あ

る

(
三
十
二
)。

(三
十
二
)

此
の
鮎
に
關
し
て
は
保
障
制
裁
に
關
し
て
後
述
す
る
場
合
に
論
及
す
る
。
A
r
t
.
 
4
,
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.

ｐ
2
9
2

・

斯
く

の
如
く
莱
因

協
定
は
正
當
防
衛

の
権
利

の
行
使
の
場
合

に
關
し
て
規
定
を
設
け
、
防
禦
的
戦
争

の
許
容
に
關

し
て
特
定
の
客
観
的
基
準
を
設
定
し

て
ゐ
る
。
其

の
(
一
)
は
第

二
條
第

U
項

の
約
定
の
違
反
叉
は
前
記

ヴ
ヱ
ル
サ
イ

ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は
第
四
三
條

の
明
白
な
る
違
反
の
存
在
す
る
事
實

(
二
)
は
右
の
違
反
が
挑
螢

せ
ら
れ
ざ
る

侵
略
行
爲
た
う
且
つ
武
装
解
除
地
帯
に
於
け
る
兵
力
の
集
合
に
因
う
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
こ
と
之
で
あ
る
。

此
等

の
條
件
の
具
備
す
る
場
合
に
於
て
は
、
締
約
國
は
右
の
違
反
に
対
抗

す
る
爲
め
に
自
由
な

る
行
動
の
権
利
を
有

す
る
。
而
し
て
其

の
登
動

は
専
ら
自
己
の
独
立

な
る
到
断
に
基
き
、
且

つ
自
己
の
責
任
を
以

つ
て
す
る
認
定
に
基

い

て
行
は
れ
る
。
從

つ
て
此
等
の
事
由
の
存
在
す
る
場
合
に
於

て
は
、
締
約
國
は
事
情
に
依

ム
自
由
な
る
到
断
を
基
礎

と
し
て
第
二
條
第

一
項
の
禁
止
規
定
以
外
の
範
囲

に
立
ち
、
戦
争

に
訴
ふ
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。
勿
論
莱
因

協
定
第

二
條
第

一
項
第

一
號
は
、

正
確
に
は
攻
撃
的
戦
争

の
存
在

の
み
に
直
接
鯛
れ

て
ゐ
る
の
で
は
な

い

(
三
十
三
)。

違
反

の
範
囲

は
更
に
廣
く
、
少
く
と
も
四
個

の
場
合

を
豫
想
し
得

る
の
で
あ
る
。
然
し
軌
れ
に
せ
よ
、
此
の
場
合
に
於
て

は
締
約
國
は
條
約
上
戦
争

に
訴

へ
ざ
る
こ
と
の
制
限
か
ら
解
除

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(
三
十
四
)。
換
言
す
れ
ば

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
一
五
)

三
三



安

全
保
隊

の
地
,域

的
協
定

(
大
澤
)

(
第

五
巷

第

二
瀧

二

一
六
)

三
四

其
慮

に

は
攻

撃
的
戦
争

に
關

す

る
定
義

乃

至

は
具
体
的

な

る
攻
撃

的
戦
争

の
存
在

の
事
實

は
指

示

せ
ら
れ

て

ゐ
る

の

で
は
な

い
Q
そ

れ
に

も
拘
ら

ず
、
報
復

的

手
段

と
し

て
の
戦
争

が

許
容

せ
ら

れ

、
正
當
防

衛

の
権
利

と
し

て
防
禦

的

戦
争

に
訴

ふ

る

こ
と

は
當

然

に
豫
想

せ
ら
れ

て
ゐ

る
。
而

し

て
此

の
黙

に
莱
因

協
定

が

安
全

に

關

し
て
設
定

し

た

る

法
律

制
度

の
重

要
な

る
特
徴
が

看

取

せ
ら

れ

る
。

(三
十
三
)
條
約
第
二
條
に
從
へ
ば
、
ヴ
ゴ
ル
サ
イ
ユ
平
和
條
約
第
四
二
條
若
く
は
第
四
三
條
の
明
白
な
る
違
反
が
存
在
し
、

而
も
其
の
違
反
が
挑

爽
せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
爲
た
る
と
共
に
、
武
装
解
除
地
帯
に
於
け
る
兵
力
の
集
合
に
依
っ
て
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
如
き
場
合
に
於
て
は
、

未
だ
域
畢
の
事
實
が
存
在
せ
ず
又
は
認
定
せ
ら
れ
ざ
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
方
の
國
家
は
正
當
防
衛
の
権
利
の
行
使
と
し
て
戦
争
に
訴
ふ
る
こ
と
を

得
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

(
三
十
四
)

條
文
は

「
右
規
定
は
左
の
場
合
に
之
を
適
用
せ
す
」
T
o
u
t
e
f
o
i
s
 
c
e
t
t
e
 
s
t
i
p
u
l
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
s
'
i
l
 
 
s
'
a
g
i
t
 
 
:

と
規
定
し
て
ゐ

る
。
此
の
識
に
第
二
條
第

一
項
の
禁
止
と
第
二
條
第
二
項
に
依
る
禁
止
の
解
除
と
の
問
に
は
、
内
容
的
に
均
衡
を
失
し
解
羅
に
疑
問
を
生
ぜ
し
む

る
蝕
地
が
あ
る
。

此
の
場
合
に
は
防
禦
的
戦
争
を
許
容
す
る
方
法
と
共
に
、
報
復
又
は
復
仇
に
依
る
違
反
行
爲

(侵
略
)
の
排
除
の
方
法
も
亦
可

能
で
あ
る
。

ウ
ヱ
ー
べ
ル
グ
は
、
輩
な
る
軍
事
的
占
領
及
び
武
装
解
除
地
帯
に
關
す
る
規
定
に
対
す
る
抵
筋
の
み
に
基
い
て
防
禦
的
戦
争
を
許

容
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
彼
は
最
後
の
瞬
間
に
於
て
も
戦
争
は
回
避
せ
ら
れ
得
る
場
合
の
存
在
す
る
こ
と
を
事
由
と
し
て
、

戦
争

を
誘
発
す
る
危
険
あ
る
自
由
行
動
に
依
つ
て
安
全
保
障
を
企
圖
す
る
こ
と
の
却
つ
て
其
の
目
的
に
背
馳
す
る
危
険
を
考
慮
し
た
の
で
あ
る

S
t
r
u
p
p
,
 
P
e
r
 
P
a
k
t
 
v
o
n
 
L
o
c
a
r
n
o
,
 
(
W
c
 
r
t
e
r
b
u
c
h
 
d
e
s
 
V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
s
 
a
n
d
 
d
e
r
 
D
i
p
l
o
m
a
t
i
e
,
 
B
d
.
 
I
l
 
S
.
 
9
8
6
)
.

此
等
二
個
の
規
定
の
問
に
存
在
す
る
不
均
衡
は
、
報
復
叉
は
復
仇
の
制
度
に
共
通
な
る
均
衡
の
原
則
を
考
慮
す
る



に
依
つ
て
修
正
せ
ら
る
㌧
こ
と
を
要
す
る
Q
特
殊
な
る
保
障
客
膿
を
有
す
る
莱
因

協
定
の
地
域
的
規
定
と
錐
も
、
此

の
黙
に
關
す

る
國
際
法
の

一
般
原
則
か
ら
全
く
逸
脱
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
は
ゐ
な

い
。
特

に
W
e
s
t
p
a
k
t
の
精
神

.

が
此
の
均
衡
を
要
求
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、

安
全
保
障
の
全
機
構
よ
う
考
慮
し
て
明
瞭
で
あ
る
。

ウ
ニ
ベ
ル
グ
は
此
の

西
部
協
定

の
精
神
よ
う
考
案
し
て
、
不
當

に
過
大
な
報
復
を
抑
止
す
べ
き
で
あ

る
と
の
考
慮
と
錐
も
、
上
述
せ
る
大

な

る
自
由
行
動

の
権
限
の
附
與
に
件
ふ
危
険

に
対
し

て
の
危
惧
を
清
滅
せ
し
む
る
も
の
で
は
な

い
と
論
じ
て
ゐ
る
が

(
三
十
五
)、
此
の
危
惧
は
實
際
に
於
て
は
防
禦
的
戦
争

の
開
始
叉
は
総

て
の
自
助
的
方
法
に
内
在
す
る
所

で
あ

る
と
云

は
な
け
れ
ば
な
ら

臓
。
而
し
て
此
庭

に
侵
略

叉
は
侵
略
行
爲
と
排
発

せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
爲
と
に
關
す
る
國
際
法
上

の
概
念
が
規
定
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

(
三
十

五
)
W
e
h
b
e
r
g
,
 
D
e
r
 
P
a
k
t
 
v
o
n
 
L
o
c
a
r
n
o
,
 
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
9
8
6
.

既
に
莱
因

協
定
第
二
條
第
二
項
は
特
殊

の
事
態

の
存
在
す
る
場
合

に
於
て
締
約
國
の

一
方
の
防
禦
的
行
爲
に
關
し

て
自
登
的
、

一
方
的
行
動

の
廣
き
自
由
を
許
容
し
て
ゐ
る
。
故
に
其
の
行
使
に
當

つ
て
、
均
衡
に
關
す
る
程
度
上
の

限
界
あ

る
事
實
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
と
し
て
も
、
其
の
登
動
に
際
し
て
関
係

國
家
に
認

め
ら
る
＼
行
爲

の

一
方
的
判
断
の
自
由
、
其
の

一
方
的
性
質
を
も

職
般
に
排
除
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ

る
と
共
に

自
衛
の
事
態
上
實
際
に
於

て
は
困
難
で
あ
る
。
侵
略

の
行
爲

と
同
様
に
防
禦

の
行
爲
も
亦
、
此

の

一
方
的
性
質
に
依

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
一
七
)

三
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

一二
八
)

三
六

つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

て
居
り
、
其

の
事
前

の

一
方
的
認
定
の
許
容

は
、

正
當
防
衛
行
爲
を
許
容
す
る
限
む
は
之
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
蓋

し
侵
略
行
爲

の
み
に
限
ら
ず
、

一
方
的
性
質
は
他

の
多
く
の
國
際
法
上

の
自
助
的
行
爲

に
於
て
も
亦
、
共
通

に
存
在

す
る
所
だ
か
ら

で
あ
る
。
既
に
侵
略
行
爲
を
定
義

す
る
に
當

つ
て

バ
ー
ク
は
、
戦
争

の

み
が
法
に
從

つ
て
當
事
國
の

一
方
が
、
他
方
に
対
し

て

一
方
的
に
實
力
を
行
使
し
得
る
唯

一
の
法
律
制
度
で
は
な

い

事
實
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
緊
急
行
爲
、
復
仇
、
干
渉
、
執

行
、
制
裁
及
び
他
の
自
助
的
行
爲

の
中
に
於

て
も
亦
、
同

様
の
権
能
が
認

め
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る

(
三
十
六
)。

而
し
て
莱
因

協
定
第

二
條
第
二
項

は
、

此

の
侵
略
と
防
禦
と

の

一
方
的
性
質
を
、

一
鷹

は
共
に
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
只
だ
後
述
す
る
如
く
第
四
條

の
場
合

に
於
て
、
侵
略
事

實

の
存
在
の
認
定
に
關
し
て
、
國
際
的
機
關

の
介
入
を
豫
想
し
、
其
の

一
方
的
性
質

に
対
し

て
客
観
的
、
集
合
的
認

定

の
手
續

を
設
定
せ
む
と
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
黙
に
於
て
異
る
の
で
あ

る

(
三
十
七
)o

(
三

十

占ハ
)
J
.
 
C
a
r
e
l
 
B
a
a
k
,
 
D
a
s
 
 
v
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
s
 
A
n
g
r
i
f
f
e
s
 
(
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 
f
a
r
 
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
s
 
R
e
c
h
t
,
 
1
9
2
7
,
 
B
d
.
 
V
I
I
,

S
.
 
3
7
0
-
3
7
2
.
)

(
三
十

八
)
A
r
t
.
 
4
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
 
S
.
 
2
9
2
-
2
9
4
.

挑
螢
せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
的
の
何
た
る
か
は
第
四
條
と
關
聯

す
る
が
故
に
、
保
障
制
裁
の
磯
動

の
爲

め
に
は
、
其

の
概
念
が
明
確
に
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
然

る
に
莱
因

協
定

は
此
の
黙
に
關
し
て
は
、
何
等
詳
細



の
規
定
を
設
け
て
ゐ
な

い
。
只
だ

正
當
防
衛
の
構
利
が
発
動

す
る
場
合

に

(
一
)
他

の

一
方
の
國
家
よ
り
の
攻
撃
、

侵
入
若
く

は
戦
争

に
訴

へ
π
る
場
合
と

(
二
)
武
装
解
除
地
帯

の
規
定
に
対
す

る
明
白
な

る
違
反
が
挑
登
せ
ら
れ
ざ

る
侵
略
行
爲

尤
う
、
且
つ
同
地
帯
に
於
け
る
兵
力
の
集
中
が
、
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
と
き
の
二
個
の
場
合

を

分
ち
得
る
と
共
に
、
此
等

の
場
合
に
は
即
時
の
實
力
行
使
が
適

法
な
る
も
の
と
し
て
許
容
せ
ら
れ

て
ゐ
る
事
實

に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら

膿
。
そ
れ

は
要
す
る
に
、
違
反
の
事
實
が
明
自
な
る
客
観
的

の
基
準

に
依

つ
て
認
定

せ
ら
れ
得

る
場
合

で
あ

る
。
故
に
此

の
事
情

の
存
在

せ
ざ
る
場
合

に
於
て
は
自
衛
権

に
基
く
防
禦
的
戦
争

の
開
始
は
、
從
來
の

國
際
法
に
於
け
る
法
律
制
度
と
は
異
る
規
定

の
下
に
置
か
る
＼
に
至
つ
π
。
莱
因

協
定
第
四
條
は
此
の
黙
に
關
し
て

締
約
國
の
準
縷
す
べ
き
基
準
を
設
け
て
ゐ
る
。
即
ち
若
し
締
約
國
に
し
て
第
二
條
の
違
反
の
事
實
を
認
め
π
る
場
合

i

軌
れ
か
の

一
方
よ
う
攻
撃
、
侵
入
叉
は
戦
争

に
訴

へ
π
る
事
實
ー

に
於

て
右
の
事
實
が
挑
登

せ
ら
れ
ざ

る
侵

略
行
爲
に
属

せ
ず
、
且
つ
武
装
解
除
地
帯
に
於
け
る
兵
力
の
集
合
に
依

つ
て
即
時
の
行
動
を
必
要
と
せ
ざ
る
如
き
瘍

合
に
は

(
三
+
八
)、
該
締
約
國
は
右
の
問
題
を
直
ち
に
國
際
聯
盟
理
事
會
に
付
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
斯
か
る
事
態
に
於
て
は
、
從
來
と
は
異
う
即
時

の
實
力
の
行
使
が
制
限
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

(
三
十

八
)

條
約
は

「
違
反

の
行

は
れ
た
る
こ
と
叉
は
行
は

る
瓦

こ
と
を
認

む
る
と
き
」

と
規
定
し

て
、

既

に
違
反

の
行
は
れ
た
る
後

の
場
合
と
現

に
行

は
れ

つ
」
あ

る
場
合
と
を
匿
周
し
、

其

の
執
れ

の
場
合

に
於

て
も
上
蓮

の
條

件
存
在

せ
ざ

る
限
り
は
之
を
國
際
聯
盟
理
事
會

に
付
託

す
べ
き

安

全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤

)

(
第
五
巻

第

二
號

二

一
九
)

三
七



安
全
保
障
の
地
域
的
筋
定

(大
澤
)

(箪
五
巻

第
二
難

ニ
ニ
O
)

三
八

も
の
と
爲
し
て
ゐ
る
。

此
の
付
託
に
基
く
審
査

の
結
果
國
際
聯
盟
理
事
會
が
右
の
違
反
の
行
は
れ
カ
る
事
實

を
認
定
し
カ
る
と
き
は
、
同

理
事
會

は
共

の
旨
を
渥
滞
な
く
本
條
約
の
署
名
國
に
通
告
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
而
し
て
右

の
逼
告

に
基
き
署
名
國

の
各
は
、
共

の
場
合
に
於
て
違
反
行
爲
の
向
け
ら
れ
カ
る
國
に
対
し

て
直
ち
に
援
助
を
供
與
す
べ
き
義
務
を
負
担

し

て
ゐ
る
の
で
あ

る

(
三
+
九
)。

然
る
に
、

此

の
場
合

に
如
何
な

る
時
機
に
於

て
違
反
の
向
け
ら
れ
π
る
國
家
が
防
禦

的
戦
争

を
開
始
し
得
る
か
に
就

い
て
は
、
別
段

の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
只
だ
他

の
締
約
國
が
援
助
を
行
ひ

得

る
こ
と
に
關

し
て
の
規
定
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る

(四
+
)。

然
し
此

の
援
助
が
軍
事
的
援
助
を
包
含
す
る
こ
と

に
關
し
て
は
、
疑
問
が
な

い
。
そ
れ
は
戦
争

を
も
包
含
す
る
。
從

つ
て
此

の
場
合
に
は
、
理
事
會
が
違
反
の
事
實
あ

う
と

の
認
定
を
行
ひ
控
る
時
以
後
、
総

て
の
締
約
國
は
軍
事
的
行
動
に
出

で
得

る
の
で
あ
う
、
防
禦
的
戦
争

の
行
爲

に
關
し
て
も
全
く
同
様

で
あ

る
。
加
之
、
締
約
國
の
各
に
対
し

て
も
亦
重
大
な

る
法
律
的
効
果

が
登
生
し
、
他

の
総

て
の
締
約
國
は
第

二
條

の
明
自
な
る
違
反
叉
は

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
二
條
若
く
は

第
四
三
條

の
明
白
な
る
違
反
の

存
す
る
場
合
に
於

て
右
の
蓮
反
が
挑
磯
せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
爲
尤
る
こ
と
且
つ
國
境

の
侵
破
、
敵
封
行
爲

の
開
始
叉

は
武
装
開
除
地
帯
に
於

け
る
兵
力

の
集
合
に
因
う
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
認

め
π
る
と
き
は
、
右
の
違

反
の
向
け
ら
れ
π
る
國
に
対
し

て
直
ち
に
援
助
を
與
ふ
べ
き
義
務
を
有
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る

(四
+
一
)。



(
三
十
九
)
A
r
t
.
 
4
 
 
a
l
i
n
e
a
 
I
-
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
r
n
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
-
2
9
4
.

(
四
十

)

條
約

に
は

「
締
約

國
は
」

と
あ

る
。

從

つ
て
総

て
の
締
約
國

が
豫
想

せ
ら
れ

て
ゐ

る
如
く
で
あ

る
が
、
實
際
に
於

て
は
違
反

の
向
け
ら
れ

た

る
國
家

に
対
し

て
援
助
が
提
供
せ
ら

る
Σ

の
で
あ
る
か
ら
、

此

の
援

助
義
務

は
主
と
し

て
違
反

の
向
け

ら
れ

た
る
國
家
を
除
く
他
の
締
約
國

に

関
係

す

る
義
務

で
あ

る
。

(
四
十

一
)
A
r
t
.
 
4
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
2
9
4
.

此
の
第
四
條

の
規
定
に
從

つ
て
締
結
國

の
援

助
義
務
は
二
個

の
態
様

に
於

て
履
行
せ
ら
れ
る
。
即
ち
其
の

(
一
)

は
理
事
會
が
違
反
の
行
は
れ
た
る
こ
と
若
く
は
行
は
る
＼
こ
と
を
認
定
し
た
る
場
合

で
あ
う
、
其
の

(
二
)
は
各
締

結
國
に
於
て
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
事
實

の
存
在
を
認
定

し
た
る
場
合

で
あ
る
。
此
等

二
個

の
場
合

に
於

て
締

結
國
は
各
別
に
及
び
共
同
に
援
助

の
義
務
を
負
憺
し
、
攻
撃
、
侵
入
叉
は
戦
争
の
犠
牲
と
な
る
國
家
を
援
助
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
問
題

は
、
專
ら
次
の
黙
に
關
し
て
襲
生
す
る
。
即
ち
正
當
防
衛

の
権
利
を
行
使
す
る
瘍
・

合
と
し
て
第
二
條
第
二
項
第

一
號
が
豫
想
す
る
所
の
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
事
態
に
關
し
て

璽
あ
る
。
此
の
瘍

合
に
は
攻
撃
、
侵
入
叉
は
戦
争

に
訴
ふ
る
こ
と
の
禁
止
の
規
定

は
適
用
せ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る

(
第
二
條
第
二
項
参

照
)
。

從

つ
て
此

の
事
態
を
確
認
し
た
る

締
約
國
の

一
方
ー

此
の
場
合

に
は
違
反
行
爲

の
向
け
ら

る
＼
國
家
1

は
、
直

ち
に
蜀
抗
の
爲

め
の
行
動
に
出

で
得
べ
く
、
且
つ
其

の
行
動
が
攻
撃
、
侵
入
、
戦
争
を
包
含
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
第

二
條
第
二
項
第

一
號
と
第

二
條
第

一
項
と

の
関
係

よ
り
見

て
明
白
で
あ
る
。
問
題

は
自
衛
の
必
要
上
即

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
二
一
)

三
九



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
跳

ニ
ニ
ニ
)

四
〇

時
の
行
動
に
出

で
控
る
後
に
於

て
、
自
衛
槽
行
動
に
出

で
控
る
國
家
が
其
の
事
件
を
更
に
理
事
會
に
付
託
す
べ
き
義

務
を
有
す
る
や

否
や
の

黙
に
關
し
て

団
あ

る
。
莱
因

協
定
に
は
直
接
に
此
の
問
顧
を
解
決
す
,る

條
交
は
存
在
し
な

い
。

ウ

ゴ
ー

ベ
ル
グ
は
此
の
場
合

に
於

て
も
亦
、

理
事
會
に
付
記
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
其

の
結
果
若

し
竜
理
事
會
が
違
反
の
事
實

の
存
在
せ
ざ
る
こ
と
を
認
定
し
尤
る
と
き
は
、
既
に
行
動
を
開
始
し

た
る
國
家

の
行
爲

は
爾
後
自
衛
椹
行
爲
と
し
て
認

め
ら
れ
ざ

る
に
至
る
の
で
は
な

い
か
の
疑
問
が
可
能
で
あ
る
。
彼

は
此
の
黙
に
關
し
て
、
ロ
カ
ル

ノ
莱
因
協
定
の
規
定
に
劃
期
的
な
意
義
を
認
め
て
ゐ
る
。
彼
は
從
來

の
國
際
法
に
於
.

い
て
無
制
限
で
あ

つ
π
自
衛
権
の
行
動
範
囲

が
ロ
カ
ル

ノ
條
約
に
依
つ
て
制
限
せ
ら
れ
、
防
禦
的
戦
争

を
行
ふ
の
権

利
に
或

る
法
律
的
限
界

の
認
め
ら
る
＼
に
至

つ
控

こ
と
を
主
張

し
て
ゐ
る
。
即
ち
締
約
國
は
最
早
攻
撃
的
戦
争

の
存

在

の
事
實

を
独
自

に
は
認
定
し
得
ざ
る
に
隻
つ
カ

の
で
あ

つ
て
、
他
の
國
際
的
機
關
の
介
入
に
待
π
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
こ
と
を
ロ
カ
ル

ノ
條
約

の
特
徴
で
あ
る
と
主
張

し
て
ゐ
る
。
從

つ
て
此
の
場
合

に
攻
撃

の
犠
牲
と
な
釦
つ
＼
あ

る
國
家

の
爲
し
得

る
所
は
、
彼
に
從

へ
ば
、
直
ち
に
防
禦
的
戦
争

に
訴
ふ
る
こ
と
で
は
な

い
。
却

つ
て
聯
盟
理
事
會

の
決
定
あ

る
迄
は
、
単
に

軍
事
的
防
禦
を
以

つ
て
共
の
事
態
に
対
抗

し
得

る
に
止
綾
る
と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

彼

は
共
以
前
に
於

て
は
正
當
防
衛
の
権
利

を
行
使
し
て
攻
撃
叉
は
侵
入
或
は
戦
争

に
対
抗

し
得

る
に
も
拘
ら
ず
、
共

以
後
に
於
て
は
自
國
が
直
ち
に
防
禦
的
戦
争

に
出
つ
る
こ
と
を
得
ざ
る
に
至
る
も
の

▼で
あ
る
と
主
張
し
て
ゐ
る
の
で



あ

る

(
四
十

二
)O

/

(
四
十

二
)
H
.
 
W
e
h
b
e
r
g
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
9
8
4
.

然
し
、
此

の
見
解
は
ロ
カ
ル

ノ
講
條
約
の
特
定

の
事
態
に
關
し
て
は
妥
當
す
る
が
、

一
般
的
に
は
到
底
之
を
支
持

す
る
こ
と
困
難

で
あ
る
。
第

一
に
正
當
防
衛

の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
の
認

め
ら

る
＼
例
外

の
場
合

に
は
第

二
條
第

一
項

の
規
定
が
適
用
せ
ら
れ
な

い
結
果
と
な
る
こ
と
、上
述
せ
る
如
く

で
あ

る
、換
言
す
れ
ば
、
第
二
條
第

二
項
第

一

號
の
事
態

の
存
在
す
る
場
合

に
於
て
は
、
締
約
國
は
攻
撃

叉
は
侵
入
を
爲
さ
ず
且
つ
如
何
な

る
場
合
に
於

て
も
戦
争

に
訴

へ
ざ

る
こ
と
の
約
束
か
ら
解
除
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
場
合

に
依

つ
て
は
、
自
國
も
亦
攻
撃
、
侵
入

叉
は
戦
争

の
行
爲
に
訴

へ
て
対
抗

し
得
る
に
至
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
此

の
権
利
は
特
定

の
事
態

の
下
に
於

て
は
、
各
國
の
有
す
る
正
當
な

る
権
利

と
し
て
登
動
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
防
禦
的
戦
争

は
從

つ
てロ
カ
ル

ノ
莱
因
協
定
の
下
に
於

て
は
、
二
個

の
態
様

の
下
に
開
始
せ
ら
れ
得

る
こ
と
が
豫
想
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
其

の

一
は
、攻
撃

、侵
入
叉
は
戦
争

の
犠
牲
と
な

つ
た
國
家
が
第
二
條
第
二
項
第

一
號
の
規
定

に
基

い
て
直
ち
に
自
衛
の
行

動
に
移

つ
た
場
合

で
あ

る
。
此
の
場
合
に
は
、
明
白
な

る
違
反
の
事
實
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
防
禦
的
戦

箏
の
開
始
は
、

其
の
行
動

の
開
始

の
必
要
を
決
定
し
た
國
家
自
身

の
完
全
な
る
権
限
内

の
事
項

で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
ベ

ル
グ
が
此
の
場
合

に
於

て
も
、
輩
な

る
軍
事
的
防
止
の
み
に
止
ま
う
防
禦
的
戦
争

の
開
始

は

一
に
國
際
聯
盟
理
事
會

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
二
三
)

四
一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定
.
(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
貌

二
二
四
)

四
二

の
決

定

を
待

つ
こ
と

を
要

す

る
も

の

＼
如

く
論

じ

て

ゐ
る
の
は
、
條

約

の

正
文

上
も

正
確

で
は

な

い
。

明
白
な

る
違

反

の
存

在

す

る
此

の
場
合

は
、
明

か
に
攻
撃

、
侵

入
、
戦
争

の
禁

止
規

定

の
外

に
置

か
れ

て

ゐ

る
事

態

で
あ

る
。
故

に

此

の
場

合

に
於

て
は
違

反

の
向

け
ら
れ

た

る
國
家

は
、
事

態
如

何

に
依

つ
て
は
直

ち

に
戦
争

に

も
訴

へ
得

る
も

の

と

云

は
な
け
れ

ば
な

ら

臓
。

換

言
す
れ
ば

、

此

の
條

件

の
具
備

す

る
場

合
に
於

て
は
、
攻
撃

的

載
争

の
存

否

に
關

す

る
認

定

を
豫

め
聯

盟
理
事
會

に
付
託

す

べ
き
義
務

は
、
違

反

の
向

け
ら
れ

た

る
國
家

に
対
し

て

は
存

在

し
な

い
の
で

あ

る
。

防
禦
的
戦
争

は
、
該

國
家

の

一
方
的

認
定

に
基

い
て
開

始

せ
ら

る

＼
の
で
あ

る
。
只

だ

第

四
條
第

一
項

の
規

完

に
依

う
、
締

約
國
が

第

二
條

の
違

反

の
行

は
れ

た

る

こ
と

叉

は
行

は
る

＼
こ
と
を
認

む
る
と

き

は
、
問

顧

を
直

ち

に
聯

盟

理
事
會

に
付
託

す

る
義
務
が

存
在

す

る

の
み

で
あ

る
。
故

に
此

の
程
度

の
事
態

に
於

て

は
、
其

の
決
定

を
待

つ
て
始

め

て
正
當
防
衛

の
権
利

を
行
使

し
得

る

の
で
あ
り
、

之
と

事
態

を
異
に

す

る
上

述

の
場
合

に
対
し

て
は
豫

め

付
託

の
義

務
が

存
在

す

る
の

で
は
な

い

(
四
十
三
)。

(四
十
三
)

ウ
エ
ー
べ
ル
グ
は
此
の
場
合
に
正
當
防
衛
除
に
依
る
防
禦
的
戦
争
の
開
始
を
、

一
に
理
事
會
の
決
定
に
依
存
せ
し
む
る
こ
と
を
主
張
し

て
ゐ
る
。
此
の
考
が
當
時
或
る
人
々
の
問
に
存
在
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ
り
、
之
に
基
い
て
防
禦
的
職
畢
に
關
す
る
規
定
を
設
け
よ
う
と
試
み
た

こ
と
も
事
實
で
あ
る
・
然
し
第
二
條
の
違
反
の
場
合
に
は
、
其
の
法
律
的
効
果
は
二
重
の
性
質
を
示
し
で
ゐ
る
。
即
ち
一
方
に
於
て
は
、
正
當
防

衛
の
擢
利
を
行
使
し
得
る
の
で
あ
る
。
他
の
一
方
に
於
て
は
、
之
を
理
事
會
に
付
託
し
て
其
の
認
定
を
求
む
べ
き
義
務
が
存
在
す
る
の
で
あ
る A

r
t
.
 
4
.
 
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
-
2
9
4
,



ロ
カ
ル

ノ
莱
因

協
定

の
最
竜
特
徴
あ
る
黙
が
、
正
し
く
此

の
法
律
制
度

の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
條
第

二
項
は
理
事
會
が
右

の
違
反
の
行
は
れ
た
る
乙
と
を
認
定
し
π
る
場
合
に
、
署
名
國
の
各

は
共

の
場
合

に
於

て
違
反

行
爲
の
向
け
ら
れ
泥
る
國
に
対
し

て
直
ち
に
援
助
を
與
ふ
べ
き
義
務
の
存
在
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
而
し

て

此
の
場
合

は
上
述
せ
る
緊
急
且
つ
明
白
な

る
違
反
の
存
在
す
る
場
合

と
は
異
う
、
軍
に
違
反
事
實
の
存
在
が
推
定

せ

ら

る
＼
に
過
ぎ
な

い
場
合

で
あ

る
。
故
に
此
の
場
合

に
於

て
は
防
禦
的
戦
争

の
開
始
せ
ら
る
＼
爲
め
に
は
、
條
約
上

其

の
前
提
泥
る
違
反
事
實
の
認
定
に
關
し
て
、
二
段

の
段
階
手
續

を
経
過
す
べ
き

こ
と
が
規
定
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
其

の

一
は
、
締
約
國
が
條
約
違
反
の
事
寳
あ
り
と
思
惟
す
る
場
合

で
あ
る

(四
+
四
)。

條
約
は
此
の
場
合

に
は
、

直

ち

に
自
衛
行
動
に
移
る
こ
と
を
許
容
し
て
ゐ
な

い
。
共
の
締
約
國
は
先
づ
違
反
の
問
題
を
理
事
會
に
付
託
す
べ
き
義
務

を
負
憺
し
て
ゐ
る
。
第
二
の
段
階
は
、
理
事
會
に
於
け
る
審
査
認
定

で
あ

る
。
此
の
場
合
に
は
、
付
託
を
受
け
控
る

理
事
會
が
違
反
の
事
實
の
存
在
を
認
定
し
カ
る
場
合

に
於

て
始
め
て
、
事
件
は
法
律

上
防
禦
的
戦
争

を
許
容

す
る
状

態

に
置
か
れ

る
。
故
に
第

二
條
第
二
項

に
基

い
て

一
方
に
於
て
は
違
反
の
爲

め
に
侵
害
を
受
く

る
國
家
は
直
ち
に
防

禦
的
戦
争

に
移
う
得
る
と
共
に
、
他

の

一
方
に
於

て
は
第
四
條
第

一
項
に
基
き
総
て
は
締
約
國
は
違
反
行
爲

の
向
け

ら
れ
π
る
國
家
に
対
し

て
、
直
ち
に
援
助
を
供
與
す
べ
き
義
務
を
負
憺
す
る
に
至

る
も
の
で
あ
る

(四
+
五
)。

(四
十
四
)
條
丈
に
は
「
締
約
國
」
と
あ
る
。
散
に
軍
に
違
反
の
向
け
ら
れ
た
る
國
家
に
対
し
て
の
み
此
の
付
託
の
義
務
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

安
全
保
障

の
地
域

的
協
定

(
大
澤

)

(
第

五
巻

第

二
號

ニ
ニ
五
)

四
三



安

全
保
障

の
地
域
的
篇
定

(
大
澤
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
二
六
)

四
四

纏

て
の
締
約
國

に
対
し

て
付
託

の
義
務

が
存
在

す
る
の
で
あ

る
。

(
四
十
五
)

條
文

に
は
S
i
 
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
H
a
u
t
e
s
 
P
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
e
s
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
e
t
c
.

と
規

定
し
て
ゐ
る
。
之

は
主
観
的
に

違

反
事
實

の
存
在

を
推
定
し
た
場
合

で
あ
り
.

客
観
的
に
建
反
事
實

の
存
在

に
疑
問

の
な

い
第
二
條
第

二
項

の
正
當
防
衛

の
場
合
と

は
事
情
を
異

に
す

る
の
で
あ

る
。

然

る
に
此
の
付
託

の
結
果
は
實
際
に
於

て
極
め
て
重
大
な
る
展
開
を
豫
想
せ
し
め
る
。
何
と
な
れ
ば
此
の
推
定
の

場
合

に
は
、
後
に
理
事
會

の
認
定
が
之
を
覆
し
得
る
と
共
に
、
其

の
認
定
に
基

い
て
始
め
て
防
禦
的
戦
争

及
び
援
助

が
開
始
し
得
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は
此
の
場
合

の
違
反
を

「
軍
純
な

る
違
反
」
"
e
i
n
f
a
c
h
e
 
V
e
r
l
e
-

t
z
u
n
g
"

と
呼
ん
で
他

の
場
合
と
区
別
し
て
ゐ
る

(四
十
六
)。

該
國
家
の
み
な
ら
ず
、
他

の
締
約
國
も
亦
此
の
認
定
を

待

つ
て
始

め
て
援
助
義
務
を
實
際
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
此
の
意
味

に
於

て
第
四
條
第

一
項
及
び
第

二
項

の
違
反
は
二
重
の
段
階
に
於
て
異
る
認
定
圭
膿
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
條
第

二
項

の
場
合
と
は
法
律

上
共

の
効
果

を
異
に
す
る
竜

の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

。
第
四
條

の
場
合
は
、
第

一
次

の
認
定

は
締
約
國

の

一
が

之
を
行
ひ
且
つ
理
事
會
に
付
託
す
る
義
務
を
負

ふ
も
の
で
あ
う
、
第
二
次
の
認
定
は
付
託

に
基

い
て
理
事
會
が
之
を

行
ふ
。
而
し
て
此
の
二
個

の
認
定
が

一
致
し
た
場
合

に
於

て
始
め
て
防
禦
的
戦
争

が
合
法
的
な
も
の
と
な
う
之
に
封

す
る
他

の
締
約
國
の
義
務
が
具
膿
的
の
も
の
と
な
る
に
至

る
の
で
あ
る
。

(
四
十

六
)
S
t
r
u
p
p
,
 
D
a
s
 
W
e
r
k
 
v
o
n
 
L
o
c
a
r
n
o
,
 
1
9
2
6
.
 
S
.
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x
.



條
約
の
規
定
に
從

へ
ば

「
締
約
國
の

一
が
」
と
あ
め
、
違
反
認
定
の
主
膿
は
必
ず
し
も
蓮
反
の
向
け
ら
れ
た
る
國

家
と
限
定

せ
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
故
に
直
接
に
紛
争

に
関
係

あ

る
國
家
以
外

の
他

の
締
約
國
に
対
し

て
も
亦

々
此
の
付

託

の
義
務
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
違
反
の
向
け
ら
れ
た
る
國
家
が
此
の
義
務
を
有
す
る
と
共
に
、
権
利
を
竜
有
す

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
此
の
黙
に
攻
撃
、
侵
入
、
戦
争

の
如
き
事
實
が
軍
に
其
の
関
係

當
事
國
の
み
の
利
害
関
係

事
項
と
し
て
止
ま
ら
ず
、
他

の
総

て
の
締
約
國
の
關

心
事

で
あ

る
國
際
連
帯

の
事
實
が
示
さ
れ

て
ゐ
る
。
且

つ
此
の

二
重

の
手
續

の
愼
重
な
る
行
使
に
依

つ
て
、
防
禦
的
戦
争

の
開
始
に
対
す

る
相
當

の
期
問
を
置

い
た
こ
と
は
、
他

の

効
果

と
し
て
紛
争

の
平
和
的
解
決

へ
の
道
を
拓
く
も
の
と
云

ひ
得
る
。

ル
・
フ
ユ
ー
ル
教
授
は
此
の
紛
争

解
決
の
手
續

を
稽
し

て
戦
争

に
關
す
る

モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
の
原
則
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
彼

は
此
の
制
度
の
重
要
な
る
意
義

を
指
示
し
て

共
の
紛
雫
解
決
方
法
の
上
に
有
す
る
効
果

を
明

か
に
し
て
ゐ
る

(四
十
七
)。

(四
十
七
)
M
o
r
a
t
o
r
i
u
m
 
d
e
 
l
a
 
g
u
e
r
r
e

の
原
則
に
關
し
て
は
L
o
u
i
s
 
L
e
 
F
u
r
,
 
P
r
馗
i
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
u
b
l
i
c
,
 
1
9
3
3
,
 
2
e
 
e
d
.
 
p
.

2
6
6
-
2
6
7
.

●

第
四
條
に
依
つ
て
防
禦
的
載
争

の
開
始
の
時
期
は
理
事
會
に
依
る
攻
撃
的
戦
争

の
開
始

の
時
期
は
理
事
會
に
依
る

攻
撃
的
戦
雫
の
存
在

の
認
定

の
事
實

に
依

つ
て
決
定

ぜ
ら

る
＼
に
至
る
こ
と
は
上
述
せ
る
所
に
依

つ
て
明
か
で
あ
る

が
、
第

二
條
第
二
項
第

一
號
の
正
當
防
衛
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合

は
之
と
精
事
情

を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
第

二
條

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
二
七
)

四
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

ニ
ニ
八
)

四
六

第

一
項

の
約
定

の
違
反

叉
は
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は

第
四
三
條

の
明
自
な

る
違
反
の
存
在

す
る
場
合

で
あ
る
。
即
ち
此
の
場
合
は
最
早
単
な
る

推
定

で
は
な
く
、
少
く
と
も

正
當
防
衛
権

の
行
使
を
許
容
す
る
に
足
る
客

観
的
條
件

の
明
白
に
具
備
す
る
場
合

で
あ
る

(
四
+
八
)。

故
に

一
鷹

は
抑
時
に
正
當
防
衛
の
権

利

の
磯
動
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
事
態
に
在

る
。

或

る
學
者
は
、

斯

か
る
場
合

に
於

て
も
尚
ほ

理
事
會

の

決
定
を
待

つ
て

始
め
て

正
當
防
衛

の
権
利
の
行
使
を
認
む
る
の
が
ロ
カ
ル

ノ
條
約
の
根
本
観
念
に

合
致
す
る
所

で

あ
る
と
論
じ
て

ゐ
る
が

(四
+
九
)、
そ
れ

は
明
か
に
不
當
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、國
内
法
に
於
け
る
正
當
防
衛
の
理
論

を
直
ち
に
移
し
て
國
際

法
に
於

け
る
自
衛
権
磯
動

の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
は
事
情

の
如
何
に
依
り
必
ず
し
竜
適
切
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、

二
者
に
共
通
の
原
則
は
認

め
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。
然

る
に
國
内
法
に
於

て
は
、
如
何
な
る
場
合

に
共

の
正
當
防
衛
を

権
利
つ
く
る
事
態
が
存
在
す
る
か
の
認
定
は
、

一
鷹

は
其

の
場
合

に
損
害
を
蒙
る
危
険

あ
る
状
態
に
置
か
る
＼
當
事

者

の
自
由
な

る
到
断
に
委

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
只
だ
共

の
行
使
の
後
に
於

て
、
果
し
て
共
の
行
動
が

正
當
防

衛

の
成
立
を
認
む
る
に
必
要
な
る
條
件
を
具
備
す
る
や
否
や
の
黙
が
客
観
的
に
認
定
せ
ら

る
㌧
に
過
ぎ
な

い
。

こ
れ

は
正
當
防
衛
な
る
事
態
そ
の
も
の
＼
性
質
よ
う
省
み
て
、
必
要
と
し
て
要
求
せ
ら

る
＼
所
で
あ

る
。
此
の
同

一
の
事

情
は
、
國
際
法
に
於

て
も
亦
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
且
つ
其

の
法
律
組
織
、
特
に
其

の
司
法
的
機
關
の
組
織

の
尚
ほ

極
め
て
不
完
全
な
る
國
際
法
団
体

に
於
て
は
、

一
層
大
な
る
程
度
に
於
て
認
め
ら

る
べ
き
必
要
に
在

る
。
然



る
に
國
内

法

の
場

合
に
於

け

る

よ
う
も
共

の
條
件

を
嚴

重
に

し

て
、
客
観

的
権
威

の
介

入

を
豫

め

正
當

防
衛

の
権
利

の
行
使

に
対
し

て
必
要

と
し

て
要
求

せ

む
と
す

る

こ
と
は

、國

際
法
団
体

の
此

の
現
實

の
事
實

を
無
視

す

る
と
共

に

、

自

衛
権

行
動

を
権

利
つ

く

る

正
當

防
衛

の
客
観

的
事

態
に

も
適

合

せ
ざ

る
も

の
で
あ

る
。
何

と

な
れ

ば

、
若

し
之
に

対
し

て
も
亦

客
観

的
権

威

の
介

人

を
必

要
と

す

る
な

ら
ば

、
理
論

的

に

は
違

反
に

依

う
侵

害

を

受
く

る
締
約

國

は
理

事
會
が

違

反

の
認

定

を
行

ふ
迄

は
、
何

等
適

切
な

る
正
當

防
衛

の
権
利

を

行
使

し
得

ざ
る

不
當

な

る
結

果

に
陥

る
外

は
な

い
か
ら

で
あ

る
。
若

し
も
総

て

の
保
障

國

の
軍

事
的

行
動

を

許
容

し
必

要
と

す

る
第

四
條

第

二
項
に
基

く

理
事

會

の
認

定
あ

る
迄

は
、
違

反

の
向

け
ら
れ

た

る
國
家

は
攻
撃

、
侵

入

叉

は
戦
争
を
排

除

し
若

し

く

は
拒
否

し
得
な

い

も

の
と

す
れ

ば
、
其

は
國
内

法

に
於

て
す
ら

要
求

せ
ら
れ

ざ

る
多

大

の
犠
牲

を
國

際
法

に
於

て

被
害
者

に
対
し

て
要

求

す

る
に
等
し

く
、

正
義

と
均
衡

と

の
観

念

に
明

か
に
背

馳

す

る
結

果
と
な

る
か
ら

で
あ

る
。

換
言

す
れ
ば

、

此

の

場
合

に

は
直

ち

に
防
禦

的
戦
争

に
訴

へ
得

る
も

の
と

解
す

る
を

一
層
適

切
な

る
見
解

と
認

む
べ

き

で
あ

る
(四
十
九
)。

(
四
十
八
)

此
の
場
合
に
は
違
反
は
明
白
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
の
違
反
に
關
す
る
明
澄
の
存
在
し
て
客
観
的
に
之
を
認
定
し
得
る
揚

合
、
即
ち
明
白
な
る
違
反
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
f
l
a
g
r
a
n
t
e

の
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。

(四
十
九
)

例
へ
ば
ウ
ェ
ー
ベ
ル
グ
の
如
き
は
此
の
認
定
の
存
在
す
る
場
合
、
即
ち
攻
撃
的
戦
争
の
存
在
が
理
事
會
に
依
つ
て
確
認
せ
ら
れ
た
る
揚

合
に
始
め
て
違
反
の
向
け
ら
れ
た
る
國
家
は
防
禦
的
戦
争
に
訴
へ
得
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
從
つ
て
彼
は
爾
後
防
禦
的
職
畢
は

幾
分
制
裁
的
戦
争
た
る
性
質
を
具
備
す
る
に
至
り
各
國
家
は
理
事
會
の
此
の
決
定
を
集
合
的
に
執
行
す
る
國
際
的
任
務
を
負
指
す
る
に
至
る
も
の

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
三
號

二
二
九
)

四
七



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
一)

(第
五
巻

第
二
號

二
三
〇
)

四
八

で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
H
.
 
W
e
h
b
e
r
g
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
9
8
4
.

然
し
此
の
見
解
は
、
確
か
に
誤
り
で
あ
る
。
防
禦
的
戦
争
は
ロ
カ
ル
ノ條
約
に
於

て
は
、
明
か
に
各
國
家
の
潤
立
の
権
利
、
正
當
防
衛
の
権
利
と
し
て
確
保
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
軍
に
國
際
協
同
動
作
の
一
形
態
と

し
て
の
制
裁
的
戦
翁
と
し
て
の
み
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
此
の
鮎
に
於
て
第
二
條
第
二
項
の
場
合
を
第
四
條
の
一
般
的
の
付
託
の
義

務
を
設
定
し
た
る
規
定
と
は
異
る
特
別
規
定
と
し
て
解
糧
す
る
を
正
當
と
す
る
。

要
す
る
に
第
四
條
第

一
項
と

の
関
係

に
於

て
第
二
條
第
二
項
第

一
號
の
場
合

は
、
客
観
的
認
定
を
前
提

せ
ず
し
て

登
動
し
得

る
正
當
防
衛
の
権
利
で
あ
り
、
此
の
黙
に
關
し

て
理
事
會
の
認
定
を
前
提
條
件
と
す
る
こ
と
は
、
事
態
の

性
質
に
省
み
支
持
し
難
き
見
解
で
あ
る
。
此

の
場
合

は
明
自
な

る
違
反
の
存
在
す
る

一
の
事
例
と
し
て
、
即
時

の
行

動
が
必
要
と
せ
ら
る
＼
場
合

で
あ
る

第

四
條
第
三
項

に
依
れ
ば
、締
約
國
の

一
が
本
條
約
第

二
條
の
明
臼
な
る
違
反

叉
は
ヴ
エ
ル
サ
イ

ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は

第
四
三
條

の
明
自
な

る
違
反
を
行

ひ
た
る
場
合
に
於
て
は

他

の
締
約
國

の
各
は
右
違
反
が
挑
登
せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
爲
な

る
こ
と
且
つ
國
境
の
侵
破
、
敵
封
行
爲
の
開
始
叉
は
武
装
解
除
地

帯
に
於
け
る
兵
力

の
集
合
に
因
り
即
時
の
行
動
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
認

め
得
た
る
と
き
は
右
違
反
の
向
け
ら
れ
た

る
國
に
対
し

て
直

ち
に
援
助
を
與
ふ
べ
き
義
務
を
有
す
る
、故
に
此

の
場
合

に
は
認
定
権
は
、各
締
約
國
に
対
し

て
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
即
ち
被
害
國
も
亦
直
ち
に
防
禦
的
戦
争

行
爲
に
出
で
得
る
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

楓
。
然

る
に
此
の
事
態
と
第
二
條
第
二
項
第

一
號
に
依

る
正
當
防
衛

の
権
利
を
行
使
す
る
場
合

と
の
問
に
は
、
本
質

的
に
差
異
な
き
も
の
で
あ
う
、
共

の
緊
急
の
程
度
に
も
亦
差
異
を
認

む
る
に
困
難

で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は
此

の
前



の
場
合

も
特
殊
な
る
違
反
と
呼
ん
で
ゐ
る
(
五
十
)
、然
し
締
約
國
の
各
、
從

つ
て
叉
被
害
國
以
外
の
総

て
の
締
約
國
が

即
時
に
援

助
を
與

へ
得

る
こ
と
を
認

む
る
な
ら
ば
、
被
害
國
そ
の
も
の
に
即
時

の
対
抗

行
爲
即
ち
正
當
防
衛
行
爲
と

し

て
の
防
禦
的
戦
争

を
も
許
容
す
る
こ
と
は
極
め
て
正
當
な
る
事
理
で
あ
る
。
故
に
此
の
場
合

に
は
理
事
會

の
認
定

な
く

し
て
各
締
約
國
の
實
力
行
使
が
許
容
せ
ら
れ
、
從

つ
て
被
害
國

の
即
時
の
防
禦
的
行
爲
が

正
當
と
せ
ら
る
＼
も

の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

訟
。
ロ
カ
ル

の
莱
因

協
定
が
特
定

の
場
合

の
自
衛
権
行
使
に
対
し

て
客
観
主
義

の
原
則
を

導
入
せ
む
と
す
る
意
圖
を
有
す

る
こ
と
は
理
解

し
得

る
が
、
共
を
理
由
と
し
て
明
白
な
る
違
反
叉
は
緊
急
な

る
事
態

が
即
時
の
行
爲
を
必
要
と
す
る
場
合
に
於
て
す
ら
客
観
的
標
準

を
必
要
と
し
、
國
際
的
権
威

に
依
る
認
定
を
待
つ
て

の
み
其
の
防
衛

の
梅
利
が
螢
動
し
得
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、
確
か
に
極
端
な
る
誤
謬
に
陥
れ

る
も

の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
き
見
解
は
、
理
事
會

の
認
定
あ

る
迄
は
被
害
國
は
何
等

の
対
抗

行
爲
を
も
開
始
す
る
こ
と
を
得
ず
排
手
し

て
事
態

の
発
展

を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
極
め
て
不
合
理
不
當
な
る
結
果
を
容
認
す
る
に
等
し

い
。
此
の
奇
異
な

る
結
論

は
、
現
實
の
國
際
法
團
體

の
實
際
に
即
せ
ず
、
且
つ
其

の
認

む
る
基
本
的
原
則
に
も
反
す
る
不
當
な
る
結
果

を
惹
き
起
す
が
故
に
、
到
底
採
用
し
難
き
も
の
で
あ
る
。

(
五
十
)

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は
第
二
の
特
周
緊
急
の
事
態
を
俘
ふ
違
反
を
d
i
e
 
q
u
a
l
i
f
i
z
i
e
r
t
e
 
(
o
f
f
e
n
k
u
n
d
i
g
e
,
 
k
l
a
r
e
r
k
e
n
n
b
a
r
)
 
V
e
r
l
e
t
z
u
n
g

と
呼

ん
で
第
一
の
も
の
と
区
別
し
て
ゐ
る
。
S
t
r
u
p
p
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
 
'
o
i
.

・

安
全
保
曲陣
の
地
域
的
協
一定

(
大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
三
一
)

四
九



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
三
二
)

五
〇

但
し
右
の
明
白
な

る
違
反
に
依
る
即
時
の
行
動
の
行
は
る
＼
に
際
し
て
も
、
第
二
條
第
二
項
第

一
號
及
び
第
四
條

號
三
項
の
場
合
に
同
時
に
理
事
會
に
対
し

て
問
題
が
付
託

せ
ら

る
＼
こ
と
は
想
像
し
得
る
。
そ
れ

は
義
務
で
さ

へ
あ

う
得
る

(
五
十
一
)。

然

し
被
害
國
に
依
る
即
時
行
動
が
許
容

せ
ら

る
＼
か
否
か
と
、

他
の
締
約
國
の
援
助
が
許
容
せ

ら

る
＼
か
否
か
と
は
、
法
律
上
別
個
の
問
題

で
あ
る
。
從
つ
て

一
鷹
は
自
衛
椹
に
墓

い
て
行
動
す
る
こ
と
が
許
容
せ

ら
れ
て
も
同
時
に
共

の
問
題
を
付
託
す
る
義
務
あ
う
と
す
れ
ば
、
其
の
違
反
の
存
否
に
關
す
る
理
事
會

の
認
定

の
結

果
に
從
ふ
義
務
の
登
生
す
る
こ
と
は
條
約
上
明

か
で
あ
る
。
若
し
理
事
會

の
認
定
に
し
て
攻
撃
的
戦
争
の
事
實
な
き

も
の
と
爲

す
に
於
て
は
、
他

の
締
約
國

の
援
助
の
期
待
し
難
き
は
勿
論
、
正
當
防
徹

の
行
爲
と
し
て
防
禦
的
載
争

に

訴

へ
た
る
國
家
も
亦
、
其

の
時
以
後
は
其

の
認
定
に
從

ひ
行
動
す
べ
き
地
位
に
置
か
れ

る
。
從

つ
て
從
來
の
行
動
は

一
鷹
自
衛
権
行
爲
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
も
、
將
來
の
行
動
に
対
し

て
は
制
限
を
受
く
る
に
至
る
こ
と
が
可
能

で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
其
処

に
は
客
観
的
に
攻
撃
的
戦
争

の
事
實
が
存
在
し
な

い
も
の
と
認
定

せ
ら
れ
た
の
で
あ
う

從

つ
て
防
禦
的
戦
争

を
権
利
つ
く

る
に
必
要
あ

る
事
由
が
存
在

せ
ざ
る
に
至

つ
た
か
ら

で
あ

る
。

(
五
十
一
)
條
約
に
は
…
:
e
l
l
e
 
p
o
r
t
e
r
a
 
i
m
r
n
e
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
S
o
c
i
e
t
e
 
d
e
s
 
N
a
t
i
o
n
s

と
あ
り
、
其
の
付

託
が
義
務
た
る
こ
と
を
指
示
し
て
ゐ
る
。

斯
く
の
如
く
明
白
な
る
違
反
の
場
合
に
於
て
も
其
の
問
題

の
理
事
會

へ
の
付
託
は
締
約
國
の
義
務
と
せ
ら
れ
て
ゐ



る
が

、
そ
れ

は
即
時

の
行

動
と
競

合
的

に
行

は

る

＼
の
で
あ

ウ
、

そ
れ

と
排

他
的
若

く

は
先

行

的
関
係

に
立

つ
も

の

で
は
な

い
。
莱
因

協

定
に
於

け

る
防
禦

的
戦
争

の
許
容

せ
ら

る

＼
場
合

は
、

上
述

せ

る
如

き

二
個

の
異

る
態
様

に
於

て
認

め
ら

る

＼
の

で
あ

う
、
決

し
て
単
一

で
は
な

い
。

此

の
黙

よ
蚤
考
慮

し

て
も
、

之
を

一
般

的

に
自

衛
権

の
制
限

で
あ

る
と
解

し
防
禦
的
戦
争

を
ロ
カ
ル

ノ
諸
條

約

の
關

す

る
限

う
、
制
裁

的

戦
争

で
あ

る
と
論

定

す

る

こ
と

は
、
實

際

に
徴

し

て
正
確

を
飲

く

も

の
で
あ

る

(五
十
二
)。

(五
十
二
)
H
.
 
W
e
h
b
e
r
g
.
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
 
9
8
4
.

特
定
の
事
態
に
於
け
る
國
際
協
同
動
作
が
集
合
的
干
渉
の
形
態
を
帯
び
從
つ
て
叉
國
際
的
制
裁

の
爲
め
の
戦
争
た
る
實
質
を
有
す
る
に
至
り
得
る
こ
と
は
、
豫
想
し
得
ら
れ
る
。
然
し
そ
れ
は
、
莱
因
協
定
の
正
當
防
衛
の
権
利
に
基
く
行
動
の

総
て
の
場
合
を
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
。
或
る
條
件
の
具
備
す
る
事
態
に
於
て
は
、
從
來
の
自
衛
権
行
使
の
場
合
と
異
ら
ざ
る
防
禦
的
職
璽
の

蹄
時
の
開
始
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
防
禦
的
職
璽
と
攻
撃
的
戦
争
と
の
匠
別
は
、
却
つ
て
其
の
重
要
な
る
原
則
を
構
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

例
外
の
第
二
の
場
合

は
、
締
約
國
が
國
際
聯
盟
規
約
第

一
六
條
の
適
用
に
依

つ
て
行
動
す
る
場
合

で
あ
る
。
此
の

場
合

は
所
謂
國
際
的
制
裁
の
課
せ
ら

る
＼
場
合
で
あ
り
、
協
同
動
作
が
義
務
と
し
て
行
は
る
＼
事
態

で
あ

る
。
即
ち

制
裁
的
戦
争

の
観
念
に
基
き
規
約
違
反
に
対
す

る
積
極
的
實
力
行
動

の
豫
想
せ
ら

る
＼
事
態
に
関
係

し
て
ゐ
る
。
且

つ
此
の
場
合

に
は
、
攻
撃
、
侵
入
叉
は
戦
争

に
訴
ふ
る
こ
と
は
、
協
同
動
作

の
義
務
内
容
を
構
成
し
得
る
が
故
に
、

第

二
條
第

一
項

に
依
つ
て
之
を
律
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
事
態
に
在

る
。
故
に
斯
く
の
如
き
義
務
と
し
て
の
行
動
に
關

す
る
場
合

に
は
、
特
定
の
不
作
爲

の
義
務
が
要
求
せ
ら
れ
ざ
る
に
至
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
尚
ほ
此
の
制
裁
的
國
際

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
三
三
)

五
一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
襲

二
三
四
)

置
二

協

同
動
作

の
問
題

は
、
最
近

の
國

際
法

に
於

け
る
困
…難
に

し

て
重

要
な

る
主
題

の

一
で
あ

う
、

將

來

の
國
際

法

の
登

達

と
密
接

に
関
係

す

る
が

故
に
、

其

の
詳

細
な

る
研

究

は
之

を
他

の
機
會

に
譲

る
外

は
な

い

(
五
+
三
)。

舷

に

は
軍

に
聯

盟
規

約
第

一
六
條

と

の
関
係

に
於

て
は
、
後
蓮

す

べ
き

共

同
遽
牒

に
依

る
解
釈

宣
言

と
も

關

聯

し

て
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條

約

が
聯

盟
規
約

の
保

障
規

定
を
蟄

化

す

る
補
充

的
保

障

と
し

て
の
地
位

に
基

き
、

之

と

矛
盾

す

る
行
爲

を
排

除

し

て
、
第

一
六
條

の
適
用

の
効
果

を
完

か
ら
し

め

む
と
努

め

て
ゐ
る
黙

を
注

意

す

る
の
み

に

止

め

る
。

(
五
十
三
)
莱
因

協
定
が
聯
盟
規
約
特
に
其
の
第

一
六
條
と
協
調
し
つ
」
特
殊
な
る
安
全
保
障
の
機
能
を
登
揮
せ
む
と
努
め
て
ゐ
る
こ
と
は
、
明
か

で
あ
る
。
且
っ
此
の
關
聯
は
當
初
か
ら
意
圖
せ
ら
れ
て
ゐ
た
鮎
で
あ
る
。
荷
ほ
解
糧
宣
言
に
關
す
る
共
同
通
藻
に
於
て
も
其
の
密
接
な
る
關
聯
が

認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

例
外

の
第
三
の
場
合

は
、
國
際
聯
盟

の
諸
機
關
の
決
議
に
依
る
場
合

及
び
共

の
審
査
、
勧
告

の
調
停
的
努
力
が
失

敗
に
購
し
て
戦
争

の
許
容
せ
ら

る
＼
場
合

に
関
係

し
て
ゐ
る
。
即
ち
國
際
聯
盟
の
総
會
若
く
は
理
事
會
の
決
議
に
依

わ
、
又
は
國
際
聯
盟
規
約
第

一
五
條
第
七
項
の
適
用
に
依
う
行
動
す
る
場
合

で
あ
る
。
但
し
後
の
場
合

は
、
右

の
行

動
が
最
初
に
攻
撃
を
開
始
し
た
る
國
に
対
し

て
行
は
る
、
と
き
に
限
定
せ
ら
れ

て
ゐ
る
(五
+
四
)。
此
等
の
場
合
は
、

一
は
聯
盟
機
關

の
決
議
に
依
ウ
特
定

の
實
力
の
行
使
の
方
法
に
出
つ
る
こ
と
が
義
務
と
し
て
命
令
せ
ら
る
＼
が
故
に

之
を
以

て
攻
撃
、
侵
入
叉
は
戦
争

の
禁
止
に
關
す
る
規
定

の
適
用

の
外
に
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
共
の
二
は
、



和
協
的
手
續

が
失
敗
に
蹄
し
た
る
場
合
に
聯
盟
規
約

は
戦
争

の
自
由
を
容
認
す
る
規
定
に
関
係

す
る
。
而
し
て
莱
因

協
定
も
亦
此
の
黙

に
關
し

て
、
聯
盟
規
約
の
採
用
し
た
る
と
同
様

の
原
則
を
認

め
て
ゐ
る
。
從

つ
て
此
等
二
個

の
瘍

合
に
於

て
は
、
正
當
な
る
権
限
に
基
く
行
爲
と
し
て
其

の
實
力
行
使
は
第

二
條
第

一
項
に
野
す
る
違
反
を
構
成

せ
ざ

る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
五
十
四

)
A
r
t
.
 
 
z
 
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
 
(
3
)
 
T
r
a
i
t
�
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
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.

第

二
の
保
障
態
様

莱
因

協
定

は
上
述
せ
る
領
域
に
關
す
る
現
歌
維
持
の
原
則
を
各
別
及
び
共
同
に
保
障
す
る
爲
め
に
、
聯
盟
規
約
と

蓮
絡
し
つ
＼
特
殊
な
る
保
障
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
。
然

る
に
此

の
目
的
の
爲

め
に
対
す

る
攻
撃
、
侵
入
又
は
戦
争

の

禁

止
は
そ
れ
が
現
實

に
於
て
所
期

の
實
敷
性
を
確
保
す
る
爲

め
に
は
、
他

の
條
件

の
具
備
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
。

そ
れ

は
國
際
紛
争
の
解
決
に
關
し
て

一
貫
し
た
る
平
和
的
解
決
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
之
は
保
障

の
第
二

の
態
様

で
あ

る
。

莱
因

協
定
は
安
全
保
障

の
清
極
的
腱
置
と
し
て
現
状
維
持
の
義
務
及
び
不
侵
略

の
義
務
を
設
定
し
、
其

の
積
極
的

措
置
と
し
て
相
互
援
助
の
義
務
を
設
定
し
て
ゐ
る
。
元
よ
う
正
確
に
論
ず
れ
ば
現
歌
維
持
の
義
務
は
、
単
に

消
極
的

に
不
作
爲

の
み
を

共

の
内
容
と
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
上
述
せ
る
黙

に
省
み

て
も
明
瞭
で
あ
る

(
五
十
五
)。

然
る

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
難

二
三
五
)

五
三



安
全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
三
六
)

五
四

に
此
等

の
諸
義

務

の
保
障

は
、
紛
争

の
発
生

し

カ

る
場
合

に
當

然

に
締
約

國

の
採
用

す

べ
き
態

度

を

決
定

す

る
。
第

.
二
條

は
原
則

と
し

て
攻
撃

的

戦
雫

に
訴

ふ

る

こ
と

を
禁

止
し
π

。
從

つ
て
共

の
當
然

の
蹄

結

と

し

て
、
國
際
紛
争

の

処
理

に
關

し

て

一
定

の
方

法
を
探

用

す

る
こ
と
を

必
要

と
す

る
。
而

し

て
莱
因

協

定
が
探

用

し

泥
原

則

は
、
國
際

紛

孚

の
李

和
的
解

決
に
豫

め
努

力

す

る
こ
と
な
く

し

て
、
直
ち

に
攻
撃

的
戦
争

に
訴

ふ

る

こ
と

を
禁

止
し

た

こ
と

で
あ

る
。
且

つ
其

の
具
膿

的
方

法
と

し

て
は

(
一
)
外

交
手
段

に
依

る
解

決

(
二

)
國

際
裁
判

に

依

る
判
決

(
三

)
調
停

委

員
會

及

び
聯

盟

理
事
會

に
依

る
調
停

の
三
個

を
規

定
し

て
ゐ
る
。

(五
十
五
)

現
状
維
持
は
作
爲
不
作
爲
の
義
務
を
包
含
す
る
。
散
に
特
定
の
場
合
に
は
外
交
的
政
治
的
虎
置
に
依
っ
て
も
亦
之
を
侵
害
し
得
る
し
、

又
反
対
に
之
を
保
持
し
得
る
。
其
の
侵
害
又
は
違
反
を
軍
事
的
行
動
に
依
る
場
合
に
の
み
限
定
す
る
の
は
狭
き
に
失
す
る
見
解
で
あ
り
、
正
當
で

は
な
い
。莱

因

協
定
第
三
條
は
紛
争

の
卒
和
的
解
決
に
關

し
て
次

の
如
き
原
則
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
即
ち
獨
逸

國
及
び
白
耳
義

國
虹
に
獨
逸

國
及
び
佛
蘭
西
國
は
、
同
條
約
第
三
條
に
於

て
其

の
相
互
に
爲
し
た
る
約
束
に
鑑
み
右
諸
國
問
の
意
見

一
致
せ
ざ
る
べ
き

一
切
の
問
題
に
し
て
通
常

の
外
交
手
段
に
依
う
解
決
す

る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
は
、
其

の
性
質

の

如
何
を
問
は
ず
不
和
的
方
法
に
依
る
べ
き
も
の
と
し
、
且
つ
次
の
如
く
之
を
処
理

す
べ
き

こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ

る
。



(
一
)

當
事
國
が
互
に
権
利
を
孚
ふ
問
題

之

は
所
謂
法
律
的
紛
争

と
稽

せ
ら

る
＼
も
の
に
関
係

す
る
。
此
の
場
合

に
は
紛
争
を
裁
判

官
に
付
託
す
る
こ
と
を

要
す
る
。
即
ち
國
際
司
法
裁
判

た
る
と
國
際
仲
裁
裁
判

た
る
と
を
問
は
ず
、
紛
争

に
し
て
梅
利
を
互
に
孚
ふ
も
の
に

關

す
る
場
合

に
は
総

て
之
を
國
際
裁
判

の
判
決

に
依

つ
て
解
決
す
べ
き
義
務
を
承
認
し
た
の
で
あ

る
。
從

つ
て
各
當

事
國

は
、
法
律
上
其

の
判
決

に
服
す
る
こ
と
を
相
互
に
約
束
す
る
も
の
で
み
る
。

(
二
)

其

の
他

の

一
切
の
問
題

之
は
所
謂
政
治
的
紛
璽
と
稽
せ
ら
る
＼
も

の
に
関
係

す
る
。
此
の
場
合
に
は
、
紛
争

を
調
停
委
員
會
に
付
託
す
る

こ
と
を
要
す
る
。
要
し
て
爾
當
事
國
が
右
の
委
員
會

の
提
議
す
る
調
停
に
同
意

せ
ざ
る
場
合

に
は
、
該
問
題
は
國
際

聯
盟
理
事
會
に
付
託
せ
ら
る
＼
こ
と
を
要
す
る
。
且
つ
此
の
場
合

に
國
際
聯
盟
理
事
會
は
國
際
聯
盟
規
規
約
第

一
五

條
に
從

つ
て
紛
争

を
処
理

す
べ
き
義
務
を
有
す
る
。

此
等
の
根
本
的
原
則
を
承
認
し
た
る
後
締
約
國
は
此
等

の
平
和
的
処
理

方
法
の
態
様
に
關
し
て
は
、
同

日
署
名

し

た
る
特
別
條
約
を
以

つ
て
之
を
定
む
る
旨
を
約
束
し
、
其
の
實
施

の
態
様
に
關
し
て
は
上
述
せ
る
四
個

の
仲
裁
裁
判

條
約
の
成
立
を
見
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る

(
五
+
六
)。

(
五
十
山ハ
)
A
r
t
 
3
.
 
 
T
r
a
t
e
 
d
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G
a
r
a
n
t
i
e
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u
t
u
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.
 
l
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安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
三
七
)

五
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
〉

(第
五
巻

第
三
號

二
三
八
)

五
六

此
の
紛
争

の
平
和
的
解
決
方
法
に
從
ふ
こ
と
の
義
務
を
保
障
す
る
爲

め
に
締
約
國
は
次

の
如
き
事
項
を
約
束
し
て

ゐ
る
。

(
一
)
獨
逸

國
、
佛
蘭
西
國
、
自
耳
義
國

の

一
が
平
和
的
処
理

方
法
に
從
ふ

こ
と
、
叉
は
仲
裁
裁
若
く
は
司
法
到

決
を
履
行
す
る
こ
と
を
拒
み
、

且
つ

本
條
約
第
二
條

の
違
反
叉
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
條
約
第
四
二
條
若
く

は
第
四
三
條

の
違
反
を
行
ぷ
時

は
、
第
四
條
に
規
定

せ
ら

る
＼
他

の
締
約
國

の
援
助
義
務
が
登
生
す
る

(
五
十
七
)。

(
五
十
七
)
A
r
t
.
 
5
 
 
a
l
i
n
e
a
 
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
4
.

(
二
)

此
等
の
國
の

一
が
上
述
せ
る
違
反
を
行
ふ

こ
と
な
く
し
て
而
も
平
和
的
処
理

方
法
に
從
ふ
こ
と
、
叉
は
仲

裁
勃
若
く

は
司
法
判
決

を
履
行
す
る
こ
と
を
拒
む
場
合

に
於

て
は
、
他
方
の
當
事
國
は
之
を
國
際
聯
盟
理
事
會
に
付

託

す
る
こ
と
を
要
す
る
。
而
し
て
同
理
事
會

は
執

る
べ
き
措
置
を
提
議

す
る
こ
と
を
要
し
締
約
國
は
此
の
提
議
に
從

ふ
べ
き
義
務
を
有

す
る

(
五
十
八
)。

(
五
十
八
)
A
r
t
.
 
5
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
s
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
4

此
の
平
和
的
処
理

方
法
に
關
す
る
莱
因

協
定
の
規
定
井
び
に
之
と
關
聯
す
る
講
仲
裁
裁
判
條
約

の
規
定
は
二
個

の

黙

に
於
て
安
全
保
障
の
上
に
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
。
共

の

一
は
、
國
際
紛
争

に
關
す
る
法
律
的
紛
争

と
政
治
的

紛
争
と
の
区
別
の
問
題
を
明
確
に
提
示
し
た
こ
と
で
あ

る
。
他

の

一
は
、
法
律
的
紛
争

に
關
し
て
は
義
務
的
國
際
裁



判
の
制
度
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ

る
。
勿
論

此
の
場
合
に
於

て
も
紛
争

の
平
和
的
解
決
方
法
と
し
て
の
外
交
的
手
段

に
依
る
べ
き
義
務

の
存
在
す
る
こ
と
は
、
云
ふ
ま

で
も
な

い
。
而
し
て

一
切
の
問
題
を
平
和
的
方
法
に
依
つ
て
解
決

す
る
の
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
は
第
二
條
の
攻
撃
的
戦
争

の

一
般
的
禁
止
と
相
侯

つ
て
ロ
カ
ル

ノ
條
約

の
平
和
機
構

を
國
際
聯
盟
の
そ
れ
に
比
し
て
輩
化
し
た
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
黙

で
あ
る
。
然
し
法
律
的
紛
争

と
政
治

的
紛
争

と
の
区
別
に
關
し
て
ロ
カ
ル

ノ
莱
因

協
定
及
び
講
仲
裁
裁
判
條
約
の
規
定
し
て
ゐ
る
所
は
極
め
て
簡
単

で
あ

る
Q
そ
れ
は

「
當
事
國
が
互
に
権
利

を
孚
ふ

一
切
の
問
題
」
T
o
u
t
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
P
a
r
t
i
e
s

s
e
 
 
c
o
n
t
e
s
t
r
a
i
e
n
t
 
r
e
c
i
p
r
o
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t

と
規
定
す
る
の
み
で
あ

る
。
之
は
法
律
上
の
問
題
と
解

せ
ら
れ
其
の

紛
争

は
普
通

に
法
律
的
紛
争

と
解
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
然
し
既
に
或
る
學
者
た
ち
に
依

つ
て
正
當

に
指
摘
せ
ら
れ

て
ゐ

る
如
く
、
如
何
な
る
法
律
的
紛
争

と
錐
も
多
少

の
程
度
に
於

て
當
該
國
家
に
対
し

て
政
治
的
利
害
を
有
し
な

い
も
の

は
存
在
し
得
な

い
。
此

の
観
点

よ
う
す
れ
ば
、
法
律
的
紛
争

と
政
治
的
紛
争
と
の
区
別
が
或
る
限
界
に
於

て
勃
然
た

ら
ざ
る
に
至
る
の
は
止
む
を
得
ざ
る
所

で
あ
る
。
從
つ
て
問
題
は
二
者
の
性
質
的

の
区
別
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、

寧
ろ
其

の
包
含
す
る
諸
要
素

の
中
敦
れ
が
主
要
な
る
部
分
を
占
む
る
か
の
事
實
に
依

つ
て
決
定
せ
ら
れ

る
。
若
し
法

律
的
紛
争
に
關
し
て
は
義
務
的
仲
裁
裁
判

の
制
度
を
適
當
と
し
て
之
を
組
織
せ
む
と
す
る
な
ら
ば
、
此
の
黙

を
愼
重

に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
胆
。
例

へ
ば
疑
問

は
本
質
的
に
は
主
と
し
て
政
治
的
性
質
を
指
示
す
る
紛
争

に
於

て
當
事

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
丑
巻

第
二
魏

ゴ
巴
九
)

五
七



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
魏

二
四
〇
)

五
八

國
が
其
の
或

る
部
分
に
關
し
て
権
利
を
主
張

し
泥
る
が
如
き
場
合

に
於
て
如
何
な
る
取
扱
が
豫
想
せ
ら
る
＼
か
に
關

し
て
起
り
得
る
。
莱
因

協
定
に
從

へ
ば
、
此
場
合

に
は
締
約
當
事
國
が
相
互
に
権
利
を
孚
ふ
問
題
と
し

て
裁
判
官

に

付
託
す
べ
き
義
務
が
存
在
す
る
如
く
で
あ

る
。
然

る
に
該
紛
争

は
實
質
的
に
は
、
圭
と
し
て
政
治
的
紛
争
泥
る
性
質

を
有
す
る
。
故
に
之
に
対
す

る
解
決
は
政
治
的
紛
争

解
決
方
法
が
最
も
適
切
な

る
も
の
と
思
惟
せ
ら
れ
る
。
斯
く
の

如
く
形
式
的
に
は
紛
争

を
二
種
に
厘
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
な

い
と
し
て
も
、
具
體
的

の
事
件
に
關
し
て
其
の
解
決

を
圖
る
場
合
に
は
、
幾
多
の
困
難
が
豫
想
せ
ら
れ

る
。
故
に
此
の
黙
に
關
聯

し
て
付
託

の
義
務

は
極

め
て
重
要
な
る

意
義
を
有
す
る
に
至

る
。
例

へ
ば
莱
因

協
定
第
三
條
の
場
合

に
法
律
的
紛
争

と
し
て
裁
判

官
に
付
託
す
べ
き
義
務

は

一
般
的
に
は
明
か
で
あ

つ
て
も
、
實
際
に
於
け
る
付
託
如
何

の
決
定

は
果
し
て
共

の
紛
争

の
内
在
的
性
質
に
の
み
從

つ
て
困
難
な
く
行
は
れ
得
る
か
、
或
は
必
ず
し
も
内
在
的
性
質
に
從
ふ
こ
と
な
く
主
と
し
て
紛
争

當
事
國
の
付
託

の

意

思
に
依
存
す
る
か
は
、
容
易
に
決
定
し
難
き
所

で
あ

る
。
此
の
場
合

に
若
し
紛
争

の
客
観
的
性
質
が
決
定

す
べ
き

で
あ
う
、
當
事
國

の
主
観
的
意
思
が
優
先
す
べ
き
で
な

い
と
す
れ
ば
、
問
題

は
極

め
て
簡
単

で
あ
る
。
然
し
事
實
と

し
て
は
、
之
に
反
す
る
場
合

が
勘
か
ら
ず
存
在
す
る
。
從

つ
て

ス
ト
ゥ
ゥ
ェ
ル
の
如
き
學
者
は
、
問
題
が
仲
裁

々
到
に

付
託
せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ

る
か
否
か
の
決
定
は
、其

の
内
在
的
性
質
よ
わ
も
寧
ろ
紛
争

當
事
國
の
態
度
に
、

よ
り
多
く
依
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(五
+
九
)。



(
五
十

九
)
S
t
o
w
e
l
l
,
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
a
w
,
 
1
9
3
x
.
 
p
.
 
4
0
6
.

・

此
の
見
解
は
、
紛
争

の
性
質
的
区
別
に
依

る
付
託

の
決
定
、
叉
は
紛
争

解
決
機
關

の
選
択

の
問
題
に
対
し

て
梢
悲

観
的
に
失
す
る
と
の
批
評
を
冤
れ
な

い
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
莱
因

協
定
に
關
す
る
限
り
當
事
國
が
相
互
に
槽
利
を

孚

ふ
問
題
に
対
し

て
は
、
國
際
裁
判

へ
の
付
託
が
義
務
と
し
て
課
せ
ら

る
＼
も
の
と
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
顧
。

斯
く
の
如
く
當
事
國
が
相
互
に
権
利
を
孚
ふ

一
切
の
問
題
に
対
し

て
は
裁
判
官
に
依
る
解
決
が
義
務
と
せ
ら
れ
、

且

つ
其

の
實
現
の
態
様
に
關
し
て
は
上
述

せ
る
四
個
の
條
約
は
各
共

の
第

一
條
に
於
て
同

一
内
容

の
規
定
を
有
し
て

ゐ
る
。例

へ
ば
、
ロ
カ
ル
ノ
會
議
最
終
議
定
書
B
を
構
成
す
る
獨
乙

國
及
び
自
耳
義
國
問

の
仲
裁
裁
判

條
約
第

一
條
以

下
に
從

へ
ば
、所
謂
法
律
的
紛
争
に
対
し

て
は
次
の
如
き

二
重

の
手
續

が
豫
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
六
十
)
、
即
ち

(
一
)
最

初
に
調
停
手
續

に
付
託
す
る
の
義
務
が
認
め
ら
れ
、
次

い
で

(
二
)
國
際
裁
判
手
續

に
付
託
す
る
義
務
が
認

め
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
國
條
約
第

一
條
に
從

へ
ば

「
獨
逸
國
、
白
耳
義
國
問
の

一
切
の
紛
争
に
し
て
當
事
國
が
互
に
権

利
を
孚

ひ
且
つ
、
蓮
常

の
外
交
手
段
に
依

つ
て
友
好
的
に
解
決
し
総
な

い
も

の
は
其

の
性
質
の
如
何
を
問
は
ず
左
に

掲
く

る
所
に
從

ひ
、

二

)
仲
裁
裁
判

所
叉
は

(
二
)
常
設
國
際
司
法
裁
判

所

の
裁
判

に
付
せ
ら

る
＼
こ
と
を
要
す

る
。
即
ち
此

の
場
合

に
豫
想
せ
ら
る
＼
裁
判
官

の
裁
判

に
は
國
際
仲
裁
裁
判

と
國
際
司
法
裁
判

と

の
二
者
が
包
合
せ

ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
加
之
、
此
の
紛
争

の
中
に
は
特
に
國
際
聯
盟
規
約
第

一
三
條
所
見

の
粉
孚
を
包
含

す
る
も

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
四
一
)

五
九



の
と

せ
ら
れ

て
ゐ

る

(六
十
一
)。

(
六
十
)

(
六
十

一
)

國
際
聯

盟
規
約
第

=
二
條

に
所
完

の
紛

争
と
は

⑨
條

約

の
解
釈

②
國
際
法

上
の
問
題

③
國
際
義
務

の
違
反
と
な
る
べ
き
事
實

の
存
否

④
該
違
反
に
対
す

る
賠
償

の
範
囲

及
性

質
に
關

す
る
四
種

の
も

の
を
包
含
す

る
。

此
等
の
所
謂
法
律
的
紛
争
に
關
す
る
裁
判

義
務
の
規
定
は
、
本
條
約
以
前
の
事
實
に
し

て
過
去
に
屍

す
る
も
の
よ

う
生
ず
る
紛
争

に
対
し

て
は

之
を
適
用

せ
ら
れ
な

い
と
共
に

(六
+
二
)、

若
し
獨
逸

國
及
び
白
耳
義
國
問
の
他

の
現

行
條
約
に
依
つ
て
特
別
な
る
解
決
手
續

が
規
定
せ
ら
る
＼
紛
争

は
左

の
條
約
の
規
定
に
從
つ
て
処
理

せ
ら
れ

、
上
述

の
裁
判
手
續

か
ら

は
除
外
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る

(
六
十
三
)
。

(
六
十

二
)

(
六
十

三
)

斯
く

の
如
く
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
に
於

て
當
事
國
が
互

ひ
に
権
利
を
争
ふ
粉
孚
に
關

し
て
國
際
仲
裁
裁
判

若
く

は
國

際
司
法
裁
判
に
付
託

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
義
務
が
発
生

し
、
此
の
限
度
に
於

て
義
務
的
仲
裁
裁
判
制
度
が
認
め
ら

る
＼
に
至

つ
た
こ
と
は
、
國
際
聯
盟
規
約
の
制
度
に
比
し

て
著
し
き
対
照

を
な
す
も

の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

孤
。

然

る
に
此

の
付
託

の
義
務
は
、
紛
争

當
事
國
に
対
し

て
直
ち
に
発
生

す
る
も
の
で
は
な
く
、
其

の
前
段
階

の
手
續
が

A
rt.  i. C

onvention d'A
rbitrage entre l'A

llem
agne et la B

elgique, fait a L
ocarno, le z6 O

ctobre z925 (Societe

des N
ations, R

ecueil des T
raites, vol L

IV
, 1926-1927. p. 304).

A
rt. z alinea II. C

onvention d'A
rbitrage entre l'A

llem
agne et la B

elgique etc. loc. cit. p. 304.

A
rt. z. alinea III. C

onvention d'A
rbitrage entre l'A

llem
agne et la B

elgique etc. loc. cit. p. 304.



豫
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
仲
裁
裁
判
手
續

に
先
ち
叉
は
常
設
國
際
司
法
裁
判

所
に
於
け
る
手
續

に
先
ち
紛
争

は
本

條
約
に
從

ひ
て
構
成

せ
ら

る
＼
常
設
國
際
委
員
會
即
ち
常
設
調
停
委
員
會

の
調
停
に
當
事
國
間
の
合
意

に
依
つ
て
付

託
せ
ら
れ

る

(六
十
四
)。

勿
論
之

は
強
制
的
付
託
で
は
な
く
、

常

事
國
の
合
意
を
條
件
と
す
る
任
意
的
付
託
に
過
ぎ

な

い
。
然
し
裁
勃
的
方
法
に
訴
ふ
る
以
前
に
於
て
調
停
的
方
法
が
採
用

せ
ら
る
＼
こ
と
は
、
法
律
的
紛
争

に
關
し
て

の
解
決
方
法
に
政
治
的
紛
争

に
対
す

る
そ
れ
と
共
魎
の
要
素
あ

る
こ
と
を
指
示
し
、
所
謂
裁
判

に
付
託
し
得
る
紛
争

と
裁
判

に
付
託
し
得
ざ
る
紛
争

と
の
区
別
が
必
ず
し
も
峻

別
し
得
ざ
る
も

の
で
あ
る
と
の
見
解
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る

も
の
で
あ

る
。

故
に
紛
争

の
種
別
に
從

つ
て

其

の
解
決
機
關
を
も
亦
区
別
す
べ
き

こ
と
は

正
當

で
あ

る
と
し
て
も

(六
十
五
)、
法
律
的
紛
争

共
も
の
が
調
停
に
依
る
解
決
を
も
許
容
す
る
こ
と
を
認

め
て
ゐ
る
點
に
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

の
著
し
き
特
徴
の

一
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。

(
六
十
四
)

〉
A
r
t
.
 
2
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
 
A
r
b
i
t
r
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
 
1
'
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
I
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
0
4
.

(
六
十
五
)
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
d
i
s
p
u
t
e
s
 
.
-
u
 
n
o
n
-
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
d
i
s
p
n
t
e
s

の
旺
別
は
性
質
的
の
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
二
者
の
結
合
せ
る
場
合
の
存
在

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
対
し
て
は
解
決
機
關
の
問
題
が
壷
生
す
る
。

調
停

に
付

せ
ら

る

＼
紛
争

に
は
從

つ
て
本

來

政
治
的
紛
争

と
認

め
ら

る

、
も

の
と

、
本
來

法

律

的
紛
争

と
考

へ
ら

る

＼
も

の
に
し

て

一
先

づ
調
停

に
代
託

せ
ら

る

、
も

の
と

の
二
個

の
場

合

を
区

別
し
な

け
れ

ば

な

ら

汲
。
執
れ

に

す

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
雛

二
四
三
)

六
一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
輩

二
四
四
)

六
二

る
も
、
調
停
方
法
は
判
決
手
續

と
伜
う

て
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
に
於
け
る
重
要
な

る
平
和
手
續

を
構
成
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
而
し
て
前
者
に
關
し

て
は
、
諸
仲
裁
々
到
條
約
は
莱
因

協
定
第
三
條
と
關
聯
し
て
次
の
如
き
規
定
を
設
け
て

ゐ
る
。
即
ち
獨
逸

國
及
び
白
耳
義
國
政
府
間
の
意
見

一
致
ぜ
ず
、
且
つ
道
常

の
外
交
手
段
に
依
今
友
好
的
に
解
決
す

る
こ
と
能
は
ざ

る
べ
き

一
切
の
問
題
に
し
て
本
條
約
第

一
條
に
規
定
せ
ら
る
＼
所
に
從

ひ
裁
判

に
依
め
て
解
決
せ
ら

る
＼
こ
と
能
は
ず
、
且

つ
之
に
対
す

る
解
決
手
續

が
當
事
者
間

の
現
行
條
約
に
依
り
既
に
規
定
せ
ら
れ
居
ら
ざ
る
も

の
は
常
設
調
停
委
員
會

に
付
託
せ
ら

る
べ
く
、
同
委
員
會
は
當
事
國
に
対
し

受
諾
せ
ら
れ
得
べ
き
解
決
を
提
講
す
る

こ
と
及
び

一
切
の
場
合

に
於
て
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
委
託

せ
ら
れ

る

(六
十
六
)。

(
六
十

六
)
A
r
t
.
 
 
i
 
 
7
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
 
A
r
b
i
t
r
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
1
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
1
0
.

ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
國
際
紛
争

平
和
的
腱
理
方
法
は
、
更
に
國
際
聯
盟
理
事
會

へ
の
付
託
を
豫
想
し
て
ゐ
る
。
即

ち
常

設
調
停
委
員
會

の
事
務
終
了

後

一
月
内
に
雨
當
事
國
が
協
定
を
爲

す
に
至
ら
ざ
る
場
合

に
は
、
問
題
は
當
事
國

の
軌
れ
か
の

一
方
の
請
求
に
依
り
國
際
聯
盟
理
事
會
に
付
託
せ
ら

る
べ
く
、
同
理
事
會
は
聯
盟
規
約
第

一
五
條

に
從

ひ
之
を
処
理

す
る
こ
と
を
要
す
る

(六
十
七
)。

故
に
常
設
調
停
委
員
會
に
対
す

る
付
託

は
、

法
律
的
紛
争

に
關
す

る

場
合

に
は
或
は
合
意
に
依
う
、

叉
は
右
合
意
な
き
時
は

當
事
國
の
軌
れ
か
の

一
方
に
依
今
付
託
せ
ら
れ

(六
十
八
)、

政
治
的
紛
争

に
關
し

て
は
義
務
と
し
て
之
に
付
託
せ
ら

る
＼
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ

る
。
且
つ
調
停
手
續

の
有
す
る



梅
限
は
頗
る
廣
汎
で
あ
う
、
其

の
機
能
は
重
要
な

る
も
の
を
有
す
る
。
其
の

一
は
先
行
的
手
續

と
し
て
作
用
し
、
他

の

一
は
專
管
的
手
續

と
し

て
作
用
す
る
の
で
あ

る
。

(
六
十

七
)
A
r
t
.
 
 
i
8
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
 
A
r
b
i
t
r
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
1
'
 
A
l
l
e
r
n
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
1
0
.

(
六
十

八
)
A
r
t
.
 
6
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
 
A
r
b
i
t
r
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
1
'
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
,
 
p
.
 
3
0
6
.

法
律
的
紛
争
と
政
治
的
紛
争

と
の
双
方
に
対
し

て
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
は
調
停
、
仲
裁
々
到
及
び
司
法
裁
判
に
よ
る

解
決
方
法
を
豫
想
し
、
更
に
調
停

の
失
敗
に
蹄
し
た
る
場
合
に
於

て
聯
盟
理
事
會
の
調
停
手
續

の
介
入
を
認
め
て
居

う
、
紛
争

の
平
和
的
解
決
方
法
と
し
て
は
完
備
に
近
き
観
を
呈
し
て
ゐ
る
。
然
し
此
の
準
備
に
も
拘
ら
ず
、
法
律
的

紛
争
と
政
治
的
紛
争

と
の
区
別
に
關
し
て
は
、
上
述
せ
る
如
く
問
題
が
発
生

し
得
る
。
從

つ
て
此

の
黙
に
關
し

て
困

難

の
豫
想
せ
ら
る
㌧
こ
と
を
免
れ
な

い
。
加
之
.
此
等

の
紛
争

の
平
和
解
決
方
法
は
決
し
て
ロ
カ
ル

ノ
條
約

の
み
に

依

つ
て
始
め
て
創
始
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
例

へ
ば
既
に

一
九
二

一
年

=

一
月
三
日
締
結

せ
ら
れ
た
る
獨
逸

國

瑞
西
國
問

の
仲
裁

々
勃
條
約
は
或
る
意
味
に
於

て
ロ
カ
ル
ノ

仲
裁
々
判
條
約
の
原
型
と
し
て
考

へ
得

る
と
共
に
、
其

の
内
容
に
於

て
は
遙
か
に
之
に
優
る
黙

を
指
示
し

て
ゐ
る
條
約

で
あ

る
。
特
に
其

の
國
際
紛
争

が
如
何
な
る
性
質
を

有
す
る
か
の
黙
に
關
し
て
孚
の
生
じ
た
る
場
合

に
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
に
於

て
は
直
接
に
之
を
決
定
す
べ
き
何
等
の

基
準

も
與

へ
ら
れ

て
ゐ
な

い
。
然

る
に
上
述
の
獨
逸

國
、
瑞
西
國
間

の
仲
裁
及
び
調
停
條
約
に
於
て
は
此

の
黙
に
關

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
四
五
)

六
三



安
全
保
㎜噂
の
地
壇
閃的
櫨
一定

(大
澤
)

(餓
岬玉
巷

笠
=
輔壇
}

二
腱
門六
)

六
鶴

し
て
明
確
な

る
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
。
即
ち
法
律
的
紛
争

と
目
せ
ら

る
㌧
電
の
に
闘
し
て
は
聯
盟
規
約
第

=
二
條
第

二
項
に
掲
げ
ら
る
＼
と
同
様

の
事
項
が
仲
裁

々
到
に
付
託
せ
ら
る
べ
き
竜

の
と
し
て
列
詑
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
若

し

紛
争

當
事
國
問
に
其
の
紛
争

が
此
等

の
種
類
に
属
す
る
か
否
か
に
關
し
て
意
見

の
相
違
を
生
じ
た
る
場
合
に
於

て
は

此

の
前
提
問
題
に
關
し
て
は

仲
裁
々
勃
手
續

に
依

つ
て
之
を

解
決
す
る
こ
と
が
必
要
と
せ
ら
れ

て
ゐ
る

(
六
十
九
)。

叉
上
述
の
四
種
の
事
項
に
属
す
る
紛
争

の
際
に
當
事
國

の

}
方
が
其

の
紛
争
は
自
國

の
独
立

、
領
土
の
不
可
侵
入
叉

は
他

の
重
大
な
る
利
益

に
關
す
る
こ
と
を
抗
議
す
る
場
合
に
於

て
若
し
他
方
の
當
事
國
が
此
の
主
張
を
妥
當
な
う
と

認

め
た
る
場
合
に
は
、
仲
裁

々
到
手
續

が
適
用
せ
ら
れ
ず
し
て
調
停
手
續

が
適
用

ぜ
ら
る
＼
に
至

る
。
之
に
反
し
て

若
し
も
其

の
主
張

が
他

の
當
事
國
に
依

つ
て
要
當
な
ら
と
認

め
ら
れ
な

い
場
合
に
は
、
其
の
黙

に
關
し
て
は
仲
裁

々

判
條
約
に
依

つ
て
之
を
決
定
す
べ
き

こ
と
が
豫
想
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る

(
七
十
)。

(
六
十
九
)
A
r
t
.
 
2
.
 
A
b
s
.
 
I
I
.
 
S
c
h
i
e
d
s
-
u
n
d
 
V
e
r
g
l
e
i
c
h
s
v
e
r
t
r
a
g
 
z
w
i
s
c
h
e
n
 
d
e
r
 
 
S
c
h
w
e
i
h
e
r
i
s
c
h
e
n
 
E
i
d
g
e
n
o
s
 
e
n
s
c
h
a
f
t
 
m
i
d
 
d
e
n
i
 
D
e
t
i
t
-

s
c
h
e
n
 
R
e
i
c
h
,
 
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
 
i
n
 
B
e
r
n
 
d
e
n
 
3
.
 
D
e
z
e
m
b
e
r
 
1
9
2
1
(
S
o
c
i
e
t
e
 
d
e
s
 
N
a
t
i
o
n
s
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
T
r
a
i
t
e
s
,
 
v
o
l
.
 
X
I
I
.
 
1
9
2
2
.
 
p
.
 
2
7
3
)
.

(
七
十

)
A
r
t
.
 
4
.
 
A
b
s
.
 
I
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
7
3
.

問
題
は
ロ
カ
ル
ノ
諸
仲
裁
々
判
條
約
が
此
の
紛
争
の
性
質
、
種
類
に
關
し
て
規
定
す
る
所
は
上
述
せ
る
獨
逸
國
、

瑞
西
國
問
の
仲
裁
々
判
及
び
調
停
條
約
に
於
け
る
が
如
く
當
事
國
の
認
定
を
全
然
排
除
す
る
竜
の
で
あ
る
か
否
か
の



熟
に
存
す
る
。
莱
因

協
定
第
三
條
第
二
項

に
於

て
は
、

「
當
事
國
が

互
に
権
利
を
孚

ふ

一
切
の
問
題
」
と
規
定
せ
ら

れ
、
同
條
第
三
項
に
於
て
は
、

「
共
の
他
の

一
切

の
問
題
」
と
規
定

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
叉
各
仲
裁

々
到
條
約
第

一
條

に
於
て
は
、
「
獨
逸
國
、
白
耳
義
國
問

(
或
は
露
該
國
間
)
の

一
切
の
紛
争

に
し
て
當
事
國
が
互
に
梅
利
を
孚

ひ
且

つ

通
常

の
外
交
手
段
に
依
め
て
友
好
的
に
解
決
し
得
ざ
る
も
の
は
其
の
性
質

の
如
何
を
問
は
ず
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
。

故
に
當
事
國
が
相
互
に
権
利
を
争
ふ

一
切
の
問
題
が
國
際
仲
裁

々
到
叉
は
國
際
司
法
裁
判

に
付
託
せ
ら
る
＼
こ
と
は

條

文
上
疑
問
な
き
所
で
あ
る
が
、

若
し
當
事
國
の

一
方
の
み
が

共
の
紛
争

の
性
質
を

孚
ふ
こ
と
あ
る
場
合

に
は
、

如
何
に
決
定
す
べ
き

で
あ
る
か
。

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は

西
部
協
定
第
三
條
が
総

て
の
法
律
的
問
題
を
裁
判

官

の
裁
判

活

動
に
付
託
し
て
ゐ
る
以
上
、

同
條

は
最
早
其
の
問
題
が

一
の

「
裁
判
に
適
す
る
事
項
」
G
e
r
i
c
h
t
s
f
h
i
g
e
 
A
n
g
e
l
-

e
g
e
n
h
e
i
t
"

に
属
す
る
か
否
か
を
紛
争

當
事
國
の
到
断
に
委
す
る
も
の
で
は
な

い
と
論
じ

て
ゐ
る
が

(七
十
一
)、
當
事

國
の

一
方
が
権
利
を
主
張
し
他
の

一
方
が
之
を
孚
ふ
場
合

は
必
ず
し
も
自
國
の
権
利
を
主
張
す
る
場
合

と
同

噌
で
は

な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
自
國

の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
な
く

し
て
而
も
共

の
問
題
の
政
治
的
紛
争

た
る
こ
と
を
主
張

す
る
場
合
は
互
に
権
利
を
孚
ぷ
場
合
に
入
ら
ざ
る
も
の
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

臓
。
故
に
此
の
場
合

は
、
所
謂
法
律

的
紛
争

の
範
疇

に
属

す
る
こ
と
な
く

「
共
の
他
の

一
切
の
問
題

」
に
入
る
も
の
と
認
む
る
外
は
な

い
。
其

の
結
果
と

し
で
斯
か
る
紛
争

に
關
し
て
は
、
調
停
手
續

が
適
用

せ
ら
る
＼
こ
と
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
。
問
題

は
自
動
的
に
解

安
全
保
障
の
地
域
的
橘
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
醗

二
四
七
)

六
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
四
八
)

六
六

決
せ
ら
る
＼
可
能
性

を
有

す
る
が
、
而
も
複
雑
な
る
事
態
を
呈
す
る
具
膿
的
場
合

に
當

つ
て
は
困
難
を
呈
す
る
こ
と

を
冤
れ
な

い
で
あ
ら
う
。
故
に
其
の
紛
争

の
種
類
、
性
質
に
關

し
て
疑
問
叉
は
孚
の
生
じ
た
る
場
合

に
は
、
此

の
先

決
問
題
を
も
同
様

に
仲
裁
々
判
に
依
つ
て
決
定
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
の
は
、
極
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
ロ
カ
ル

ノ
.

諸
仲
裁
々
到
條
約

は
共

の
原
型
と
し
て
大
戦
以
後
の
講
仲
裁

々
到
條
約
に
範
を
取

つ
た
に
竜
拘
ら
ず
、
此
の
黙
に
關

し
て
何
等
明
白
な

る
規
定
を
も
設
け
な
か
つ
た

こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
特
に

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
の
正
當
に
指
摘
し
た
る
如

く

(
七
十
二
)、

最
初
に
調
停
手
續

を
規
定
し
第

二
次
的
に
仲
裁

々
到
條
約
手
續

に
依
ら
し
む
る
方
法
と
、

仲
裁

々
鋼

條
約
を
原
則
と
し
て
只
だ
例
外

の
場
合
に
調
停
手
續

に
依
ら
し

む
る
方
法
と
の
問
に
は
、
安
全
保
障
機
構
の
磯
展

の

見

地
よ
う
論
じ
て
大
な

る
差
異
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
七
十

一
)
S
t
r
u
p
p
.
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
9
3
.

(
七
十

二
)
S
t
r
u
p
p
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
9
2
.

上
述
せ

る
獨
逸
國

、
瑞
西
國
間

の
仲
裁
裁

判
及
び
調
停
條
約
に
從

へ
ば
、
其

の
第

二
條

及
び
第

四
條

の
関
係

上

、
仲
裁
裁

判
手
續

に
重

き
を
置
か
う
と
し
て
ゐ
る
意
向

が
認

め
ら
れ
る
。

勿
論
同
條
約
第

一
條
に
於

て
は
、
締
約
國

に
相
互
間

の
発
生

し
た

る

総

べ
て

の
種
類

の
紛
争
に
し

て
適
當

な
る
期
間
内
に
外
交

的
に
手
段
に
依

っ
て
解
決

し
難

き
も
の
に
關
し
て
は

本
條
約

の
基
準
に
從

ひ
仲
裁
裁
判

手
續

叉
は
調
停
手
續

に
付
託
す
べ
き

こ
と
を
約

す
と
規
定

し
て
ゐ
る
関
係

上
、

鐸

一
的
に

二
者

の
敦

れ
か
穿
作
用
す

る
如
く
思
惟

せ
ら

る
、
が
、

抗
議

の
性
質
及

ひ
之
を
決
定

す
る
に
就

い
て
更
に
仲
裁
裁
判
手
續

を
豫
想
し

て
ゐ
る
鮎

よ
り
考
察
す
れ
ば
、

同
條
約

に
於

て
仲
裁
裁
判
に
訴

へ
む

と
す
る
主
義

は
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

に
於
け

る
よ
り
も
張
く
現
れ

て
ゐ
る
と
云

ひ
得

る
。
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

に
於

て
は
、

二
者

は
各

平
等

に
区
別
せ

ら
れ
、
而
竜
法
律

的
紛

争
に
關

し
て
も
先
づ
調
停

に
依

る
べ
き

こ
と
を
規
定

し
て
居
り
、

其

の
仲
裁
裁
判
性

は
前

の
濁
、
瑞
問

の
仲
裁
裁
判

條
約



に
比
し

て
遙

か
に
弱

い
の
で
あ

る
。

こ
の
貼
と
、
後
述

す
べ
き
其

の
制
裁

規
定

の
強
大

な
る

こ
と

、
は
、
寧
ろ
奇
異

な
る
対
照

を
な
し

て
ゐ

る
と

評
す
ぺ
き
で
あ
る
。

ロ
カ
ル

ノ
諸
仲
裁

々
到
條
約
に
於
け
る
國
際
紛
争

の
卒
和
的
処
理

方
法
の
特
徴

の

一
は
、
假
腱
置
を
認

め
尤
こ
と

で
あ
る
。
之
は

一
方
に
於

て
紛
争

の
解
決
に
積
極
的
に
努
力
す
る
と
共
に
、
他
の

一
方
に
於
て
は
紛
争
の
悪
化
す
る

こ
と
を
避
け
む
と
す
る
目
的
を
以

つ
て
規
定
せ
ら
る
＼

一
時
的
手
段
で
あ
る
。
而
し
て
其

の
主
体

尤
る
も
の
は
場
合

に
依
う
て
異
う
、
四
あ
る
。

(
一
)
調
停
委
員
會

(
二
)
仲
裁

々
判
所

(
三
)
常
設
仲
裁

々
到
所

(
四
)
國
際
聯
盟

理
事
會
之
で
あ
る
。
條
約

の
規
定
に
從

へ
ば
、

一
切
の
場
合

特
に
當
事
國
の
意
見

一
致
せ
ざ
る
問
題
が
既
に
爲

さ
れ

叉
は
將
に
な
さ
れ

む
と
す
る
行
爲

よ
う
生
ず

る
も
の
な
る
場
合
に
は
、
調
停
委
員
會
、
叉
若

し
も
同
委
員
會
が
付
託

を
受
け
ざ
る
場
合
に
は
仲
裁
々
到
所
若
く
は
常
設
國
際
司
法
裁
判

所
は

(
同
裁
判

所
規
程
第
四

一
條
に
依
る
)
如
何

な

る
假
措
置
を
執

る
べ
き
か
を
成

る
べ
く
速
に
指
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
叉
國
際
聯
盟
理
事
會
が
問
題
を
付
託
せ

ら
れ
カ
る
場
合
に
は
、

理
事
會
に
於
て
適
當
な
る
假
措
置
を
同
様

に
提
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

而
し
て
獨
逸

國

及
び
白
耳
義
國

の
政
府

は

(
一
)
右
の
假
措
置
を
遵
守
す
る
こ
と

(
二
)
調
停
委
員
會

叉
は
國
際
聯
盟
理
事
會

の
決

定
の
履
行
叉
は
之
に
依
り
提
議

せ
ら
る
＼
協
定
に
有
害
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
處

あ
る

一
切
の
措
置
を
執
ら
ざ

る
こ
と

及
び

(
三
)

一
般
に
紛
争

を
激
成
し
、
叉
は
接
大
す
る
處
あ

る

一
切
の
性
質
の
行
爲
を
爲
さ

団
る
こ
と
を
約
束
し
て

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
輩

二
四
九
)

六
七



安
全
保

障
の
地
域
的
桃
【定

(
大
灘
↓

(値
犀五
兼
田

第

二
肇

二
玉
0
)

繭ハ
凡

ゐ

る

の

で

あ

る

(
七
十

三
)。

(
七
十

三
)
A
r
t
.
 
1
9
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
A
r
b
i
t
r
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
1
'
A
l
l
e
r
e
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
,
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
1
 
z
.

假
措
置
の
手
續

は
決
し
て
ロ
カ
ル

の

諸
仲
裁
裁
鋼
條
約

の
み
に
固
有
な
も

の
で
は
な

い

(
七
十
四
)。

且
つ
そ
れ
は

國
際
法

の
紛
争
解
決
に
關
し
て
の
み
考

へ
ら
る
＼
所
で
は
な
く
、
國
内
法
に
於
け
る
訴
訟
手
續

に
關
し
て
も
亦
重
要

な
る
意
義
を
有
す
る
問
題
で
あ
る
。
且
つ
此
の
こ
と
は
國
際
紛
争

に
關
し

て
も
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
以
外
の
條
約
に

依

つ
て
も
豫
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
加
之
、
其

の
假
措
置

の
主
膿
に
就

い
て
見
れ
ば
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
仲
裁

裁
判
條
約
の

み
に
依
る
政
治
的
機
關
と
法
律
的
機
關
と
が
豫
想
せ
ら
れ

て
居
め
、
從
つ
て
其
の
假
措
置

の
性
質
に
關
し

て
も
亦

、

政
治
的
假
措
置
と
法
律
的
乃
至
司
法
的
假
措
置
と
を
豫
想
し
得
る
。
其

の
執
れ
た
る
を
問
は
ず
、
此
等
の
假
措
置
は

紛
争

の
確
定
的
解
決
に
至

る
前
段
階
に
於

て
其

の
準
備
を
爲
し
、
將
來
に
於
け
る
確
定
的
法
律
的
状
態

の
成
立
を
許

容
し
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
其

の
政
治
的
な
る
も
の
と
法
律

的
な
る
も
の
と
に
依
つ
て
態
様

は
異
る
が
、
目
的
と
す
る
所
に
は
共
逼
の
要
素
が
存
在
す
る
。
こ
れ

は

一
方
に
於

て
は
紛
争

の
政
治
的
若
く
は
法
律

的

の
解
決
を
可
能
に
す
る
た
め
、
必
要
な
る
準
備
的
措
置
を
提
供
す
る
と
共
に
、
他
の

一
方
に
於

て
事
態

の
悪
化

に

依
つ
て
紛
争

が
職
事
に
ま
で
導

か
る
㌧
こ
と
を
防
止
せ
む
と
す
る
目
的
を
有
す
る
も

の
で
あ
る

(七
十
五
)。

(
七
十
四
)
假
措
置
は
國
内
司
法
機
關
に
依
つ
て
も
行
は
る
Σ
と
共
に
、
國
際
司
法
機
開
に
依
つ
て
も
行
は
る
」
庚
で
あ
る
。
國
際
司
法
機
開
に
依



る
場
合

に
於

て
は
一國
際
紛
争

の
法
施鐸
的
解
決
を

可
能
に
す
る
昼
桝
め
考
一慮
撒が
充
分
に
魏
「は
る
蕊
と
共
に
、

防

止
的
撚欝
畳
一と
し

で
は
轍蟹
肇

の
瓢
署
瓢
ナ

る

こ
と
を
阻
止
す
べ
き
機
能
を
有
す

る
。

故
に
此

の
鮎

に
於

て
は
、
政
治
的
紛

争
に
対
す

る
と
法
律
的
紛

璽
た
対
す

る
と
に
依

つ
て
差
異

は
存
在

し

な

い
の
で
あ

る
。

(
七
十

五
)

學
者

に
依

つ
て
は
此
等

の
假
措
置
中
主
と
し

て
司
法

的
解
決
、

仲
裁
裁
判
及
び
謎
停

に
關

す
る
傑
約
に
於

て
豫
想
ぜ
ら
る
」
も

の
に
封

し

て
二
重

の
目
的
、
機

能
を
認

め
む
と
す
る
者

が
あ
る
。
彼
等
に
從

へ
ば
、
法
律
的
假
措
置
、
欧
沿
的
假
措
置

の
外

に
稽

々
其

の
申
問

の
地
位

を
占

む
る
性
質

の
假
措
置

が
存
在

し
、

そ
れ
ら
は
政
治
的
紛
争

で
な
く
、
寧
ろ
其

の
性
質

の
技
術

的
な
る
國
際
紛
璽
に
対
し

て
法
待
的
解
決
を
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
、

他

の

一
方

に
於

て
戦
争

の
危
険

を
避
け
武
力
に
依
る
紛
争
を
回

避
せ
む
と
す

る
目
的
を
有

す
る
も
の
と
主
張
せ
ら
れ

る
。 P

a
u
l
 
G
u
g
g
e
n
h
e
i
m
,
 
L
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
t
 
l
e
u
r
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
 
 
d
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t

d
e
s
 
g
e
n
s
,
 
1
9
3
1
,
 
 
p
.
 
1
6
 
e
t
 
6
3
 
S
u
i
v
.

然
し
此
の
第

三
の
中
間

的
性
質

の
假
措
置
に
対
し

て
の
み
二
重

の
目
的
を
認
め
む
と
す
る
の
は
、
狭

き
に

失
す
る
。
將
來

の
紛
争

の
悪
化
に
対
す

る
防
止
的
干
渉

と
し

て
の
機

能
と
現
在

の
國
際
紛
争

を
確
定

的
に
解
決

す
る
こ
と
を

準
備
し
可
能
に
せ
む

と
す

る
配
慮

は
、
國
際
紛
争

の
総

て
の
假
措

置
に
共
通
不
鮎
で
あ
る
と
云
ひ
得

る
か
ら
で
あ

る
。

要
す
る
に
茉
因
協
定
は
消
極
的
積
極
的
の
二
方
面

よ
め
西
部
欧
羅
巴
に
於
け
る
秩
序

の
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
に

關
し
て
種

々
の
保
障
方
法
を
設
定
も
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ウ
、
且

つ
其

の
提
供
す
る
諸
の
保
障
方
法
は
諸
仲
裁
裁
判
條

約

及
び
相
互
保
障
條
約
と
關
聯

し
て
、

合
禮
と
し
て

統

一
あ

る
独
立

の
安
全
保
障
機
構
を
組
織
し
て

ゐ
る
の
で
あ

る
。

(
三
)

安
全
保
障
機
構
に
於
け
る
其

の
地
位

安
全
傑
障
の
地
耀
的
櫨
定

(大
濠
)

(箏
蕊
魯

纂
二
饗

二
箕
嘱
》

六
九



安
全
保
障
の
地
域
的
協
,定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
五
二
)

七
〇

ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
中
莱
因

協
定
と
仲
裁
裁
判
條
約
と
が
如
何
な
る
内
容
を
有
す

る
か
は
、
上
述
ぜ
る
所
に
依

つ
て

略
明
瞭
と
な

つ
π
。
今
我
々
は
安
全
保
障

の
此
の
地
域
的
協
定
が
欧
羅
巴
を
中
心
と
す
る
全
安
全
保
障
機
構
の
上
に

如
何
な
る
法
律
的
意
義
を
占

む
る
か
の
問
題
を
槍
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

臓
。

第

一
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
此
等
の
諸
條
約
が
相
互
に
密
接
な
る
關
聯
を
有
し
て
特
定
國
家
問
に
統

一
的
保
障

機
構
を
構
成
し
て
ゐ
る
黙

で
あ

る
。
特
に
李
和
的
紛
事
解
決
方
法
の
相
互
間
に
有
機
的
關
聯

を
有

せ
し
め
カ
る
こ
と

は
、
其

の
付
託
に
關
す
る
義
務
的
性
質

の
承
認
と
共
に
、
著
し
き
特
徴
を
爲
す
も

の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

澱
。
そ

れ
は
從
來
の
多
く
の
安
全
保
障
條
約
、
特
に
國
際
聯
盟
と
共
遮

の
原
則
を
有
す
る
と
共
に
、
共

の
特
殊
な
る
地
方
的

協
定
に
適

切
な
る

他

の
諸
原
則

の
上
に

結
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

其

の
共
蓮
な
る
も
の
に
關
し
て
論
ず
れ
ば
、

先
づ

(
一
)
豫

め
國
際
紛
争

の
李
和
的
解
決
に
努
力
す
る
こ
と
な
し
に

直
ち
に
戦
争

に
訴
玄
る
こ
と
を

禁
止
し
π
る
黙
に

於

て
、
叉

(
二
)
卒
和
的
紛
争
処
理

の
方
法
と
し
て
其
の
政
治
的
な

る
も
の
に
対
し

て
は
調
停
的
方
法
を
、
其
の
法

律
的
な

る
も
の
に
対
し

て
は
仲
裁
裁
判
及
び
司
法
裁
判

の
二
を
包
含
す
る
國
際
裁
判

の
方
法
を
探
用
し
カ
る
こ
と
之

で
あ
る
。
且
つ
其
の
軌
れ
か

一
に
櫨

る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
と
共
に
、
調
停
的
方
法
に
關
し
て
も
亦
軍
に
調
停
委

員
會
の
み
の
努
力
に
委
す
る
こ
と
な
く
、
其

の
失
敗
に
終
う
π
る
場
合

に
於

て
は
更
に
之
を
國
際
聯
盟
理
事
會
の
調

停
に
付
託

せ
し
む
る
義
務
を
設
定
し

(
七
+
六
)、

之
に
依

つ
て
國
際
紛
争

に
鍔
し
て

常
に
何
等
か
の
國
際
的
機
關
が



其
の
平
和
的
解
決
に
努
力
す
る
の
方
法
を
講
じ
て
ゐ
る
黙

は
、
特
に
共
の
著
し
き
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

然

る
に
其
の
特
有
な
る
原
則
と
し
て
更
に
顯
著
な

る
も
の
は
、
仲
裁
裁
判
に
対
す

る
義
務
的
性
質
を
認

め
た
こ
と
で

あ
る
。
之
に
依

つ
て
海
牙
第

一
回
會
議
以
來
努
力

せ
ら
れ
た
る
義
務
的
仲
裁
裁
判

の
制
度

は
、
ロ
カ
ル

ノ
に
於
て
先

づ
凋
、
佛
、
白
三
國
問

の
紛
争

に
關
し
、
次

い
で
四
個

の
仲
裁
裁
判

條
約
に
依

つ
て
二
邊
的
條
約
と
し
て
思
は
あ

る

が
、
波
蘭
、

チ

エ
ッ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
両
国
を
も
加

へ
て

採
用

せ
ら

る
＼
に
至

つ
た
の
で
あ
る

(
七
+
七
)。
而
し
て
實

に
此

の
黙
に
、
安
全
保
障
法
上
に
於
け
る
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
最
も
重
要
な

る
建
設
的
意
義
を
認

む
る
こ
と
を
得
る

の
で
あ

る
。

(
七
十
六
)
A
r
t
.
 
3
.
 
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
.
 
A
r
t
.
 
I
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
 
A
r
b
i
t
r
a
g
e

e
t
c
.
 
p
.
 
3
0
4
.

(
七
十
七
 
A
r
t
.
 
3
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
.

第
二
に
注
意
す
べ
き

こ
と
は
、
上
述
せ
る
莱
困
協
定
及
び
四
個

の
仲
裁

々
判
條
約

の
外
に
佛
蘭
西
、
波
蘭
國
問
及

び
佛
蘭
西
國

、
チ

エ
ッ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
國
間
に
各
相
互
援
助
を
目
的
と
す
る
保
障
條
約
が
締
結

せ
ら
れ
、
此
の
局
地

的
協
定
に
依

つ
て
同
じ
く
ロ
カ
ル

ノ
平
和
機
構
を
輩
化
す
る
こ
と
に
協
同
し
て
ゐ
る
黙

で
あ

る
。
右
の
中
佛
蘭
西
國

及
び
波
蘭
國
間
の
條
約
は
、

一
般
平
和
維
持
の
爲

め
ロ
カ
ル

ノ
に
於
て
締
結
せ
ら
れ
た
條
約
上
の
約
束
を
誠
實
に
遵

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
五
三
)

七
一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
答

第
二
號

二
五
四
)

七
二

守
す
る
こ
と
に
依
う
欧
羅
巴
を
し
て
戦
争

よ
う
免
れ
し
む
る
こ
と
を
均
し
く
希
望
し
、
國
際
聯
盟
規
約
及
び
両
国

問

の
現
存
條
約
の
範
囲

内
に
於
て
締
結

せ
ら

る
＼
條
約
に
依
う
右
の
約
束
の
利
益

を
相
互
に
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(七
十
八
)。

(
七
十
八
)
P
r
e
a
m
b
u
l
e
,
 
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
 
e
t
 
l
a
 
P
o
l
o
g
n
e
,
 
f
a
i
t
 
a
 
L
o
c
a
r
n
o
,
 
l
e
 
1
6
 
O
c
t
o
b
r
e
 
1
9
2
5
.

l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
5
4
.

.

其

の
援
助
義
務

は

一
般
平
和
の
維
持
の
爲

め
佛
蘭
西
國
及
び
波
蘭
國
と
獨
逸

國
と
の
問
に

一
九
二
五
年

一
〇
月

一

六

日
に
成
立
し
た
る
約
束
の
違
反
に
依
う
、
波
蘭
國
叉
は
佛
蘭
西
國
が
損
害
を
被

る
こ
と
あ
る
べ
き
場
合

に
於
て
、

若

し
も
右
の
違
反
が
挑
登

せ
ら
れ
ざ
る
兵
力
使
用

を
件
ふ
と
き
は
、
佛
蘭
西
國
叉
は
波
蘭
國
は
國
際
聯
盟
規
約
第

一

六
條
の
適
用
に
依
ム
夫
々
直
ち
に
救
援
を
與
ふ
べ
き

こ
と
を
約
束
し
て
ゐ
る

(七
十
九
)
黙

よ
う
登
生
す
る
。
而
し
て

國
際
聯
盟
理
事
會
が
前
記
の
約
束
に
基
き
付
託

せ
ら
れ
た
る
問
題
を
処
理

す
る
に
當
う
、
理
事
會
の
報
告
書
が
紛
争

當
事
國
の
代
表
者
を
除
き
た
る
他

の
聯
盟
理
事
會
員
全
部

の
同
意
を
得

る
こ
と
能
は
ざ
り
し
場
合

に
於

て
、
波
蘭
國

又
は
佛
蘭
西
國
が
自
ら
挑
登
す
る
こ
と
な
く

し
て
攻
撃
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
.
佛
蘭
西
國
叉
は
波
蘭
國
は
國
際
聯
盟

規
約
第

一
五
條
第
七
項

の
適
用
に
依
う
夫
々
直
ち
に
救
援
を
與
ふ
る
義
務
を
有
す
る

(
八
+
)。

(
七
十

九
)
A
r
t
.
 
1
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
F
r
a
u
c
e
 
e
t
 
l
a
 
P
o
l
o
g
n
e
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
5
4
.



(
八
十
)
A
r
t
.
 
I
.
 
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
 
e
t
 
l
a
 
P
o
l
o
g
n
e
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
5
4
.

佛
蘭
西
國
と

チ

エ
。
コ
・
ス

ロ
ヴ
キ
ァ
画
と
の
問
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
條
約
も
亦
同

一
内
容

の
義
務
を
規
定
し
、
且

つ
國
際
聯
盟
國
と
し
て
の
締
約
國

の
権
利
及
び
義
務
に
何
等

の
影
響
を
及
ぼ
さ

讐
る
べ
く
、
且

つ
世
界
の
平
和
を
有

敷
に
保
全
す
る
に
適
當
な
る
措
置
を
執
る
の
國
際
聯
盟

の
任
務
を
制
限
す
る
も
の
と
解
釈

せ
ら
れ
な

い
こ
と
を
明
言

し
て
ゐ
る

穴

十
一
)Q

(
八
十

一
)
A
r
t
.
 
2
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
 
e
t
 
l
a
 
T
c
h
e
c
o
s
l
o
v
a
q
u
i
e
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
6
2
.

第
三
に
注
意
す
べ
き
黙

は
、
其

の
國
際
聯
盟
に
対
す

る
関
係

で
あ
る
。
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
が
國
際
聯
盟
規
約
と
密

接
な

る
關
聯

に
立
つ
こ
と
は
、
ロ
カ
ル

ノ
會
議

の
最
終
議
定
書

及
び
莱
因

協
定
の
前
文
に
徴
す
る
も
明
瞭

で
あ

る
。

特
に
関
係

署
名
國
に
対
し

て
國
際
聯
盟
規
約
及
び
右
諸
國
問

の
現
行
諸
條
約
の
範
囲

内
に
於
け
る
補
充
的
保
障
を
提

供

せ
む
と
す
る
意
圖
は
、
其

の
講
平
和
機
構
の
輩
化
の
方
法

の
中
に
強
く
指
示
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
莱
因

協
定

は
共

の

第
六
條
に
於
て
、

本
條
約
の
規
定

は
ヴ
証
ル
サ
イ

ユ
條
約
及
び

其
の
補
充
的
協
定

(
一
九
二
四
年
八
月
三
〇
日
倫
敦

に
於

て
署
名

せ
ら
れ
た
る
協
定
を
含

む
)
に
基
く
締
約
國
の
権
利
及
び
義
務

に
影
響
を
及
ぼ
さ

里
る
も
の
と
規
定
し

て
ゐ
る

(八
十
二
)。

且
つ
平
和
維
持
の
確
保
を
目
的
と
し
國
際
聯
盟
規
約
に
合
致
す
る
同
條
約
は
、

世
界

の
平
和
を

有
敷
に
保

登
す
る
爲
め
適
當
な
る
措
置
を
執

る
の
國
際
聯
盟
の
任
務
を
制
限
す
る
も
の
と
解
釈

せ
ら
る
＼
Z
と
を
得

安
杢
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
五
竃
)

七
三



安
全
保
障
の
地
域
的
橘
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
五
六
)

七
四

ざ
る
旨
を
宣
明
し
て
ゐ
る

(
八
十
三
)
。

故
に
同
條
約
の
特
殊
的
保
障
た
る
と

共
に
共

の
補
充
的
保
障
規
定

た
る
性
質

は
強
く
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
八
十
二
)

〉
A
r
t
.
 
6
.
 
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
e
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
4
.

(
八
十
三
)

〉
A
r
t
.
 
7
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
a
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
4
.

ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
に
於
て
最
も
重
要
な

る
黙
は
、

一
般
的
條
約

の
形
式

に
於

て
は
容
易
に
實

現
し
難
き
所
を
地
方

的
協
定
と
し
て
局
地
的
に
實
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
普
遍
的
仲
裁
裁
判

に
於

て

一
般
的
に
総

て
の
國
家

に
対
し

て
同
様

の
義
務
を
負
憺

す
る
こ
と
を
欲
し
な

い
國
家

の
存
在
す
る
こ
と
は
、
無
視

せ
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
重
要
な
事

實

で
あ

る
。

此
の
こ
と
は
、

ヂ
ュ
ネ
ー

ヴ
議
定
書
成
立
の
前
後
に
於

て
或

る
國
家
特
に
英
吉
利
國

の
執

つ
た
態
度

に

徴
す
る
も
、
明
か
で
あ
る
。
元
よ
う
國
際
紛
争

の
機
生
し
た
る
場
合

に
於

て
過
去
の
諸
條
約
に
共
逓
な
る
原
則
は
、

紛
争

を
仲
裁
裁
判

に
訴

へ
ざ
る
場
合

に
は
強
力
に
訴
ふ
る
こ
と
を
許
容
し
、
其
の
際
に
國
家

の
爲
し
得
る
選
択

は
専

ら
仲
裁
裁
判

か
強
力
か
の
黙
に
關
し
て
行
は
れ
た
。
然

る
に
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
に
於

て
は
、
或

は
仲
裁
裁
判
叉
は
司

法
裁
判

に
訴
ふ
る
か
、
或
は
調
停
方
法
に
訴
ふ
る
か
、
勃
れ

か
の
方
法
に
訴

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
義
務
が
確
立
し

た
の
で
あ
る
。
從

つ
て
其
の
選
択

は
、
最
早
平
和
的
方
法
に
訴

ふ
る
か
武
力
的
方
法
に
訴
ふ
る
か
の
黙
に
於
て
成
立

す
る
の
で
は
な
く
、
歎
個

の
平
和
的
方
法
の
間
に
於
て
爲
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
此

の
黙
に
於
て
成
立



し
π
る
義
務
的
付
託

の
法
律
制
度

は
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の

最
も
重
要
な
る

成
果
に
屍
す

る
と

評
し
得
る
で
あ
ら

う
。
國
際
紛
争

の
登
生
し
禿
る
場
合

に
於
て
、
之
を
亭
和
的
方
法
に
依
つ
て
の
み
処
理

す
べ
き
義
務
を
先

づ
承
認
し

次

い
で
其
の
紛
争

が
法
律
的
性
質
を
有
す
る
と
否
と
に
從
つ
て
、
或
は
之
を
國
際
仲
裁
裁
判

若
く
は
司
法
裁
判

に
付

託
す
る
か
、
或
は
調
停
委
員
會

乃
至
國
際
聯
盟
理
事
會

の
調
停
に
付
託
す
る
か
の
敦
れ
か
の
義
務
を
承
認
し
、
斯
く

し
て
総
て
の
國
際
紛
争

に
対
し

て
李
和
的
処
理

方
法
を
適
用
す
べ
き
原
則
を
確
立
し
カ
の
で
あ
る
。
加
之
、
領
域
上

の
現
状
維
持

の
義
務

の
爲

め
に
積
極
的
消
極
的
に
協
同
す
べ
き
こ
と
を
認

め
た
る
こ
と
、
即
ち
現
状
維
持
に
關
し
て

外
交
上
、
政
治
上
必
要
な

る
行
動
に
出
つ
る
と
共
に
、
之
を
侵
害
す
べ
き
行
爲
に
出

で
ざ
る
こ
と
を
承
認

し
、
更
に

領
域
に
対
し

て

一
切
の
不
可
侵
の
義
務
を
認
め
、
此
の
義
務

の
違
反
あ
る
場
合

に
於

て
相
互
援
助
の
方
法
に
出
づ
べ

き
義
務
を
承
認
し
カ
る
こ
と
は
、
此
の
局
地
的
協
定
の
効
力

を
確
保
す
る
上
に
於
て
看
過
し
得
ざ

る
重
要
な
黙

で
あ

る
。
斯
く

の
如
く
し
て
総
て
の
義
務

は
關
聯
し

て
、
紛
争

の
平
和
的
腱
理
と
領
域
の
現
状
維
持
と
の
二
個

の
形
態
に

於
て
安
全
保
障
の
作
用
を
有
敷
に
機
揮

す
る
爲

め
に
結
合

せ
し
め
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
紛
争

が
國
内
司
法

機
關
と
の
關
聯
を
有

す
る
場
合

に
於

て
も
、
其
の
國
際
的
処
理

の
方
法
が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
黙
に
注
意

す
る
を
要
す

る
。
即
ち
仲
裁

々
到
條
約
に
於
て
は
、
若
し
紛
争

の
目
的
が
當
事
國
の

一
方

の
國
内
法
令
に
從

ひ
其

の
國
内
裁
判

所

の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
該
紛
争

は
権
限
あ
る
國
内
司
法
官
憲
に
依
る
相
當

の
期
間
内
に
爲
さ
れ

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
五
七
)

七
五



安
ム
晶保
孟障
の
地
橋噛的
一協
定

(大
浬
…)

(第
五
巻

第
二
…難

二
五
八
)

七
ゐハ

た

る
確
定
判
決

の
後

に
非
ざ
れ

ば

、
仲
裁

々
到
條

約

に
掲

ぐ

る
手
續

に

付
託

せ
ら
れ

ざ

る
も

の

と
規

定

せ
ら
れ

て

ゐ

る
の
で
あ

る

(
八
+
四
)。

(
八
十
四
)
A
r
t
.
 
3
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
 
A
r
b
i
t
r
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
 
1
'
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
c
 
l
o
c
.
 
c
i
t
,
 
p
.
 
3
0
6
.

此

の
黙
に
於

て
、
安
全
保
障
機
構

の
効
力

に
關
し

て
ロ
カ
ル

ノ
講
條
約
と
國
際
聯
盟
規
約
と
の
問
の
著
し
き
差
異

が
認

め
ら
れ
る
。
聯
盟
規
約
第

一
五
條
第
八
項
に
從

へ
ば
、
所
謂
國
内
事
項
と
目
せ
ら
る
＼
事
項
に
關
す
る
紛
争

に

対
し

て
は
、
國
際
的
機
關
の
介
入
は
全
く
排
除
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ

議
定
書
に
依
れ
ば
、此

の
黙

に
關
し
て
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
と
は
異
う
、
軍
に
之
を
理
事
會
が
審
査
し
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
。

即
ち
該
裁
判

所
又
は
聯
盟
理
事
會
に
依
ム
右
の
問
題
が
專
ら
、
該
國
の
國
内
管
轄
に
属
す
る
も

の
と
認

め
ら

る
＼
瘍

合
と
錐
も
右
の
聯
盟
理
事
會
叉
は
聯
盟
総
會
が
聯
盟
規
約
第

一
一
條
に
基
き
事
態
を
審
査
す
る
こ
と
を
妨
げ
ざ
る
も

の
と
爲
し
て
ゐ
る

(
八
+
五
)。

(
八
十
五
)
A
r
t
.
 
5
.
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
f
o
r
 
t
h
e
 
P
a
c
i
f
i
c
 
S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
p
u
t
e
s
,
 
(
L
e
a
g
u
e
 
o
f
 
N
a
t
i
o
n
s
,
 
R
e
c
o
r
d
s
 
o
f
 
t
h
e
 
F
i
f
t
h

A
s
s
e
m
b
l
y
,
 
T
e
x
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
s
,
 
P
.
 
4
9
9
.

)

ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
安
全
保
障

に
及
ぼ
す
影
響
の
中
、
其

の
調
停
に
關
し

て
附
與
し
た
る
効
力

は
注
目
に
債
す
る

も

の
を
有
す
る
。
莱
因

協
定
第
五
條
第
三
項
に
依
れ
ば
、

同
條
約
第
二
條

の
違
反
叉
は
ザ
ニ
ル
サ
イ

ユ
條
約
第
四
二



條
若
し
く
は
、
第
四
三
條

の
違
反
を
行
ふ
こ
と
な
く
し
て
而
も
、
平
和
的
処
理

方
法
に
從

ふ
こ
と
叉
は
仲
裁

々
判
若

く
は
司
法
判
決

を
履
行
す
る
こ
と
を
癒
む
場
合

に
於

て
は
、
他
方
の
當
事
國
は
之
を
國
際
聯
盟
理
事
會
に
付
託
す
る

こ
と
を
要
す
る
。
而
し
て
同
理
事
會
は
執
る
べ
き
措
置
を
提
議
す
る
こ
と
を
要
し
、
締
約
國
は
右
の
提
議

に
從

ふ
こ

と
を
要
す
る
も

の
と
せ
ら
れ

て
ゐ
る

(
八
十
六
)。

故
に
國
際
紛
争

が
特
定

の
形
態
を
呈
す
る
に

至

つ
た
場
合

に
は
當

事
國
は
共

の
紛
争

を

一
方
的
に
理
事
會
に
付
託
し
得
る
の
で
あ
う
、
且
つ
其
の
提
議
に
対
し

て
は
強
制
的
性
質
が
附

與

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
義
務
性
の
原
則
は
此
慮
に
於

て
も
著
し
く
表
面
に
表
さ
れ
て
居

う
、
或

る
意
味
に
於

て
は
聯
盟
規
約
及
び
ヂ
ュ
ネ

ー
ヴ
議
定
書
よ
う

一
歩
を
進

め
て
ゐ
る
と
称
す

る
こ
と
を
得

る
・

(
八
十

山ハ
)
A
r
t
.
 
 
5
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
e
t
c
.
 
c
i
I
.
 
p
.
 
2
9
4
.

斯

の
如
く
調
停
方
法
に
關

し
て
は
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
は
確
か
に
安
全
保
障
上
の
大
な
る
進
歩
を
爲
し
た
も

の
と
認

め
得
る
。
特
に
共
の
機
關
と
し

て
調
停
委
員
會

及
び
聯
盟
理
事
會
の
二
を
認

め
、
二
重
の
調
停
手
續

を
も
豫
想
し

て

ゐ
る
黙
は
、
政
治
的
紛
争

の
解
決
に
対
す

る
愼
重
の
用
意
を
な
す
も
の
と
稻
し
て
差
支
な

い
。
叉
法
律
的
紛
争

に
關

し
て
義
務
的
仲
裁
々
到
若
く
は
司
法
裁
判

の
制
度
が
採
用
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
劃
期
的
な
る
事
實
と
評
し
得
る
。
然

し
此
等
の
事
實
に
も
拘
ら
ず
、
安
全
保
障

の
法
律
制
度
の
確
立
の
観
点

よ
う
評
す
れ
ば

、
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
が

一
般
的

な
る
義
務
的
仲
裁

々
判
制
度
を
採
用
す
る
に
至
ら
ず
し
て
依
然
と
し
て
政
治
的
紛
争

と
法
律
的
紛
争

と
の
從
來
の
区

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
五
九
)

七
七



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
六
〇
)

七
八

別
を
承
認
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
此
等
の
條
約

の
重
大
な

る
敏
陥
と
稻
す
る
外

は
な

い
。
或

は
ロ
カ
ル

ノ
莱
因

協
定
が

攻
撃
的
戦
争

の

一
般
的
禁
止
を
行

ひ
な
が
ら
而
も
荷
ほ
第
二
條
及
び
第
四
條
の
関
係

に
於
て
戦
争

を
許
容
す
る
黙
を

目
し
て
其
の
弱
点

と
爲
す
論
者
も
存
在

す
る
が

(
八
+
七
)、

我

々
の
考
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、

寧
ろ
其
の
最
も
大
な
る

鉄
陥

は
其
処

に
は
存
し
な

い
で
國
際
紛
争

に
政
治
的
紛
争

と
法
律
的
紛
争

と
を
国
別
し
、
其

の
各
に
対
し

て
異
る
卒

和
的
腱
理
方
法
を
規
定
し
尤
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
義
務
的
仲
裁

々
到

の
制
度
を

一
般
化
す
る
こ
と
に
逡
巡
し
た
黙

に
存
す

る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

臓
。
何
と
な
れ
ば
、
此

の
制
度
を

一
般
的
條
約
と
し
て
探
用
す
る
に
就

い
て
は
今

日
の
國
際
法
団
体

の
現
實
は
之
を
許
容
す
る
爲

め
に
必
要
な
る
諸
要
素
、
特
に
其

の
中
に
於
て
最
も
重
要
に
し
て
根

本
的
な

る
相
互
信
頼

の
要
素
を
充
分
に
具
備
す
る
も
の
と
は
認
め
難

い
の
で
あ
る
か
ら
、
集
合
的
條
約
と
し
て
此
の

制
度
を
採
用
し
な

い
こ
と
に
対
し

て
は
充
分
な
る
理
由
を
認
め
得
る
。
然
る
に
ロ
カ
ル

ノ
に
於

て
は
共

の
締
約
國
は

極
め
て
限
ら
れ
て
居

り
、
特
に
攻
撃
、
侵
入
、
戦
争

の
相
互
的
禁

止
は
條
文
上
は
、
五
國
全
部
に
は
及
ば
ず
し
て
軍

に
國
境
を
接
す
る
濁
、
佛
、
白
の
三
國
に
対
し

て
の
み
認

め
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
。
故
に
此
等
三
國
問
に
毅
生

す
る
紛
争

に
關
し
て

一
般
的
義
務
的
仲
裁

々
到

の
制
度
を
探
用

す
る
こ
と
は
極

め
て
必
要
で
あ
釦
、
且

つ
望
ま
し

い

こ
と
で
あ
つ
禿
の
で
あ
る
。

且
つ
そ
れ
は
或

る
條
件

を

認
む
る
な
ら
ば
、

決
し
て
不
可
能

で
は

な
か
つ
π
の
で
あ

る
。
此

の
黙
に
於
て
狽
、
佛
、
白
を
全
く
卒
等

の
立
瘍
に
於

て
取
扱

ひ
尤
る
他

の
締
約
國
が
義
務
的
仲
裁

々
判
を
三



國
問

の
総
て
の
紛
争

に
ま

で
及
ぼ
す
こ
と
に
躊
躇
し
た

の
は
、
共
の
地
域
的
協
定
と
し
て
の
価
値

を
減
殺
し
た

こ
と

僅
少
で
は
な
か

つ
た
。
一
般
的
條
約
に
於
て
は
不
可
能
若
く
は
術
早
で
あ
る
こ
と
も
、
地
域
的
協
定
に
於

て
は
實
現
し

得

た
か
も
知
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、
そ
れ
を
試

む
る
こ
と
な
し
に
從
來

の
國
際
紛
争

の
分
類
を
共
儘
踏
襲
し
て
ゐ

る
黙
に
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
最
も
根
本
的
な
る
映
陥
が
存
在
す
る
も
の
と
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(
八
十

七
)
W
.
 
 
R
'
 
B
i
s
s
c
h
o
p
,
 
T
h
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
P
a
c
t
 
(
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
r
o
t
i
u
s
 
S
o
c
i
e
t
y
,
 
v
o
l
.
 
I
I
,
 
1
9
2
6
.
 
p
.
 
9
5
.
)

勿
論
國
際
紛
争
の
解
決
に
關
し
て
な
さ
れ
た
る
此
の
垣
別
は
、確

か
に
正
當
な
る
根
篠
を
有
し
、
一
方
的
な
る
観
点

の
み

よ
り
之
を
批
判

す
る
を
許
さ
な

い
諸
要
素
を
包
含

し
て
ゐ
る
。
特
に
國
際
法
の
登
達
の
観
点

よ
り
論
ず
れ
ば
、

所
謂
仲
裁

々
判
適
性
を
総
て
の
國
際
紛
争

に
關
し
て
認

め
む
と
す
る
努
力
は
、
必
然
に
特
殊

の
國
際
紛
争
に
対
し

て

の
み
之
を
認
め
む
と
す
る
過
程
を
経
過
し
來

つ
た
事
實

を
無
視

し
て
は
な
ら
な

い
。
特
に
豫

め
総
て
の
國
際
紛
璽
を

平
和
的
処
理

方
法
に
付
託

せ
む
と
す
る
に
當

つ
て
は
、
國
際
紛
争

中
に
仲
裁

々
判
に
適

す
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の

と
を
区
別
し
、
前
者
を
主
と
し
て
権
利
を
孚
ふ
問
題
に
限
定

し
た
こ
と
は
國
際
紛
争

平
和
的
処
理

方
法

の
登
達

の
歴

史

か
ら
考
察
す
れ
ば
、
極

め
て
自
然
で
あ

つ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

澱
。
只
だ
問
題
は
ロ
カ
ル

の
諸
條
約
が

一
方

に
於
て
紛
争

解
決
に
対
し

て
義
務
的
性
質
を
採
用
す
る
と
共
に
、
他

の

一
方
に
於
て
は
攻
撃
的
戦
争

の
存
否

の
認
定

に
關
し
て
相
當

強
大
な
る
國
際
的
槽
威

の
介
入
を
認

め
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
其

の
客
観
主
義

の
原
則
を
貫
く
黙
に

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
六
一
)

七
九



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(櫨叩
五
巷

第
二
號

二
山ハ
ニ
)

八
〇

於

て
却

つ
て
從

來

の
或

る
種
類

の
條

約

に
及
ば

な

い
映

階

を
有

す

る
こ
と

は
、
上
述

せ

る
所

に

依

つ
て
明

か

で
あ

る

(
八
十
八
)。

(八
十
八
)
A
r
t
.
 
2
 
e
t
 
4
.
 
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
.

上
述
せ
る
如
く
ロ
カ
ル
ノ
條
約
に
於
て
此
の
場
合
に
紛
争
の

性
質
の
判
噺
に
關
し
て
は
一
は
紛
争
當
事
國
が
之
を
決
す
る
こ
と
に
な
つ
て
居
り
、
獨
逸
國
、
瑞
西
國
問
の
仲
裁
裁
判
調
停
條
約
の
如
き
此
の
問

題
に
關
す
る
箏
を
國
際
仲
裁
機
闘
に
依
っ
て
決
定
せ
む
と
す
る
方
法
は
探
用
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

安
全
保
障

の
地
方
的
協
定
と
し
て
の
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
は
、
其
の
保
障
態
様
と
し

て
は
各
別
に
且

つ
共
同
に
行
動

す
る
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
然
し
其

の
中
心
を
爲

す
観
念
は
、
西
部
欧
羅
巴
の
特
定
領
域

の
現
状
維
持
及
び
共
の

不
可
侵
の
爲

め
に
最
も
利
害
関
係

の
密
接
な
る
諸
國
家

の
共
同
的
動
作
に
依

つ
て
之
を
實
現
せ
む
と
し

て
ゐ
る
黙
で

あ

る
。
そ
れ
は
輩
猫
保
障
を
も
豫
想
し
て
ゐ
る
が
、
最
も
重
要
な
黙
は
利
害
関
係

國
家

の
相
互
信
頼
及
び
尊
重

を
基

礎
と
し
て
各
國
家

の
安
全
に
対
す

る
集
合
的
保
障
の
方
法
を
組
織

せ
む
と
し
た
黙

で
あ

る
。
此
の
集
合
的
保
障
の
意

圖
は
從
前
と
錐
も
存
在
し
た
。
既
に

一
九

二
三
年
の
相
互
援

助
條
約
T
h
e
 
T
r
e
a
t
y
 
o
f
 
M
u
t
u
a
l
 
A
s
s
i
s
t
a
n
c
e

は
、各
國

家

の
安
全
を
此
の
利
害
関
係

國
の
共
同
乃
至
集
合
的
保
障

の
方
法
に
依

つ
て
確
立
し
よ
う
と
意
圖
し
た
最
も
重
要
な

る
試
み
の

一
で
あ

つ
た
。
勿
論
そ
れ
は
圭
と
し
て
當
時
の
英

國
の
普
遍
的
條
約
を
選
ば
む
と
す
る
意
向
に
依

つ
て
失

敗
に
蹄
し
た
が
、
被
侵
略
國
を
共
同
に
援
助
せ
む
と
す
る
義
務
を
認
め
た

こ
と
、
斯

か
る
援
助
を
供
與
す
る
主
要
の



方
法
と
し
て
局
地
的
條
約
及
び
同
盟
の
組
織
を
考

へ
た

こ
と
、
世
界
の
各
部
分
が

一
般
的
な
る
平
和
の
維
持
に
対
し

て
は
異

る
與
件
、状
態
を
有
す
る
が
故
に
、
安
全
保
障
方
法
の
組
織
に
關
し
て
は
劃
一

的
に
出
つ
る
こ
と
な
く
或

る
程

度
の
特
殊
的
差
別
の
方
法
を

許
容
せ
む
と
し
た

こ
と
等
に
於
て
は

(八
十
九
)、
ロ
カ
ル

ノ
條
約
に
於
け
る
と
梢
共
通

の
要
素
を
包
含
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

(
八
十
九
)
R
e
p
o
r
t
 
B
e
n
e
s
,
 
 
R
e
c
o
r
d
s
 
o
f
 
t
h
e
 
F
o
u
r
t
h
 
A
s
s
e
m
b
l
y
,
 
T
e
x
t
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
s
,
 
1
9
2
3
.
 
p
.
 
3
9
7
-
4
0
3
.

勿
論
此
の
場
合
に
考
慮
す
べ

き
こ
と
が
軍
に
地
理
的
の
條
件
の
み
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
を
要
す
る
。
其
他
に
商
業
上
政
治
上
の
利
害
関
係
を
も
充
分
考
慮
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
重
大
な
る
利
害
の
衝
突
が
豫
想
せ
ら
る
Σ
國
家
間
に
於
て
は
假
令
二
邊
的
條
約
と
し
て
穿
も
総
て
の
國
際
的
紛
璽
を
義
務
的
仲
裁

裁
判

に
付
託
せ
む
と
す
る
企
は
幾
多
の
困
難
に
遭
遇
す
る
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
は
今
此
庭
に
國
際
法
に
於
け
る
最
も
困
難
な
且

つ
最
も
重
要
な
問
題

の

一
で
あ
る
國
際
紛
争
に
關
し
て
の
分

類
、
其
の
法
律
的
紛
争
と
政
治
的
紛
争

と
の
区
別
の
問
題
に
關
し
て
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
或
は
此

の
問
題
の
経
過

に
省
み
、
且
つ
其

の
主
観
的
困
難

の
外
に
客
観
的
困
難
の
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
或

は
此
の

問
題
に
關
し
て
悲
観
的

の
態
度
を
採
う
満
足
な
る
方
法
に
依

つ
て
法
律
的
紛
争

と
政
治
的
紛
争

と
を
区
別
す
る
こ
と

は
絶
対

に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
學
者
も
存
在
す
る
(九
十
)。
然

し
假
に
其

の
区
別
を
試
み
る
と
し
て
も
、

國
際
法
の
原
則
が
之
に
適
用

せ
ら
れ
な

い
種
類

の
紛
争

は
法
律
的
紛
争

と
認
む
べ
き
で
な

い
と
簡
単

に
噺
定
し
得
る

か
否

か
は
疑
問

で
あ
る
。
適
用
し
得
な

い
と
稻
す
る
場
合
に
、
如
何
な
る
態
様
に
於
て
の
適
用
を
意
味
す
る
か

讐
明

安

全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤

)

(
静昂
五
巷

怯第
二
臨援

二
六
三
)

八

一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
六
四
)

八
二

確
に
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

訟
。
國
内
專
管
事
項
を
中
心
と
し
て
國
際
紛
争

の
登
生
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
う
、
且

つ

一
度
紛
争

が
國
際
的
意
義

を
有
す
る
に
至
れ
ば
、
國
際
法
は
之
に
關
し
て
何
等
か
の
關
聯
を
有
す
る
に
至
る
も
の

で
あ
る
。
特
に
所
謂
國
内
事
項
の
範
囲

が
國
際
法
の
発
達

と
件

つ
て
不
断
に
鍵
動
し
得
る
関
係

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

此
の
論
定
は
俄

か
に
賛
同
し
得
な

い
も
の
を
包
含
す
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

顧
。

(
九
十
)
P
h
i
l
i
p
 
M
a
r
s
h
a
l
l
,
 
L
a
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
1
9
2
5
,
 
 
p
.
 
3
7
 
e
t
 
4
1

然

し
此
の
分
類

の
不
完
全
な
る
こ
と
よ
ウ
生
ず
る
不
便
叉
は
危
険

は
、
若
し
そ
の
分
類
に
關
し
て
の
紛
争
が
何
等

か
の
客
観
的
基
準
に
從

つ
て
決
定

せ
ら
れ
得
る
と
し
た
な
ら
ば
、
相
當
の
程
度
に
於
て
緩

和
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。

例

へ
ば
之
を
仲
裁

々
到
に
依

つ
て
決
定
す
る
如
き
方
法
は
、
其
の
最
も
有
敷
な

る
も
の
＼

一
で
あ
る
。
若

し
斯
か
る

決
定

の
爲
め
の
國
際
的
機
關
な
し
と
す
れ
ば
、
何
が
法
律
的
紛
争

に
属
し
、
何
が
政
治
的
紛
争

に
属
す
る
か
の
問
題

は
、
藪
個
の
條
約
中
に
前
者
に
關
す
る
若
干

の
例
示
あ
る
事
實
に
も
拘
ら
ず
、
結
局
は
紛
争

當
事
國
の
任
意

に
之
を

決
定
す
る
こ
と
に
委

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
而
し
て
寧
ろ
此
の
黙
に
ロ
カ
ル

ノ
條
約

の
最
も
大
な
る
訣
陥
が

存
在
す
る
と
樗

し
て
差
支
な

い
で
あ
ら
う
。
國
際
紛
争

の
平
和
的
解
決
方
法
、
特
に
其
の
法
律
的
性
質
を
有
す
る
も

の
に
対
し

て
義
務
的
仲
裁

々
到

の
制
度
を
確
立
t
た
乙
と
は
、
其

の
具
膿
的
な
る
付
託
の
決
定

に
際
し
て
屡

々
無
力

に
せ
ら
れ
る
危
険

を
包
含
し
て
ゐ
る
。
蓋
し
総
ら
ゆ
る
善
意
を
以
つ
て
し
て
も
此
の
区
別
の
蔵
然
た
る
限
界
を
劃
し



得
な

い
こ
と
は
、
総

て
の
政
治
的
紛
争

が
其

の

一
部
分
に
法
律
的
形
象
を
有
し
、
叉
総

て
の
法
律
的
紛
争

が
同
時
に

政
治
的
意
義
を
有
す
る
事
實
に
依

つ
て
明
か
に
示

さ
れ

て
ゐ
る
。
故
に
領
域
に
關
す
る
現
状
維
持
及
び
不
可
侵
の
義

務

を
忠
實
、
且

つ
有
敷
に
履
行
す
る
こ
と
を
欲
す
る
以
上

は
、
此
の
黙
に
於

て

一
歩
を
進
め
て
総
て
の
紛
争
に
対
す

る
義
務
的
仲
裁

々
到

の
制
度

の
確
立
に
努
力
す
べ
き

で
あ

つ
た
。
故
に
ロ
カ
ル

ノ
條
約
が
後
述
す
る
制
裁
規
定
の
強

大
な

る
も
の
を
認

め
て
ゐ
る
事
實

と
対
比

す
れ
ば
、
此

の
平
和
的
紛
争

解
決
方
法
に
於
け
る
此
の
逡
巡
は
理
解
し
難

き
所

で
あ

る

(九
十
一
)。

(
九
十
一
)
義
務
的
仲
裁
裁
判
の
原
則
は
終
始
一
貫
し
て
支
持
せ
ら
る
、
こ
と
を
得
な
い
形
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
荷
ほ
國
際
紛
争
に
於
け
る
分
類
の

問
題
に
關
し
て
は
M
i
r
o
s
l
a
s
 
G
o
n
s
i
r
o
w
s
k
i
,
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
a
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
c
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
a
c
i
f
i
c
 
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
-

a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
p
u
t
e
s
 
(
T
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
L
a
w
,
 
v
o
l
 
2
7
.
 
1
9
3
3
.
 
p
.
 
 
4
7
o
0

参
照
。

斯
く

の
如
く
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

は
共

の
保
障
機
構
の
或
る
部
分
に
關
し
て
は
從
前

の
諸
安
全
保
障
條
約
に
比
し

て

進
歩
し
た
る
原
則
を
採
用

し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
他

の
部
分
に
於

て
は
寧
ろ
之
に
及
ば
ざ
る
制
度
を
も
採
用
し

て

ゐ
る
。
此

の

一
見
矛
盾
す
る
が
如
き
結
果
は
然
ら
ば
何
に
原
因
す
る
の
で
あ
る
か
。
當
時
の
複
雑
な

る
國
際
政
局

の

諸
事
情
が
之
に
影
響
し
た

こ
と
は
否
定
し
難

い
。
然
し
其

の
最
大
の
原
因
は
、
保
障
要
素

の
道
徳
的
方
面
と
實
質
的

方
面
と
の
結
合
が
完
全
に
行
は
れ
難
か

つ
た
黙
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
我
々
の
考
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、
其

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第
五
巷

第
二
號

二
六
五
)

八
三



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
六
六
)

八
四

の
設
定
し
π
る
安
全
保
障
の
相
互
的
信
頼

叉
は
尊
重

の
観
念
が
、
保
障
を
制
裁
的
形
態
に
於
て
組
織
せ
む
と
す
る
相

反
す
る
観
念
に
依

つ
て
充
分
有
敷
に
作
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ

て
ゐ
る
黙
に
、
其

の
根
本
的
歓
陥
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(
四
)

保
障
方
法
と
制
裁

の
問
題

國
際
法
團
體

に
於
け
る
諸
國
家
の
安
全

の
保
障
に
關
し
て
は
、

一
般
的
條
約
及
び
多
く
の
特
殊
的
條
約
に
依

つ
て

其

の
機
構
が
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
。
而
し
て
共
等
に
共
通
な
る
観
念
は
、
相
互
的
保
護
乃
至
相
互
的
援
助
を
特
定
國
家

の
単
独

な
る
責
任
と
す
る
こ
と
な
く
、締
約
國
の
土
ハ通
的
叉
は
集
合
的
責
任
と
し
て
之
を
條
約
化
し
力
黙
に
存
す
る
。

例

へ
ば
國
際
聯
盟
規
約
に
就

い
て
見
る
も
、
第

一
一
條
、
第

二

一條
、
第

=
二
條
、
第

一
五
條
は
各
其
の
特
殊

の
態

様

に
於
て
此
の
保
障
を
實
現
す
る
こ
と
に
努

め
て
ゐ
る
。
而
し

て
ロ
カ
ル
ノ

諸
條
約
に
於
て
は
此
の
集
合
的
保
障
の

義
務
は
、
共
同
責
任
の
問
題
を
制
裁

の
形
態
に
於

て
輩
化
す
る
こ
と
に
依

つ
て
實
現
せ
む
と
努

め
て
ゐ
る
。
而
し
て

此

の
黙
に

.
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
特
に
其
の
莱
因

協
定
に
於
け
る
制
裁
の
問
題
が
展
開
す
る
の
で
あ
る

(九
+
二
)。

(九
十
二
)
國
際
法
に
於
け
る
制
裁
の
問
題
は
、
仲
裁
裁
判
及
び
司
法
裁
判
を
包
含
す
る
國
際
紛
争
の
李
和
的
虚
理
の
問
題
と
共
に
、
今
日
蚊
び
に

將
來
に
於
け
る
其
の
最
も
重
要
な
る
主
題
の
一
を
構
成
す
る
。
而
し
て
問
題
は
、
適
用
せ
ら
る
べ
き
國
際
法
の
範
囲
の
確
定
と
、
之
を
適
用
す
べ



き
機
關
の
組
織
と
の
二
個
の
方
面
よ
る
攻
究
せ
ら
る
」
こ
と
を
要
す
る
困
難
な
も
の
に
馬
す
る
。

ロ
カ
ル
ノ
莱
因

協
定
が
採
用
し
た
る
制
裁
の
態
様
は
、

大
膿
二
個
に
分
た
れ

る
。

一
は
自
助
的
手
段
に
依
る
制

裁
の
適
用
で
あ
り
、
之
は
特
別
な

る
緊
急

の
事
態
に
於

て
の
み
許
容
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
他

の

一
は
國
際
聯
盟
理
事
會

の
認
定
を
基
礎
と
し
て
行
は
る
＼
相
互
援
助
の
方
法
に
依
る
制
裁

で
あ

る
。
其

の
中

正
當
防
衛

の
梅
利
に
基
く
防
禦

的
戦
争

に
關
し
て
は
、
從
來
の
國
際
法
に
於
け
る
と
特
に
著
し
く
異
る
も
の
を
有
し
な

い
。
上
述

せ
る
所
に
依
つ
て

明
か
な

る
如
く
、
攻
撃
、
侵
入
及
び
戦
争

に
訴
ふ
る
こ
ど
の
禁

止
は
、
莱
因

協
定
第
二
條
第

二
項
の
豫
想
す
る
三
個

の
場
合

に
於

て
は
適
用
を
見
な

い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
違
反
の
向
け
ら
る
＼
國
家
は
右
の
場
合

に
は
、
行
爲
の
完
全

な
る
自
由
を
有
し
、

(
一
)
或

は
自
衛
権

行
爲
と
し
て

(
二
)
或

は
國
際
協
同
動
作
と
し
て

(
三
)
或

は
聯
盟
規
約

第

日
五
條
第
七
項
の
適
用
に
依

つ
て
、
戦
争

に
訴

へ
得
る
の
で
あ
う
、
此

の
場
合

の
制
裁

は
右
の
三
個
の
異
る
形
態

に
於

て
實
現
す

る
の
で
あ
る

(
九
十
三
)。

(九
十
三
)
A
r
t
.
 
2
.
 
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
n
i
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
.

之
に
反
し
て
國
際
聯
盟
理
事
會
に
付
託
す
る
場
合

に
於
て
は
、
其
の
制
裁
は
極
め
て
特
徴
あ

る
と
共
に
重
大
な

る

も
の
を
包
含
す
る
。

即
ち

若
し
も
莱
因

協
定
第
二
條
に
違
反
あ
る
か
叉
は
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は
第

四
三
條

の
違
反
の
行
は
れ
た
る
こ
と
叉
は
行
は
る
＼
こ
と
を
認

む
る
場
合
に
は
、
締
約
國
は
之
を
國
際
聯
盟
理
事
會

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
輩

二
六
七
)

八
五



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
六
八
)

八
六

に
付
託
す
る
義
務
あ
る
こ
と
上
述
せ
る
如
く
で
あ

る
。
勿
論
、
此
等
の
違
反
が
或
る
條
件
を
具
備
す
る
場
合

に
は
、

即
時

の
防
衛
行
爲
が
可
能

で
あ
る
。
且

つ
此
の
場
合

に
は
所
謂
挑
登
せ
ら
れ
ざ

る
侵
略
行
爲

の
事
實
が
認
め
ら
れ
、

侵
略

の
意
義
と
挑
登

せ
ら
れ
ざ

る
侵
略
行
爲

の
國
際
法
上
の
効
果

と
が
問
題
と
な
る
に
至
る

(九
十
四
)。

而
し
て
此

の
黙

に
於

て
棊
因
協
定
は
侵
略

の
定
義
を
直
接
に
は
掲
げ
て
ゐ
な

い
が

、
挑
登
せ
ら
れ
ざ
る
侵
略
行
爲

の
概
念

の
規

定
に
依

つ
て
國
際
法
に
於
け
る
制
裁

の
問
題
に
対
し

て
重
要
な
る
素
材
を
提
供
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

(九
十
四
)
挑
獲
せ
ら
れ
ぎ
る
侵
略
行
爲
の
概
念
は
極
め
て
興
味
あ
り
且
つ
重
要
な
る
問
題
を
包
含
す
る
が
故
に
、
此
の
鮎
に
關
す
る
研
究
は
安
全

保
障
法
に
於
け
る
侵
略
の
概
念
を
取
扱
ふ
場
合
に
譲
る
こ
と
を
適
當
と
す
る
。
伺
ほ
此
の
點
に
關
し
て
は
W
i
l
h
e
l
m
 
S
t
e
i
n
l
e
i
n
,
 
D
e
r
 
B
e
g
r
i
f
f

d
e
s
 
n
i
c
h
t
 
 
h
e
r
a
u
s
g
e
f
o
r
d
e
r
t
e
n
 
A
n
g
r
i
f
f
s
 
i
n
 
B
i
i
n
d
n
i
s
v
e
r
t
r
a
g
e
n
 
s
e
i
t
 
1
8
7
0
 
a
n
d
 
i
n
s
b
e
s
o
n
d
e
r
e
 
i
m
 
L
o
c
a
r
n
o
-
V
e
r
t
r
a
g
,
 
1
9
2
7
.

参
照
。

第
二
條
に
対
す

る
違
反
は
、
他

の
締
約
國
の
共
同
責
任
と
し
て
の
援

助
を
義
務
と
し
て
結
果
せ
し
め
る
。
而
し
て

此

の
相
互
援
助
の
保
障
が
實
際
に
於
て
最
も
重
要
な
る
制
裁
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
述
せ
る
如
く
、
攻
撃

、

侵
入
叉
は
戦
争

あ
る
場
合

に
國
際
聯
盟
理
事
會

へ
の
付
託

は
、
各
締
約
國
に
対
し

て
義
務
と
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
而
し

て
此

の
こ
と
は
、
直
ち
に
防
禦
的
戦
争

に
訴

へ
得

る
緊
急
事
態

の
存
す
る
場
合

に
於

て
も
…漫
は
な

い
。
且
つ
若
し
理

事
會
に
於
て
右

の
違
反
の
事
實

の
存
在
を
認
定
し
た
る
場
合
に
は
、
理
事
會
は
其
の
旨
を
署
名
國
に
遅
滞
な
く
蓮
告

す
る
を
要
し
、
署
名
國

は
之
に
基

い
て
違
反
行
爲

の
向
け
ら
れ
た
る
國
に
対
し

て
直
ち
に
援
助
行
爲

に
出
づ
べ
き
義



務

を
課

せ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ

る

(九
十
五
)。

故
に
此

の
規
定

は
共
同
責

任
と

し

て
の

集

合
的

保
障
義

務

を
規
定

し

た

る
も

の
で
あ

る
が

、
其

の
法
律

的
効
果

の
重

大
な

る

こ
と

に
依

つ
て
、
若

干

の
重

要
問

題

を

展
開

せ
し

む

る
性
質

の
も

の
で
あ

る
。

(
九
十
五
)
A
r
t
.
 
4
.
 
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
.
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
-
2
9
4
.

此
の
場
合
に
署
名
國
の
各
が
援
助
を
與
ふ
べ
き
坐我

務
を
有
す
る
旨
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
で
、
共
同
的
動
作
に
出
づ
べ
き
こ
と
に
關
し
て
は
何
等
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
然
し
其
の

保
障
態
様
は
、
第

一
條
に
依
り
各
別
に
叉
共
同
に
行
は
る
Σ
こ
と
を
要
す
る
が
故
に
、
共
同
援
助
を
除
外
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
其
の
詳
細
な

る
具
體
的
規
定
を
駅
く
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

此
の
援

助
義
務
を
規
定
し
れ
る
莱
因

協
定
第
四
條
第
二
項
は
、
安
全
保
障

の
観
点

よ
り
論
ず

る
と
き

は
二
重
の
意

昧
に
於
て
重
大
な
る
結
果
を
包
含
す
る
。
第

一
に
は
.
違
反
の
事
實

の
存
在
を
認
定
し
た
る
場
合

に
は
他

に
何
等
の

選
澤

の
絵

地
が
認
め
ら
れ
ず
し

て
援
助
の
義
務
が
登
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
然

る
に
違
反
の
事
實

は
、
必
ず
し
も
攻

撃
的
戦
争

の
存
在
と
同

一
で
は
な

い
。
條
約

は
攻
撃

、侵
入
、
戦
争
の
三
個
の
段
階
に
於
て
其
の
行
爲
の
重
要

の
程
度

を
区
別
し
て
ゐ
る

(九
十
六
)。
此
等
の
事
實

の

一
が
存
在
す
る
こ
と
の
認
定

せ
ら
れ
た
場
合

に
於
て
、
他

の
締
結
國
の

援

助
義
務
が
具
體
的

に
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
方
に
於

て
は
、
違
反
の
向
け
ら
れ
た
る
國
家
に
対
し

て

防
禦
的
戦
争

を
許
容
す
る
こ
と
で
あ

る
。
而
し
て
妓
に
考
慮
す
べ
き
重

大
な
黙
が
潜
ん
で
ゐ
る
。
上
述
の
如
く
、
攻

撃
、
侵
入
等
の
事
實
は
末
だ
必
ず
し
も
攻
撃
的
戦
争

と
は
同

一
親
し
難

い
性
質
の
も
の
で
あ

る
。
然

る
に
共

の
存
在

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(
第
五
巻

第
二
號

二
六
九
)

八
七



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

戸大
澤
)

(第
五
巻

第
ご
號

呂
七
〇
)

八
八

を
認
定
し
虎
る
瞬
間
に
於
て
他

の

一
方

の
國
家
は
防
禦
的
戦
争

に
出
で
得
る
と
共
に
、
他

の
締
約
國
は
之
を
援
助
す

べ
き
義
務
を
課
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
通
常

の
場
合

に
於
け
る
理
事
會
の
審
査
、
勧
告
の
調
停
的
作
用
は
此

の

場
合
に
於

て
は
最
早
行
は
れ
な

い
の
で
、
直
ち
に
攻
撃

の
義
務
が
発
生

す
る
の
で
あ
る
。
然

る
に

一
度
攻
撃
叉
は
侵

入

の
行
爲
に
出

で
な
が
ら
、
共
の
事
件
が
國
際
的
機
關
に
委
託
せ
ら
れ
尤
場
合

に
、
全
然
準
和
的
解
決
の
方
法
が
排

除

せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
＼
如
く
論
ず
る
の
は
早
急
に
失
す
る
。
事
態
に
依

つ
て
は
、
既
に

一
鷹

は
武
力
に
訴

へ
ら
れ

た
る
紛
争

を
卒
和
的
に
解
決
す
る
可
能
性
も
亦
多
分

に
存
在
す
る
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。
然
る
に
聯
盟

理
事
會
に
依
る

認
定
は
此
の
可
能
を

無
親
し
て
、
締
約
國
に
対
し

て

直
ち
に

援
助
の
義
務
を
課
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
故
に
理
事
會
に
於
て
此
の
場
合
に
和
協
的
手
段
を
充
分
に
霊
さ

団
る
こ
と
自
膿
が
、
既
に
相
當
考
慮

の
籐
地
あ

る
規
定
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
從

つ
て
違
反
を
行

ひ
π
る
國
家
の
譲
歩
に
依
つ
て
紛
争

の
卒
和
的
に
腱

理
せ
ら

る
＼
道
を
豫
め
閉
し
て
軍
事
的
援

助
を
も
包
含
す
る
制
裁
の
適
用
に
專
心
し
て
ゐ
る
黙

は
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條

約

の
安
全
保
障
機
構
が
制
裁
を
過
重
し
カ
る

一
面
的
性
質
を
張
く
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
違
反
に
対
抗

す

る
爲

め
に
制
裁
を
組
織
す
る
こ
と
に
熟
心
な

る
の
飴
う
、
最
後

の
瞬
間
に
於
て
も
尚
ほ
亭
和
的
解
決

の
爲

め
に
努
力

す
べ
き

こ
と
を
忘
れ
カ
る
領
が
あ

る
。
動
的
要
素
と
し
て
の
制
裁

は
、静
的
要
素
と
し
て
の
現
状
維
持
及
び
不
可
侵
義

務

の
違
反
を
事
由
と
し
て
課
せ
ら

る
＼
所
で
あ
る
が

、
問
題
の
重
黙

は
常
に
安
全
保
障

の
爲
め
の
法
律
駿
態
の
確
保



に
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

諏
筈

で
あ
る
。

特
に
ヴ
.
ル
サ
イ

ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は

第
四
三
條

の
違
反
の

行
は
れ
た
る
事
實

の
み
取
て
は
、
未
だ
直
ち
に
重
大
な
る
制
裁
を
課
す
る
必
要
が
存
す
る
か
否
か
頗
る
疑
問
で
あ
る
。

そ
れ

は
輕
微

の
違
反
と
し
て
共
の
排
除
に
法
律
的
、
政
治
的
手
續

が
適
用
せ
ら
れ
得
る
場
合
を
も
包
含
す
る
。
故
に

此
の
関
係

を
愼
重
に
考
慮
す
る
な
ら
ば

(九
十
七
)、

此
の
場
合

に
直
ち
に
理
事
會

の
認
定
を
基
礎
と
し
て

共
同
的
に

重
大
な
る
制
裁

の
適
用
に
移
ら
む
と
す
る
の
は
、
制
裁

の
組
織
の
順
序
よ
め
考
慮
す
る
も
、
相
當
考
慮

の
飴
地
あ
る

黙

で
あ

る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

訟
。

(九
十
六
)
A
r
t
.
 
I
.
 
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
u
t
u
e
l
l
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2

(
九
十
七
)

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は
第
四
三
條
に
依
つ
て
禁
止
せ
ら
る
Σ
所
の
違
反
の
一
と
し
て
、
例

へ
ば
築
城
の
基
礎
工
事
に
着

手
し
た
る
事
實
の
如
き
を
畢
げ
得
る
。
此
の
場
合
に
は
締
約
國
は
莱
因
協
定
第
四
條
第
二
項
に
依
つ
て
援
助
を
提
供
す
る
義
務
を
有
し
、
違
反
の

向
け
ら
れ
た
る
國
家
は
場
合
に
依
つ
て
は
防
禦
的
職
畢
に
も
訴
へ
碍
る
の
で
あ
る
。
之
は
其
の
違
反
と
制
裁
と
の
問
に
均
衡
が
失
は
れ
て
ゐ
な
い

か
と
の
疑
問
を
提
出
せ
し
む
る
所
以
で
あ
る
。
既
に
ピ
シ
ョ
ツ
プ
も
此
の
鮎
に
關
し
て
・
斯
か
る
違
反
が
特
に
隣
接
國
の
執
れ
に
も
向
け
ら
る
、
、

も
の
で
な
い
場
合
の
存
在
し
得
る
こ
と
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
W
.
 
R
.
 
B
i
s
s
c
h
o
p
,
 
T
h
e
 
L
o
c
a
r
n
o
 
P
a
c
t
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
0
5
.

要

す

る
に
諸
條

約

の
違
反

と
制
裁

と

の
問
に
均

衡

の
失

は
れ

て
ゐ

る
事
實

は
、
ロ
カ
ル

ノ
諸

條
約

の
安

全
保
障

の

効
果

を
減

殺

す

る

こ
と

を
意

味

し
、
共

の
訣

陥

は
否
定

し
難

い
所

で
あ

る
。
此

の
黙

に
於

て
制

裁

の
問
題

を
安

全
保

障

の
全
體

よ
り
取
扱

は
ず

に

、
単
に

一
方

的
に
考

慮

し
た
に
過

ぎ

澱
と

の
批
評

を
免

れ
難

い
。

そ

こ
で
は
違

反
に
封

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
七
一)

八
九



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
七
二
)

九
〇

し
て
制
裁
を
課
す
る
こ
と
が
專
ら
考

へ
ら
れ
て
居
今
、
其

の
制
裁
が
安
全

の
保
障
、
平
和
の
確
保
の
目
的
と
合
致
す

る
か
否
か
の
黙
が
充
分
に
考
慮
せ
ら
れ

て
ゐ
な

い
傾
が
認
め
ら
れ

る
。
勿
論
違
反
の
存
在
の
問
題
が
國
際
聯
盟
理
事

會
に
付
託
せ
ら
れ
た
場
合

(
第
四
條
第

一
項
)
に
於

て
は
、
同
理
事
會
は
共
の
認
定

の
結
果
を
通
知

す
る
こ
と
を
要

し
、
締
約
國

は
右

の
場
合
に
於
て
は
敵
封
行
爲
を
な

し
た
る
當
事
國
の
代
表
者
を
除
く
全
會

一
致

の
表
決
に
依
る
聯

盟
理
事
會
の
勧
告
に
從

ひ
行
動
す
る
義
務
を
有
す
る
。
此

の
黙
は
第
五
條
第
三
項
に
於
け
る
理
事
會

の
提
議
に
從
ふ

義
務
を
定
め
た
る
規
定
と
共
に
、
調
停
的
行
爲

に
対
し

て
張
制
力
を
認

め
た
る
も
の
と
し
て
重
要
な
る
意
義
を
有
す

る
黙

で
あ

る
。
只
だ
理
事
會
が
違
反
の
存
在
の
事
實
を
認
定
す
る
と
共
に
直
ち
に
援
助
義
務

の
襲
生
す
る
関
係

よ
り

考
察
す
れ
ば
、

此
の
制
裁
規
定
が
同
時
に
紛
争

を
不
當
に
重

大
化
す
る
危
険

を
も
包
藏
す
る
も
の
と

云
は
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

故
に
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
相
互

の
關
聯
を
認
め
な
が
ら
、

其
の
有
す
る
矛
盾
も
亦
看
過
せ
ら
れ

て

は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
假

に
獨
逸

國
及
び
英
吉
利
國

の
努
力
の
中

心
が
寧
ろ
莱
因

協
定
に
於
け
る
戦
争
防
止
法
の

輩
化
に
向
け
ら
れ
て
居
う
、
佛
蘭
西
國

の
努
力

は
之
に
反
し
て
仲
裁
々
到
條
約
に
於
け
る
義
務
制
O
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u
m

に

主
と
し
て
向
け
ら
れ

て
ゐ
た
と
の

(九
+
八
)
批
判
が

正
當
で
あ
る
と
し
て
も
、
共
の
戦
争

防
止
法
の
重
要
な
る
構
成

要
素
と
し
て
の
相
互
援
助

の
採
用
し
た
る
態
様
は
、
却

つ
て
戦
争

防
止
の
根
本
目
的
に
合
致
す
る
や
否
や
を
疑
問
と

す
る
黙

の
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
し
難

い
。
特
に
ビ

シ
ョ
ツ
プ
が
正
當
に
指
摘
し
た
る
如
く

(
九
十
九
)、
諸
國
家
間
の



亭
和
を
維
持
す
る
目
的
を
以

つ
て
創
設

せ
ら
れ
た
る
理
事
會
が
此
の
場
合
に
は
相
互
に
戦
争

に
訴

へ
ざ
ら
む
と
す
る

締
約
國
を
其

の
眞
摯
な
る
約
束
か
ら
解
除
し
て
、
伺
早
な

る
時
機
に
於
て
さ

へ
戦
争
に
訴
ふ
る
こ
と
を
許
容
す
る
結

果
を
豫
想
せ
し
め
て
ゐ
る
の
は
、
戦
争

防
止
の
観
点

よ
ム
す
れ
ば
大
な
る
映
陥
と
評
せ
ら
る
㌧
で
あ
ら
う
。
何
と
な

れ
ば
、
此

の
場
合

に
紛
争

は
當
事
國
の
み
の
努
力
に
依
つ
て
解
決
す
る
に
は
余
り

に
困
難
で
あ
う
、
且
つ
仲
裁

々
到

に
付
託
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ

る
が
故
に
理
事
會
の
如
き
第
三
者

の
介
入
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
然

る
に
理

事
會
は
此
の
場
合
に
防
止
的
干
渉
の
作
用
を
登
揮

せ
し
む
る
代
う
に
、
禁
遇
的
作
用
と
し
て
の
制
裁

の
方
法
を
選
ん

だ

の
で
あ
る
。
故
に
特
定

の
場
合

に
は
共
の
勧
告

叉
は
提
議
に
從
ふ
こ
と
を
義
務
と
し
て
規
定

し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら

ず

(百
)、
其

の
義
務
制
度
は
制
裁
規
定

の
重
大
な
る
こ
と
に
依

つ
て
貫
か
れ
て
ゐ
な

い
憾
が
あ
る
。
ロ
カ
ル

ノ
莱
因

協
定
の
安
全
保
障
法
上
に
於
け
る
最
大
の
問
題
は
、
此
の
制
裁
規
定
が
安
全

の
確
保

の
観
点

を
全
く
無
視

し
な

い
迄

　

サ

も
、
そ
れ
と
の
調
和
を
失

ひ
愼
重
な
る
考
慮
の
後
に
於

て
の
み
考

へ
ら

る
べ
き
制
裁

の
組
織
を
急

い
で
、
違
反
國
家

に
対
す

る
集
合
的
干
渉
、
共

の
協
同
動
作
に
依

る
禁
遇
的
方
法
の
保
障
を
重
親
し
π
黙
に
存
す
る
も
の
と
云
は
な
け

れ
ば
な
ら

楓
。
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
が
聯
盟
規
約

の
補
充
的
保
障
を
提
供
せ
む
と
す
る
の
意
圖
は
、
此
の
黙
に
於
て
寧
ろ

必
要
以
上
に
制
裁
を
過
重
視

せ
む
と
す
る
こ
と
に
依

つ
て
損
は
れ
て
ゐ
る
。
防
止
的
機
能

の
有
敷
な
る
組
織
に
依

つ

て
避
け
得
ら
れ
た
か
も
知
れ
な

い
危
機
を
聯
盟
理
事
會
に
依
る
認
定

は
却

つ
て
禁
遇
的

の
制
裁
作
用
と
し
て
招
來
せ

安
全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
七
三
)

九

一



安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
七
四
)

九
二

し
む
る
こ
と
に
役
立
つ
危
険

を
包
藏
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而

し
て
此
の
黙

こ
そ
將
來

の
多
く

の
安
全
保
障

の
地
域

的
協
定

、
特
に
目
下
問
題
と
な
め

つ
＼
あ

る
東
欧

"
カ

ル
ノ
條
約
案

の
制
定
に
關
し
て
愼
重
に
考
慮

せ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
黙

で
あ
る
Q

〔
九
十

八
H
a
n
s
 
 
W
i
l
h
e
I
m
 
T
h
i
e
m
e
,
 
D
i
e
 
F
o
r
t
b
i
l
d
u
n
g
 
d
e
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
n
 
S
c
h
i
e
d
s
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t
 
s
e
i
t
 
d
e
m
 
W
e
l
t
k
r
i
e
g
,
 
1
9
2
7
,

S
.
7
2
-
8
5
.
 
i
n
s
b
.
 
S
.
 
7
6

(
九

十

九

)
W
.
 
R
.
 
B
i
s
s
c
h
o
p
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
0
3

・

(
百
)
A
r
t
.
 
4
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
I
,
 
A
r
t
.
 
5
.
 
a
l
i
n
e
a
 
I
I
I
,
 
T
r
a
i
t
e
 
d
e
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
e
t
c
.
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
9
2
-
2
9
4
.

斯
く

の
如
く
制
裁
作
用

の
過
重
が
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
と
の
関
係

に
於

て
平
和
を
維
持

し
促
進
す
る
こ
と
に
於
て
成

立
す
る
聯
盟
理
事
愈

の
目
的
、
職
能
と
背
馳
す
る
も

の
で
な

い
か
と
の
疑
問
は
、
葉
因
協
定

の
諸
規
約

の
み
に
徴
す

る
も
相
當

に
根
擦
あ

る
性
質

の
疑
問
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
疑
問

は
単
に

第
二
條
即
ち
現
状
維
持
と
不
可
侵
義
務
と

を
定

め
た
る
規
定

の
違
反
の
場
合

の
み
な
ら
ず
、
紛
争

の
平
和
的
腱
理
方
法
を
定
め
た
第

三
條

の
規
定
に
違
反
す
る

場
合

の
制
裁
に
關
し
て
も
亦
、
同
様

に
起
う
得
る
所

で
あ

る
。
此
の
場
合
に
平
和
的
腱
理
方
法
に
從
ふ
こ
と

の
拒
絶

は
二
個
の
異
る
事
情
を
豫
想
し
て
ゐ
る
。

(
一
)

共
の
拒
絶
が
第

二
條
叉
は
ヴ
ニ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は
第
四
三
條

の
違
反
を
件
ふ
場
合

。

平
和
的
処
理

方
法
に
從
ふ
こ
と
の
拒
絶
は

(
イ
)
之
を
虜
理
機
關
に
付
託
す
る
こ
と
の
拒
絶
と
、

(
ロ
)
仲
裁

々



到
若
く
は
司
法
裁
判

に
付
託
し
た
る
後
に
於
て
、
其
の
判
決

を
履
行
す
る
こ
と
を
拒
む
場
合

の
二
種
を
包
含
し
て
ゐ

る
。
而
し

て
共
の
軌
れ
控
る
を
問
は
ず
、
此
の
二
條
伴

の
具
備
す
る
場
合

に
は
、
第
二
條
に
対
す

る
違
反
と
同
様
の

法
律
的
効
果

の
登
生
が
豫
想

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
此
等
の
場
合

に
於

て
も
違
反
の
向
け
ら
れ
た
る
國
家
に
対
し

て

の
援

助
義
務
が
畿
生
す
る
と
共
に
、
該
國
家
は
自
ら
防
衛
的
手
段
と
し
て
の
戦
争

行
爲
に
も
出
で
得
る
に
至
る
の
で

あ

る
。
此
等
の
場
合
の
保
障
方
法
と
し
て
斯
く
の
如
き
強
大
な
る
制
裁
を
も
許
容
す
る
こ
と
は
締
約
當
事
國
の

一
方

を
早
急
に
侵
略
國
と
し
て
認
定
す
る
の
危
険

を
含

む
の
で
あ
り
、
ロ
カ
ル

ノ
條
約
の
安
全
保
障
の
本
旨
に
遠
ざ
か
る

も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら

楓
。
付
託

の
拒
絶
及
び
武
装
解
除
地
帯
に
於
け
る
輕
微
な

る
違
反
の
二
個

の
條
件
が
具

備
す
れ
ば
直
ち
に
援
助
義
務
が
登
生
し
且
つ
防
禦
的
戦
争
を
許
容
す
る
に
至
る
の
で
あ

つ
て
、
其

の
過
重
な
る
制
裁

の
探
用

の
當
否
に
対
し

て
は
上
述
せ
る
疑
問
が
提
出
せ
ら

る
＼
の
で
あ
る
。

(
二
)

第
二
條
叉
は
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
條
約
第
四
二
條
若
く
は

第
四
三
條

の
違
反
な
く
し
て

李
和
的
処
理

方
法
に
從

ふ
こ
と
又
は
仲
裁
判
決
又
は
司
法
判
決
を
履
行
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
場
合

。

此
の
場
合

の
制
裁

は
比
較
的
に
寛
大
で
あ
る
。
即
ち
他
方

の
當
事
國
が
之
を
國
際
聯
盟
理
事
會
に
付
託
す
る
を
要

し
、
同
理
事
會
は
其

の
場
合
に
執

る
べ
き
措
置
を
提
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
而
し

て
締
約
國
は
理
事
會

の
與
ふ

る
提
議
に
從
ふ
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
此

の
場
合

に
は
第

一
の
場
合
に
於
け
る
が
如
き
軍
事
的

安
全
保
障

の
地
域

的
協
定

(
大
澤
)

(
第
五
巻

第

二
號

二
七
丑

)

九

三



安
全
保
障

の
地
域

的
協
定

(
大
澤

)

(
第
五
巻

第

二
號

二
七
六
)

九
四
,

援
助
を
包
含
す
る
強
大
な
る
制
裁
は
規
定

せ
ら
れ
ず
、
各
締
約
國
ー

從
つ
て
拒
絶
を
爲
し
た
る
國
家
も
ー

は
、

其

の
提
議

に
包
含

せ
ら

る

＼
紛
争

解

決
方

法

に
從

は
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
戦
争

を

防

止
せ

む
と
す

る
努

力

は
此

の
場
合

に
始

め
て
、
合

理
的
な

る
制
裁

の
制
度

と
結

合

し

て
ゐ
る

の
で
あ

る

(百
〇
一
)
。

(百
〇
一
)

此
の
場
合
の
制
裁
は
軍
事
的
性
質
の
強
制
を
俘
は
な
い
所
の
專
ら
政
治
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は
之
を
外
交
的
援
助

の
保
障
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
S
t
r
u
p
p
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
1
o
8
.

此
の
制
裁
の
内
容
が
一
完
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
事
由
は
、

一
に
此
の
鮎
に
求
め
ら
れ
る
。

却
ち
各
の
具
体
的
事
態
に
鷹
じ
て
適
當
な
る
措
置
が
採
用
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

斯

く

の
如
く
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

に
豫

想

せ
ら

る

＼
制
裁

は
極

め

て
強
大

で
あ

る
。
そ
れ

は
単
な
る

攻
撃

の
み
な
ら

ず

、
其

の
他

の
事
項

に
対
し

て
締

約
國

の
保
障
が

各

別
蚊

に
共

同

の
義

務

と
せ
ら
れ

て
ゐ

る
の

で
あ

る
。
然

し
共

の

制
裁

は
特

殊

の
場
合

を
除

く

の
外

は
自

動
的

に
適
用

せ
ら

る

＼
も

の
で

は
な

い
。

そ
れ

は
付
託

に
依

う
國
際
聯

盟

理

事
會

の
認

定

を
輕

る

こ
と

を
必

要
と
し

て
ゐ

る
黙

に
於

て

、
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ
議

定
書

と

は
著
し

く
異

つ
て
ゐ
る
(百
〇
二
)。

只
だ

此

の
特

殊
な

る
場
合

の
中

に
安

全
保
障

の
観
点

よ
わ

す
れ

ば
比

較
的

に
輕
微

な

る
事
項

も

亦
包
含

せ
ら

れ

て

ゐ

る
黙

に
、
其

の
映
陥

が
認

め
ら

る
＼
の
み

で
あ

る
。

(
百
〇

二
)
A
r
t
.
 
 
1
0
-
I
I
,
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
c
i
f
i
c
 
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
i
s
p
u
t
e
s
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
5
o
o
-
5
o
1

故
に
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約
の
安
全
保
障
法
上
に
有
す
る
意
義
は
、
共
の
提
供
す
る
保
障
が
強
大
な
る
制
裁
と
し
て
組



織

せ
ら
れ

て
ゐ
る
黙
よ
ム
も
、
却

つ
て
締
約

國

の
相
互
的
信
頼
と
尊
重

と
を
基
礎
と
し
て
其

の
共
同
責
務
と
し
て
安

杢
を
保
持
し
、
其
に
依

つ
て
西
部
欧
羅
巴
の
李
和
を
確
保
せ
む
と
し
て
ゐ
る
黙
に
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。
特

に
獨
逸

國
が
其
の
主
要
締
約
國
の

一
控
る
こ
と
は
、

ヴ
ー
ル
ず
イ
ユ
條
約
に
対
す

る
其
の
地
位
、
関
係

を
道
徳
的
、

政
治
的
に
変
更

せ
し
め
た
こ
と
多
大

で
あ
る
。
李
和
條
約
の
法
律
的
拘
束

の
基
礎
に
關
す
る
法
理
論
的
探
究

は
國
際

法
に
於
け
る
最
も
困
難
且
つ
重
要
な

る
問
題

で
あ
う
、
之
に
対
す

る
學
者

の
説
明

は
少
か
ら
ず
存
在
す
る
が
、
其

の

決
定

の
何
力
る
か
を
問
は
ず
、
獨
逸

國
が
自
由
且

つ
善
意
を
以

て
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

の
圭
要
な

る
締
約
國
と
な

つ
禿

事
實

は
、

共

の
ヴ
エ
ル
サ
イ

ユ
條
約
上
の
義
務
の
履
行
に
対
し

て
重
要
な

る
輩
化
と
な
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。

勿
論

其

の
提
供
す
る
安
全
保
障
方
法
は
國
際
政
治

の
實
際
上
の
必
要
よ
め
種

々
の
妥
協
を
鹸
儀
な
く

せ
ら
れ
て
居
め
、
理

論
的
に
は
統

一
を
鉄
く

黙

を
も
庖
含
す
る
の
で
あ
る
が
、

此
の
事
實
に
も
拘
ら
ず

ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
條
約
上
の
諸
義
務

の
履
行
を
蟄
化

し
禿
黙
は
、
看
過
し
得
な

い
重
要
な
黙

で
あ
る

ハ百
〇
三
)。

(百
〇
三
)

此
の
貼
に
關
し
て
は
獨
逸
國
側
に
異
論
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
。
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
を
其
の
意
味
に
於
て
の
補
充
的
保
障
と
爲
す

こ
と
を
否
定
す
る
見
解
も
亦
、
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
此
の
鮎
の
論
究
は
他
の
機
會
に
譲
る
外
は
な
い
。

要
す
る
に

η
カ

ル
ノ
諸
條
約
と
の
関
係

よ
今
論
じ
て
獨
逸

國

は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

條
約
中
の
諸
義
務

を
再
び
承
認
し

π
こ
と
に
等
し

い
。
而
し
て
此

の
黙
に
、
其

の
補
充
的
保
障
規
定

と
し
て
の
最
も
重
要
な
る
意
義
が
あ
る
。
獨
逸

國

安

全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第
五
巷

第

二
號

二
七
七
)

九
五



安

全
保
障

の
地
域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第
五
巷

第

二
號

二
七
八
)

九
六

西
部
國
境
の
卒
和
は
、

最
早
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

條
約
に
於
け
る
如
く

戦
勝
國
と
戦
敗
國
と
の
間
の
権
利
義
務
の
関
係

の

み
に
止
懐
ら
な
く
な

つ
π
。
そ
れ
は
卒
等
な
る
締
約
國
問
に
成
立
し
だ
る
独
立

な
る
諸
條
約
上

の
根
縷
に
立
つ
に
至

つ
尤
の
で
あ
る
。
且
つ
其
の
豫
想
す
る
國
際
的
制
裁

の
問
題
に
關
し
て
は
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

は
將
來
の
國
際
法
團

膿

の
安
全
保
障

の
確
立
に
甥
し
て
幾
多

の
重
要
な
る
黙

に
於
て
考
慮
す
べ
き
映
陥
叉
は
疑
問
を
残
し
て
ゐ
る
に
も
拘

ら
ず

(百
〇
四
)、

諸
國
家
の
安
全
を
國
際
法
団
体

の
安
全
と
の
有
機
的
關
聯
に
於
て
規
定
せ
む
と

試
み
て
ゐ
る
事
實

は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
黙

で
あ
る
。
恐
ら
く
此
等
の
諸
條
約
が

、
將
來

の
條
約
に
依

る
安
全
保
障
法
の
確
立
に
封

し

て
有
す
る
意
義
は
、
信
頼
と
尊
重

と
の
基
礎
の
上
に
保
障
を
組
織

せ
む
と
し
禿
黙
で
あ
う
、
其

の
制
裁

の
強
大
な

る
事
實

に
求
め
ら
る
べ
き

で
は
な

い
。
蓋
し
此
の
場
合

に
保
障

の
問
題
を
、
專
ら
制
裁

の
組
織
の
黙

に
重
黙
を
置
く

こ
と
に
依
つ
て
解
決

せ
む
と

試
み
て
ゐ
る
こ
と
は
、

ヂ
ュ
ネ

ー
ゲ
議
定
書
に
於
て
認
め
ら
れ
π
る
訣
陥
を
再
び
踏
襲

す

る
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。
故
に
將
來
の
諸
條
約
、
特
に
目
下
問
題
と
な
う

つ
＼
あ

る
東
欧
ロ
カ
ル

ノ
條
約
案

の
如

き

は
、
此
の
黙

に
關
す
る
ロ
カ
ル
ノ

の
貴
重
な
る
経
験
を
愼
重
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
要
に
直
面
し
て
ゐ

る

の
で
あ
る
Q

(百
〇
四
)
國
際
的
制
裁
の
組
織
は
ロ
カ
ル
ノ
諸
條
約
に
於
て
は
ヂ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
そ
れ
よ
り
も
一暦
合
理
的
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
伺
ほ
特

殊
の
場
合
に
強
大
す
ぎ
る
こ
と
に
依
つ
て
却
っ
て
其
の
根
本
目
的
と
背
馳
し
得
る
可
能
性
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
尚
ほ
ロ
カ
ルノ
に
於
け
る
制
裁
、



に
一般
に
國
際
法
に
於
け
る
制
裁
の
問
題
の
攻
究
は
他
の
機
會
に
譲
る
外
は
な
い
。
聯
盟
規
約
第
=
ハ條
と
の
関
係
に
於
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。

此
の
鮎
に
關
し
て
O
t
t
o
 
 
B
r
i
i
c
k
,
 
L
e
s
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
u
b
l
i
c
,
 
1
9
3
3
.

参
照
。

.安
全
保
障
の
地
方
的
協
定
の
意
義
は
、
決
し
て
単
な
る

一
般
的
、
普
遍
的
條
約
に
対
し

て
之
を
地
域
的
関
係

に
於

て
限
定
し
た

局
地
的
協
約
た
る
黙

の
み
に
存
す
る
も
の
で
は
な

い
。

人
は
屡

々
ロ
カ
ル

ノ
條
約
を
目
し
て
ヂ
ュ
ネ
ー

ヴ
議
定
書

を
特
定

の
限
ら
れ
た
る
締
約
國
の
問
に
成
立

せ
し
め
た
る
も
の
で

あ

る
と
の
批
評
を
爲
す

(
百
〇
五
)。

然

し
此
の
批
評

は
正
確
で
は
な

い
。
ロ
カ
ル

ノ
條
約
は
其

の
侵
略
國
決
定
に
關
し
て
も
、
制
裁

の
適
用
の
方
法
に
關

し

て
も
、

ヂ
ュ
ネ

重
ヴ
議
定
書
と
は
異
る
原
則
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。

或
は
其
が
制
裁
の
黙
に
關
し

て
姜
協
的
態
度
を

採
用
し
て
ゐ
る
こ
と
を
事
由
と
し
て
ロ
カ
ル

ノ
條
約
の
制
裁
は
進
歩
と
は
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
學

者
も
存
在
す
る
が

(百
〇
六
)、
之
は
全
く
誤
う
で
あ
る
。

寧
ろ
我

々
の
考
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、

共
の
保
障

の
供
與
の

態
様
は
ヂ
。
ネ

言
ヴ
議
定
書
以
上

に
進
ん
で
ゐ
る
場
合

が
あ
う
、
而
も
其
の
こ
と
は
上
述

せ
る
如
く

安
全
保
障

の
見

地
よ
り
論
ず
れ
ば
必
ず
し
も
望
ま
し

い
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
制
裁
の
組
織
、
特
に
其

の
武
力
的
制
裁

の
急
早

な
る
許
容
及
び
義
務
は
、
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

の
根
本
精
神

と
は
却

つ
て
遠

い
も

の
と
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら

澱
。
而
し

て
正
し
く
此
の
黙
に
、
全
體

と
し

て
の
欧
羅
巴
の
安
全
保
障
機
構

の
上
に
於
け
る
他
の
保
障
方
法
と
制
裁
と
の
有
機

的
な
る
關
聯

の
問
題
が
最
も
定
型
的
な
る
形
態
に
於
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

安
全
保
障
の
地
域
的
協
定

(大
澤
)

(第
五
巷

第
二
號

二
七
九
)

九
七



安
全
保
障

の
地

域
的
協
定

(
大
澤
)

(
第
五
巷

第

二
號

二
八
〇
)

九
八

(
百
〇

五
)

例

へ
ば
L
u
i
g
i
 
S
t
u
r
z
o

叉
は
O
t
t
o
 
B
r
u
c
k

其
他
多
く

の
學
者

を
畢

ぐ
る

こ
と
を
得

る
。
L
u
i
g
i
 
S
t
u
r
z
o
,
 
L
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
 
i
n
t
-

e
r
n
a
t
i
t
i
n
a
l
e
 
e
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
g
u
e
r
r
e
,
 
1
9
3
o
,
 
P
.
 
1
1
3
.
 
O
t
t
o
 
B
r
u
c
k
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
1
5
1
.

(
百
〇

六
)

ウ
ェ
ー
べ

ル
グ
は
此

の
鐵

に
於

て
ロ
カ
ル

ノ
莱
因
協
定

の
制
裁

の
訣
陪
を
強
く
指
摘

し
て
ゐ

る
。

特

に
防
禦
的
域
争
を
認
め
た
る
後

に

於

て
理
事
會

が
攻
撃

、
侵

入
叉
は
戦
争

等

の
事
貴

の
不
存
在

を
認
定

し
た

る
場
合

に
關
聯
し

て
、

重
大
な
る
制
裁

を
充
分
愼
重

な
る
考

慮
を
彿

ふ

こ
と
な
し

に
も
適
用
し
得

る
鮎

を
批
難
し

て
ゐ

る
の
は
、
考
慮

に
偵
す

る
貼
で
あ
る
。
H
.
 
W
e
h
b
e
r
g
,
 
D
i
e
 
A
e
c
h
t
u
n
g
 
d
e
s
 
k
r
i
e
g
s
,
 
1
9
3
o
,
 
S
.

4
8
-
5
0
.
ロ
カ
ル

ノ
諸
條
約

の
保
障

は
其

の
制
裁

の
組
織

の
問
題

に
關
し

て
幾

多

の
論
貼

を
残
し

て
居
り
、
此
の
鮎

は
將
來

の

安
全
保
障
條
約

の
締

結

に
關
し

て
紛

争

の
平
和
的
虜
理
方
法

の
統

一
的
組
織

の
問

題
と
共
に

一
暦
愼
重

に
攻
究
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ

る
。


